
 

まとめ資料比較表 〔第８条 火災による損傷の防止 別添１資料５〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

相違No. 相違理由

別添1資料5-① 島根2号炉では，消防法施行規則第23条に基づく設置範囲にしたがって感知器を設置し，個々の感知器を特定可能な設計としている

別添1資料5-② 島根2号炉は，設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計としている

別添1資料5-③ 島根2号炉は，アナログ式の熱感知器を設置している

別添1資料5-④
島根2号炉は，A,HPCS-DG燃料移送系ケーブルトレンチにはアナログ式の煙感知器と熱感知器を，B-DG燃料移送系ケーブルトレンチには非アナログ式の防爆型の煙感知器と熱感知器
を設置する設計としている

別添1資料5-⑤ 島根2号炉では，可燃物管理を実施する一部の火災区域又は火災区画について，火災感知器を設置しない，若しくは消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置している

別添1資料5-⑥ 島根2号炉は，中央制御室で火災監視ができるよう総合操作盤を中央制御室に隣接する補助盤室に設置し，副防災盤を中央制御室へ設置する設計としている

別添1資料5-⑦ 島根2号炉の安全機能を有する機器等を設置する火災区域又は火災区画には，光ファイバケーブル式熱感知器を使用していない

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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資料５ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が 

設置される火災区域又は火災区画の火災感知設備について 

資料５ 

東海第二発電所における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び 

機器が設置される火災区域又は火災区画の 

感知設備について 

資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び 

機器が設置される火災区域又は火災区画の 

火災感知設備について 
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＜目 次＞ 

1. 概要

2. 要求事項

3. 火災感知設備の概要

3.1. 火災感知設備の火災感知器について 

3.2. 火災感知設備の受信機について 

3.3. 火災感知設備の電源について 

3.4. 火災感知設備の中央制御室での監視について 

3.5. 火災感知設備の耐震設計について 

3.6. 火災感知設備に対する試験検査について 

添付資料１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係

る審査基準（抜粋） 

添付資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火

災感知器の基本設置方針について 

添付資料３ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における高

感度煙検出設備の特徴等について 

添付資料４ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火

災感知器の配置を明示した図面 

【目次】 

1.概要

2.要求事項

3.火災感知設備の概要

3.1火災感知設備の火災感知器について

3.2火災感知設備の受信機について

3.3火災感知設備の電源について

3.4火災感知設備の中央制御室での監視について

3.5火災感知設備の耐震設計について

3.6火災感知設備に対する試験検査について

添付資料1 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係

る審査基準（抜粋） 

添付資料2 東海第二発電所における防爆型火災感知器について 

添付資料3 東海第二発電所における火災感知器の型式ごとの特

徴等について 

添付資料4 東海第二発電所における火災感知器の配置を明示し

た図面 

参考資料1 複合体内の非難燃ケーブルに対する火災感知器につ

いて 

＜目 次＞ 

1. 概要

2. 要求事項

3. 火災感知設備の概要

 3.1. 火災感知設備の火災感知器について 

 3.2. 火災感知設備の受信機について 

 3.3. 火災感知設備の電源について 

 3.4. 火災感知設備の中央制御室での監視について 

 3.5. 火災感知設備の耐震設計について 

 3.6. 火災感知設備に対する試験検査について 

添付資料１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係

る審査基準（抜粋） 

添付資料２ 島根原子力発電所２号炉における火災感知器の基本

設置方針について 

添付資料３ 島根原子力発電所２号炉における高感度煙検出設備

の特徴等について 

添付資料４ 島根原子力発電所２号炉における火災感知器の配置

を明示した図面 

・記載箇所の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉は，添付資

料２に防爆型火災感知

器を記載している 

・設備の装置

【東海第二】 

 島根 2 号炉の安全機

能を有する機器は，

IEEE383 試験および UL

垂直燃焼試験により難

燃性を確認した難燃ケ

ーブルを使用している 
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資料５ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される 

火災区域又は火災区画の火災感知設備について 

1．概要

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安全機能の

うち，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するため

に必要な構築物，系統及び機器への火災の影響を限定し，早期

に火災を感知するための火災感知設備について以下に示す。 

なお，放射性物質貯蔵等の構築物，系統及び機器の設置場所

に対する火災感知設備については，資料９に示す。 

2．要求事項 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における火

災感知設備の要求事項を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.基本事項

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機

能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護することを

目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づ

いて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減

のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための

安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区

域及び火災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統

及び機器が設置される火災区域 

資料５ 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される 

火災区域又は火災区画の火災感知設備について 

1．概要

東海第二発電所の安全機能のうち，原子炉の安全停止に必要な

構築物，系統及び機器(以下「原子炉の安全停止に必要な機器等」

という。)への火災の影響を限定し，早期に火災を感知するための

火災感知設備について以下に示す。 

なお，放射性物質貯蔵等の機器等の設置場所に対する火災感知

設備は，資料9に示す。 

2. 要求事項

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における火災

感知設備の要求事項は以下のとおりである。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.基本事項

(1)原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能

を有する構造物，系統及び機器を火災から防護することを目的と

して，以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づいて，火災

発生防止，火災の感知及び消火，火災の影響軽減のそれぞれを考

慮した火災防護対策を講じること。 

①原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全

機能を有する構築物，系統及び機器が設置される火災区域及び火

災区画 

②放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器が設置される火災区域 

資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される 

火災区域又は火災区画の火災感知設備について 

1. 概 要

島根原子力発電所２号炉における安全機能のうち，原子炉の高

温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系

統及び機器への火災の影響を限定し，早期に火災を感知するため

の火災感知設備について以下に示す。 

なお，放射性物質貯蔵等の構築物，系統及び機器の設置場所に

対する火災感知設備については，資料９に示す。 

2. 要求事項

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における火災

感知設備の要求事項を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査  

基準」（抜粋） 

2. 基本事項

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機

能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護すること

を目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に

基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影

響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための

安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災

区域及び火災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統

及び機器が設置される火災区域
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2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の

影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計である

こと。 

（1）火災感知設備 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、

空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して

型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置するこ

と。

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる

種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設

置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤

作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保す

る設計であること。

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、

地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性

能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた

設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設

計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計

であること。 

2.2 火災の感知，消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は，以下の各号に掲げるように，

安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する火災の影響

を限定し，早期の火災感知及び消火を行える設計であること。 

（1）火災感知設備 

①各火災区域における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気

流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選

定し，早期に火災を感知できる場所に設置すること。

②火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類

の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設置するこ

と。また，その設置にあたっては，感知器等の誤作動を防止

するための方策を講じること。 

③外部電源喪失時に機能を失わないように，電源を確保する設

計であること。

④中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は，以下の各号に示すように，

地震等の自然現象によっても，火災感知及び消火の機能，

性能が維持される設計であること。 

（1）凍結するおそれがある消火設備は，凍結防止対策を講じた

設計であること。 

（2）風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計

であること。 

（3）消火配管は，地震時における地盤変位対策を考慮した設計

であること 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災

の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計で

あること。 

(1)火災感知設備

①各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空

気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型

式を選定し、早期に火災を感知できるよう固有の信号を発

する異なる感知方式の感知器等（感知器及びこれと同等の

機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設置す

ること。また、その設置に当たっては、感知器等の誤作動

を防止するための方策を講ずること。 

②感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省令第

６号）第２３条第４項に従い、感知器と同等の機能を有す

る機器については同項において求める火災区域内の感知

器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機に係る

技術上の規格を定める省令（昭和５６年自治省令第１７

号）第１２条から第１８条までに定める感知性能と同等以

上の方法により設置すること。 

③外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する

設計であること。

④中央制御室で適切に監視できる設計であること。

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、

地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性

能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた

設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設

計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計

であること。 
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なお，「2.2.1 (1) 火災感知設備」の要求事項を添付資料１に示

す。 

本資料では，基本事項の中に記載される「①原子炉の高温停止

及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，

系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画」への火災感知

設備の設置方針を示す。 

3．火災感知設備の概要 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において火災が発生し

た場合に，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた

めに必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区

画の火災を早期に感知し，原子炉の高温停止及び低温停止を達成

し，維持するために必要な構築物，系統及び機器に対する火災の

影響を限定するために，要求事項に応じた「火災感知設備」を設

置する。 

「火災感知設備」は，周囲の環境条件を考慮して設置する「火

災感知器」と，中央制御室での火災の監視等の機能を有する「受

信機」を含む火災受信機盤等から構成される。柏崎刈羽原子力発

電所 6 号及び 7 号炉に設置する「火災感知器」及び「受信機」

について以下に示す。 

3.1．火災感知設備の火災感知器について 

火災感知器は，早期に火災を感知するため，火災感知器の

取付面高さ，火災感知器を設置する周囲の温度，湿度及び空

気流等の環境条件を考慮して設置する。 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の発電用原子炉施

設内で発生する火災としては，ポンプに内包する油やケーブ

ルの火災であり，原子力発電所特有の火災条件が想定される

箇所はなく，病院等の施設で使用されている火災感知器を消

防法に準じて設置することにより，十分に火災を感知するこ

とが可能である。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器の設置場所には，基本的に火災

発生時に炎が生じる前の発煙段階から感知できる煙感知器を

設置し，その他，蒸気及びガスの発生により煙感知器が誤作

なお，「2.2.1 (1)火災感知設備」の要求事項を添付資料1に示す。 

本資料では，基本事項の中に記載される「①原子炉の安全停止

に必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域及び火災区画」

への火災感知設備の設置方針を示す。 

3．火災感知設備の概要 

 東海第二発電所において火災が発生した場合に，原子炉の安全

停止に必要な機器等が設置された火災区域又は火災区画(以下「火

災区域(区画)」という。)の火災を早期に感知し，原子炉の安全停

止に必要な機器等に対する火災の影響を限定するために，要求事

項に応じた「火災感知設備」を設置する。 

 「火災感知設備」は，周囲の環境条件を考慮して設置する「火

災感知器」と，中央制御室での火災の監視等の機能を有する「受

信機」を含む火災受信機盤等により構成される。東海第二発電所

に設置する「火災感知器」及び「受信機」について以下に示す。 

3.1 火災感知設備の火災感知器について 

 火災感知器は，早期に火災を感知するため，放射線，火災感知

器の取付面高さ，火災感知器を設置する周囲の温度，湿度及び空

気流等の環境条件を考慮して設置する。 

 東海第二発電所内で発生する火災としては，ポンプに内包する

油やケーブルの火災であり，原子力発電所特有の火災条件が想定

される箇所はなく，一般施設に使用されている火災感知器を消防

法に準じて設置することにより，十分に火災を感知することが可

能である。 

 原子炉の安全停止に必要な機器等が設置される箇所は，火災時

に炎が生じる前の発煙段階から感知できる煙感知器を設置し，そ

の他は，蒸気及びガスの発生により煙感知器が誤作動する可能性

のある箇所には，熱感知器を設置する。 

なお，「2.2.1 (1) 火災感知設備」の要求事項を添付資料１に

示す。 

  本資料では，基本事項の中に記載される「① 原子炉の高温停

止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築

物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画」への火災

感知設備の設置方針を示す。 

3. 火災感知設備の概要

島根原子力発電所２号炉において火災が発生した場合に，原子

炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築

物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期

に感知し，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた

めに必要な構築物，系統及び機器に対する火災の影響を限定する

ために，要求事項に応じた「火災感知設備」を設置する。 

「火災感知設備」は，周囲の環境条件を考慮して設置する「火

災感知器」と，中央制御室での火災の監視等の機能を有する「受

信機」を含む火災受信機盤等から構成される。島根原子力発電所

２号炉に設置する「火災感知器」及び「受信機」について以下に

示す。 

3.1. 火災感知設備の火災感知器について 

火災感知器は，早期に火災を感知するため，火災感知器の取

付面高さ，火災感知器を設置する周囲の温度，湿度及び空気流

等の環境条件を考慮して設置する。 

島根原子力発電所２号炉の発電用原子炉施設内で発生する

火災としては，ポンプに内包する油やケーブルの火災であり，

原子力発電所特有の火災条件が想定される箇所はなく，病院等

の施設で使用されている火災感知器を消防法施行規則第23条

第４項に従い設置することにより，十分に火災を感知すること

が可能である。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必

要な構築物，系統及び機器の設置場所には，基本的に火災発生

時に炎が生じる前の発煙段階から感知できる煙感知器を設置

し，その他，蒸気及びガスの発生により煙感知器が誤作動する

727



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

動する可能性のある場所には，熱感知器を設置する。 

さらに，「固有の信号を発する異なる種類の火災感知器」の

設置要求を満足するため，既存の火災感知器に加えて熱感知

器又は煙感知器を組み合わせて設置する。設置に当たっては，

消防法に準じた設置条件で設置する。 

これらの組合せは，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監

視し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把

握することができるアナログ式とする。 

周囲の環境条件から，アナログ式の熱感知器又は煙感知器

を設置することが適さない箇所の火災感知器等の選定方法を

以下に示す。 

 

 

 

 

 

なお，設計基準対象施設を設置する火災区域又は火災区画

のうち，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプを設置す

る屋外区域については，非アナログ式の屋外仕様の炎感知器

及び赤外線感知機能を備えたアナログ式の熱感知カメラを，

非常用ディーゼル発電機軽油タンクを設置する屋外区域につ

いては非アナログ式の屋外仕様の炎感知器を設置する設計と

する。これらは火災を感知した個々の感知器を特定せず区域

ごとの警報を発報するが，監視対象区域は屋外の大空間であ

り，警報確認後の現場確認において火災源の特定が可能であ

ることから適用可能とする。 

また，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルを敷設

するトレンチについては，アナログ式の光ファイバケーブル

式熱感知器を設置する。光ファイバケーブル式熱感知器は感

知区域ごとの警報を発報するが，中央制御室に設置した火災

受信機において，センサ用光ファイバケーブルの長手方向に

対して約 2m間隔で火源の特定が可能であり，早期の消火活動

を行うことができることから適用可能とする。光ファイバケ

ーブル式熱感知器の作動原理を添付資料２別紙１に示す。 

 

 

 

 さらに，「固有の信号を発する異なる種類の火災感知器」の設

置要求を満足するため，既存の火災感知器に加えて熱感知器又は

煙感知器を組み合わせて設置する。設置にあたっては，消防法に

準じた設置条件で設置する。 

 これらの組合せは，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，

かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握すること

ができるアナログ式とする。 

 周囲の環境条件により，アナログ式の熱感知器又は煙感知器を

設置することが適さない箇所の火災感知器等の選定方法を以下に

示す。 

 

 

 

 

 

なお，設計基準対象施設を設置する火災区域(区画)のうち，海

水ポンプを設置する屋外エリアについては，非アナログ式の屋外

仕様の炎感知器及び赤外線感知機能を備えたアナログ式の熱感知

カメラを設置する設計とする。これらは火災を感知した個々の感

知器を特定せずエリア毎の警報を発報するが，監視対象エリアは

屋外の大空間であり，警報確認後の赤外線カメラの画像確認にお

いて火災源の特定が可能であることから適用可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可能性のある場所には，熱感知器を設置する。 

さらに，「固有の信号を発する異なる感知方式の火災感知器」

の設置要求を満足するため，既存の火災感知器に加えて熱感知

器又は煙感知器を組み合わせて設置する。設置にあたっては，

消防法施行規則第23条第４項に従った設置条件で設置する。 

これらの組合せは，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視

し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握す

ることができるアナログ式とする。 

周囲の環境条件から，アナログ式の熱感知器又は煙感知器を

設置することが適さない箇所の火災感知器等の選定方法を以

下に示す。 

なお，火災感知器と同等の機能を有する機器を選定する場合

には，消防法施行規則第23条第４項において求める火災区域内

の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機に係

る技術上の規格を定める省令第12条から第18条までに定める

感知性能と同等以上の方法により，機器を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉では，消防

法施行規則第 23 条に基

づく設置範囲にしたが

って感知器を設置し，

個々の感知器を特定可

能な設計としている（以

下，別添 1 資料 5-①の

相違） 
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○ 蓄電池室

蓄電池室は，蓄電池充電中に少量の水素ガスを発生するこ

とから，換気空調設備を設置しており，安定した室内環境を

維持しているが，万が一の水素濃度の上昇※1を考慮し，防爆

型煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

防爆型の煙感知器及び熱感知器は非アナログ式しか製造さ

れていないが，蓄電池室に設置する非アナログ式の防爆型煙

感知器はアナログ式煙感知器と同様に，炎が生じる前の発煙

段階から煙の早期感知が可能である。また，蓄電池室に設置

する非アナログ式の防爆型熱感知器については，蓄電池室は

換気空調設備により安定した室内環境を維持していることか

ら，通常の熱感知器と同様，周囲温度を考慮した作動温度を

設定することによって，早期の火災感知及び誤作動の防止を

図る。 

防爆型の熱感知器及び煙感知器の概要を添付資料２に示

す。 

※ 1 蓄電池室は，換気空調設備の機械換気により水素濃

度の上昇を防止する設計である。

○ 原子炉格納容器

起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，環境条

件や予想される火災の性質を考慮し，原子炉格納容器内には

異なる2 種類の感知器としてアナログ式の煙感知器及び熱感

知器を設置する設計とする。 

原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により不

活性化しており，火災が発生する可能性がない。しかしなが

ら，運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温

かつ高線量環境となることから，火災感知器が故障する可能

性がある。このため，原子炉格納容器内の火災感知器は，起

動時の窒素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号

を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える

設計とする。 

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，起

動中と同様にアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する

設計とする。 

〇蓄電池室 

蓄電池室は，蓄電池内の圧力が上昇した場合に作動する制御弁

によって水素を放出する可能性があることから，換気空調設備を

設置しており，安定した室内環境を維持している。 

万が一の水素濃度の上昇※1を考慮し，防爆型の煙感知器及び熱

感知器を設置する設計とする。 

防爆型の煙感知器及び熱感知器は非アナログ式しか製造されて

いないが，蓄電池室に設置する非アナログ式の防爆型煙感知器は

アナログ式の煙感知と同様に，炎が生じる前の発煙段階から煙の

早期感知が可能である。また，蓄電池室に設置する非アナログ式

の防爆型熱感知器については，蓄電池室は換気空調設備により安

定した室内環境(室温最大40℃)を維持していることから，通常の

熱感知器と同様，周囲温度を考慮した作動温度を設定することに

よって，早期の火災感知及び誤作動の防止を図る。 

防爆型の熱感知器及び煙感知器の概要を添付資料2に示す。 

※1 蓄電池室は，換気空調設備の機械換気により水素濃度の上

昇を防止する設計である。

〇原子炉格納容器 

起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，環境条件や

予想される火災の性質を考慮し，原子炉格納容器内には異なる2

種類の感知器としてアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置す

る設計とする。原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素封入によ

り不活性化しており，火災が発生する可能性がない。しかしなが

ら，運転中の格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量

環境となることから，火災感知器が故障する可能性がある。この

ため，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒素封入後に

中央制御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし，プラン

ト停止後に速やかに取り替える設計とする。低温停止中における

原子炉格納容器内の火災感知器は，起動中と同様にアナログ式の

煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

○ 蓄電池室

蓄電池室は，蓄電池充電中に少量の水素ガスを発生するこ

とから，換気空調設備を設置しており，安定した室内環境を

維持しているが，万一の水素濃度の上昇※１を考慮し，防爆型

煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

防爆型の煙感知器及び熱感知器は非アナログ式しか製造さ

れていないが，蓄電池室に設置する非アナログ式の防爆型煙

感知器はアナログ式煙感知器と同様に，炎が生じる前の発煙

段階から煙の早期感知が可能である。また，蓄電池室に設置

する非アナログ式の防爆型熱感知器については，蓄電池室は

換気空調設備により安定した室内環境を維持していることか

ら，通常の熱感知器と同様，周囲温度を考慮した作動温度を

設定することによって，早期の火災感知及び誤作動の防止を

図る。 

防爆型の熱感知器及び煙感知器の概要を添付資料２に示

す。 

※１：蓄電池室は，換気空調設備の機械換気により水素濃

度の上昇を防止する設計である。 

○ 原子炉格納容器

起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，環境条件

や予想される火災の性質を考慮し，原子炉格納容器内には異な

る感知方式の感知器としてアナログ式の煙感知器及び熱感知

器を設置する設計とする。 

原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により不活

性化しており，火災が発生する可能性がない。しかしながら，

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高

線量環境となることから，火災感知器が故障する可能性があ

る。このため，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒

素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外す

る運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える設計とす

る。 

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，起動

中と同様にアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設

計とする。 
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○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域は屋外開放

であるため，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による

火災感知は困難である。 

このため，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域

全体の火災を感知するために，非アナログ式の屋外仕様の炎

感知器及びアナログ式の熱感知カメラを監視範囲に火災の検

知に影響を及ぼす死角がないように設置する。 

これらはそれぞれ誤作動防止対策として以下の機能を有す

る。 

・炎感知器：平常時から炎の波長の有無を連続監視し，火災

現象(急激な環境変化)を把握できることから，アナ

ログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤

外線 3 波長式」(物質の燃焼時に発生する特有な放

射エネルギーの波長帯を3 つ検知した場合にのみ

発報する）を採用し誤作動防止を図る。さらに，降

水等の浸入により火災感知器の故障が想定される

ため屋外仕様を採用する設計とする。なお，太陽光

の影響については，火災発生時の特有な波長帯のみ

を感知することで誤作動を防止する設計とする。 

・熱感知カメラ：アナログ式の熱感知カメラを使用すること

によって，誤作動防止を図る。また，熱サーモグラ

フィにより，火源の早期確認・判断誤り防止を図る。

さらに，屋外に設置することから降水等の浸入によ

り火災感知器の故障が想定されるため屋外仕様を

採用する設計とする。なお，熱感知カメラの感知原

〇海水ポンプ室 

海水ポンプ室は屋外であるため，火災による煙は周囲に拡散し，

煙感知器による火災感知は困難である。 

このため，海水ポンプ室全体の火災を感知するために，非アナ

ログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）及びアナログ式の熱

感知カメラ（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲内に火災の検知

に影響を及ぼす死角がないように設置する。これらはそれぞれ誤

作動防止対策として以下の機能を有する。 

炎感知器は，炎から発する放射エネルギを連続監視し，この放

射エネルギから発せられる3つの波長帯を検知した場合にのみ検

知するもので誤作動防止を図る設計とする。 

温度監視カメラ又はエリア監視カメラは，屋外の温度環境を踏

まえてカメラの温度を設定し，熱サーモグラフィによる確認に加

えエリア監視カメラを採用することで，現場状況の早期確認・誤

った判断をすることを防止する設計とする。 

・炎感知器  ：平常時より炎の波長の有無を連続監視し，

火災現象(急激な環境変化)を把握できるこ

とから，アナログ式と同等の機能を有する。

また，感知原理に「赤外線3波長式」(物質

の燃焼時に発生する特有な放射エネルギの

波長帯を3つ検知した場合にのみ発報する)

を採用し誤作動防止を図る。さらに，降水

等の浸入により火災感知器の故障が想定さ

れるため屋外仕様を採用する設計とする。

なお，太陽光の影響については，火災発生

時の特有な波長帯のみを感知することで誤

作動を防止する設計とする。 

・熱感知カメラ：アナログ式の熱感知カメラを使用するこ

とによって，誤作動防止を図る。また，熱

サーモグラフィにより，火災源の早期確

認・判断誤り防止を図る。さらに，屋外に

設置することから，降水等の浸入により火

災感知器の故障が想定されるため屋外仕様

○ ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発

電機排気管室 

屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びデ

ィーゼル発電機排気管室は，区域全体を感知する必要がある

が，火災による煙は周囲に拡散するため，煙感知器による火

災感知は困難であることから，ディーゼル発電機給気消音器

フィルタ室及びディーゼル発電機排気管室全体の火災を感知

するために，アナログ式の屋外仕様の熱感知器及び非アナロ

グ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視

範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置す

る。 

炎感知器（赤外線方式）は誤作動防止対策として以下の機

能を有する。 

・炎感知器（赤外線方式）：

平常時から炎の波長の有無を連続監視し，火災現象

（急激な環境変化）を把握できることから，アナログ式

と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波

長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギー

の波長帯を３つ検知した場合にのみ発報する）を採用し

誤作動防止を図る。さらに，降水等の浸入により火災感

知器の故障が想定されるため屋外仕様を採用する設計

とする。なお，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光

カバーを設けることにより，火災発生時の特有な波長帯

のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計としている

（以下，別添 1資料 5-②

の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，アナロ

グ式の熱感知器を設置

している（以下，別添 1

資料 5-③の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 5-③の相

違 
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理は赤外線による熱監視であるが，感知する対象が

熱であることから炎感知器とは異なる種類の感知

器と考える。 

を採用する設計とする。なお，熱感知カメ

ラの感知原理は赤外線による熱監視である

が，感知する対象が熱であることから炎感

知器とは異なる種類の感知器と考える。 

○ ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

は，屋外であるため，区域全体の火災を感知する必要がある

が，火災による煙が周囲に拡散し煙感知器による火災感知は

困難であること，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそ

れがあること，また，降水等の浸入により火災感知器の故障

が想定されることから，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移

送ポンプエリア及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料移送ポンプエリア全体の火災を感知するために，非アナロ

グ式の屋外仕様（防爆型）の熱感知器及び非アナログ式の屋

外仕様（防爆型）の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監

視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置す

る。 

炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常時

より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象(急激な環境変

化)を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有す

る。また，感知原理に「赤外線３波長式」(物質の燃焼時に発

生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合に

のみ発報する）を採用し誤作動防止を図る。さらに，屋外仕

様を採用する設計とするとともに，外光（日光）からの影響

を考慮し，遮光カバーを設けることにより，火災発生時の特

有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とす

る。 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，格

納槽内の区域であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成する

おそれのある場所であるため，万一の軽油燃料の気化を考慮

し，火災を早期に検知できるよう，非アナログ式の防爆型の

煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設

計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 5-②の相

違 
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○ 非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域

非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は屋外であるた

め，火災による煙が周囲に拡散し，煙感知器による火災感知

は困難である。 

このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域には非

アナログ式の炎感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼ

す死角がないように設置することに加え，タンク内部の空間

部に防爆型の非アナログ式の熱感知器を設置する設計とす

る。炎感知器は非アナログ式であるが，平常時から炎の波長

の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握で

きることから，アナログ式と同等の機能を有する。また，感

知原理に「赤外線 3 波長式」（物質の燃焼時に発生する特有

な放射エネルギーの波長帯を3 つ検知した場合にのみ発報す

る）を採用し誤作動防止を図る設計とする。なお，太陽光の

影響については，火災発生時の特有な波長帯のみを感知する

ことで誤作動を防止する設計とする。 

防爆型の熱感知器については非アナログ式であるが，軽油

タンク最高使用温度（約 66℃）を考慮した温度を設定温度（約

80℃）とすることで誤作動防止を図る設計とする。 

〇軽油貯蔵タンク設置区域 

軽油貯蔵タンク設置区域は地下埋設構造としており安定した環

境を維持する。 

一方，軽油貯蔵タンク上部の点検用マンホールから地上までの

空間においては軽油燃料が気化して内部に充満する可能性が否

定できない。そのため，万が一気化した軽油燃料による爆発リス

クを低減する観点からマンホール上部空間内には防爆型の熱感

知器及び防爆型の煙感知器を設置する設計とする。 

○ ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域

屋外の区域であるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区

域は，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感

知は困難である。加えて，タンク室内の空間部は燃料の気化

による引火性又は発火性の雰囲気を形成している。このため，

タンク室内の空間部に非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の

熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の炎感知器

（赤外線方式）を設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常時

より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変

化）を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有す

る。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物質の燃焼時に発

生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合に

のみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さら

に，屋外仕様を採用する設計とするとともに，外光（日光）

からの影響を考慮し，遮光カバーを設けることにより，火災

発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止す

る設計とする。 

また，屋外仕様（防爆型）の熱感知器は非アナログ式であ

るが，軽油タンク最高使用温度（約 66℃）を考慮した温度を

設定温度（約 80℃）とすることで誤作動防止を図る設計とす

る。 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの火災感知器の設備概要

を第５-１図に示す。 

第５-１図 ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの 

火災感知器の設備概要 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 5-②の相

違 
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○ 原子炉建屋オペレーティングフロア

原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間と

なっているため，火災による熱が周囲に拡散することから，

熱感知器による感知は困難である。そのため，非アナログ式

の炎感知器とアナログ式の光電分離型煙感知器を監視範囲に

火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計と

する。 

炎感知器は非アナログ式であるが，平常時から炎の波長の

有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握でき

ることから，アナログ式と同等の機能を有する。また，外光

が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置することによ

り，誤作動防止を図る設計とする。 

さらに，感知原理に「赤外線 3 波長式」（物質の燃焼時に

発生する特有な放射エネルギーの波長帯を3 つ検知した場合

にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。 

○ 主蒸気管トンネル室

主蒸気管トンネル室については，通常運転中は高線量環境

となることから，放射線の影響により火災感知器の制御回路

が故障する可能性がある。 

さらに，火災感知器が故障した場合の取替えも出来ない。

このため 放射線の影響を受けにくい非アナログ式の熱感知

器を設置する。加えて，放射線の影響を受けないよう検出器

〇原子炉建屋原子炉棟6階（オペレーティングフロア） 

 原子炉建屋原子炉棟6階（オペレーティングフロア）は，天井

が高く大空間となっているため，火災による熱が周囲に拡散する

ことから，熱感知器による感知は困難である。そのため，非アナ

ログ式の炎感知器（赤外線方式）とアナログ式の光電式分離型煙

感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角

がないように設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であ

るが，平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象(急激

な環境変化)を把握できることから，アナログ式と同等の機能を

有する。また，外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設

置することにより，誤作動防止を図る設計とする。 

さらに，感知原理に「赤外線3波長式」(物質の燃焼時に発生す

る特有な放射エネルギの波長帯を3つ検知した場合にのみ発報す

る)を採用し誤作動防止を図る設計とする。 

〇主蒸気管トンネル室 

主蒸気管トンネル室内は，通常運転中は高線量環境となるた

め，放射線の影響により火災感知器の制御回路が故障するおそれ

があり，火災感知器が故障した場合の取替えも出来ない。したが

って，放射線の影響を受けにくい非アナログ式の熱感知器を設置

する。非アナログ式の熱感知器は，主蒸気管トンネル室の環境温

度を考慮した設定温度とすることで誤作動防止を図る設計とす

○ 原子炉建物オペレーティングフロア

原子炉建物オペレーティングフロアは天井が高く大空間と

なっているため，火災による熱が周囲に拡散することから，

熱感知器による感知は困難である。そのため，非アナログ式

の炎感知器（赤外線方式）とアナログ式の光電分離型煙感知

器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように

設置する設計とする。（第５－２図） 

炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常時

から炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変

化）を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有す

る。また，建物内に設置していることから，外光があたらず，

高温物体が近傍にない箇所に設置することにより，誤作動防

止を図る設計とする。 

さらに，感知原理に「赤外線３波長式」（物質の燃焼時に発

生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合に

のみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。 

第５-２図 原子炉建物オペレーティングフロアの感知器設置概要 

○ 主蒸気管室

主蒸気管室については，通常運転中は高線量環境となるこ

とから，放射線の影響により火災感知器の制御回路が故障す

る可能性がある。 

さらに，火災感知器が故障した場合の取替えも出来ない。

このため，放射線の影響を受けにくい非アナログ式の熱感知

器を設置する。加えて，放射線の影響を受けないよう検出器
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部位を当該区画外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設備

を設置する設計とする。  

主蒸気管トンネル室に設置する非アナログ式の熱感知器に

ついては，主蒸気管トンネル室は換気空調設備により安定し

た室内環境を維持していることから，通常の熱感知器と同様，

周囲温度を考慮した作動温度を設定することによって，早期

の火災感知及び誤作動の防止を図る。 

○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチはハ

ッチからの雨水の浸入によって高湿度環境になりやすく，一

般的なアナログ式の煙感知器による火災感知に適さない。こ

のため，異なる 2 種の感知器として，湿気の影響を受けにく

いアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器，及び防湿対

策を施したアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計と

する。 

る。 

加えて，放射線の影響を受けないよう検出部位を当該エリア外

に配置するアナログ式の煙吸引式感知器を設置する設計とする。 

部位を主蒸気管室外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設

備を設置する設計とする。 

主蒸気管室に設置する非アナログ式の熱感知器について

は，主蒸気管室は換気空調設備により安定した室内環境を維

持していることから，通常の熱感知器と同様，周囲温度を考

慮した作動温度を設定することによって，早期の火災感知及

び誤作動の防止を図る。 

○ Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ

は，Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアと同

空間であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれの

ある場所であるため，Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送

ポンプエリア内での万一の軽油燃料の気化を考慮し，火災を

早期に検知できるよう，非アナログ式の防爆型の煙感知器及

び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計とする。 

○ 海水ポンプエリア

海水ポンプエリアは，屋外であるため，火災による熱及び

煙は周囲に拡散し，熱感知器及び煙感知器による火災感知は

困難であること，また，降水等の浸入により火災感知器の故

障が想定される。このため，海水ポンプエリア全体の火災を

感知するために，非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外

線方式）及びアナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線

方式）を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないよ

うに設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常

時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境

変化）を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有

する。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物質の燃焼時

に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場

合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。

さらに，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを設

けることにより，火災発生時の特有の波長帯のみを感知する

ことで誤作動を防止する設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-②の相

違 
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火災感知器の型式ごとの特徴等を添付資料２に示す。また，火

災感知器の配置図を添付資料４に示す。 

なお，火災感知器の配置図については，火災防護に係る審査基

準に基づき設計基準対象施設に対して設置する感知器に加え，重

大事故等対処施設に対して設置する感知器も記載している。 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，火災の影響を受け

るおそれが考えにくいことから，火災感知器を設置しない，若し

くは消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計と

する。 

○ 格納容器機器搬出入用ハッチ室

格納容器機器搬出入用ハッチ室は，発火源となるようなも

のが設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込ま

ない運用とするうえ，通常コンクリートハッチにて閉鎖され

ていることから，火災の影響を受けない。また，ハッチ開放

時は通路の火災感知器にて感知が可能である。 

したがって，格納容器機器搬出入用ハッチ室には火災感知

器を設置しない設計とする。 

火災感知器の型式毎の特徴等を添付資料3に示す。また，火災

感知器の配置を添付資料4に示す。なお，火災感知器の配置図は，

火災防護に係る審査基準に基づき設計基準対象施設に対して設

置する感知器に加え，重大事故等対処施設に対して設置する感知

器も記載している。 

また，以下に示す火災区域(区画)は，発火源となる可燃物が少

なく可燃物管理により不要な可燃物を持ち込まない運用とする

ことから，火災感知器を設置しない，若しくは発火源となる可燃

物が少なく火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれはないこ

とから，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計

とする。 

火災感知器の型式ごとの特徴等を添付資料２に示す。また，火

災感知器の配置図を添付資料４に示す。 

なお，火災感知器の配置図については，火災防護に係る審査基

準に基づき設計基準対象施設に対して設置する感知器に加え，重

大事故等対処施設に対して設置する感知器も記載している。 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，発火源となる可燃

物がなく可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とすること

から，火災感知器を設置しない，若しくは発火源となる可燃物が

少なく火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれはないことか

ら，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計と

する。 

○ 機器搬出入用ハッチ室

機器搬出入用ハッチ室は，照明設備以外の発火源となる可

燃物が設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込

まない運用とする上，通常コンクリートハッチ等にて閉鎖さ

れていること，また，機器搬出入用ハッチ室内に充電部をな

くすよう照明電源を「切」運用としていることから，火災が

発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は通路の火災感知器にて感知が可能である。

したがって，機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設置

しない設計とする。 

○ 格納容器所員用エアロック

格納容器所員用エアロックは，照明設備以外の発火源とな

る可燃物が設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持

ち込まない運用とするうえ，通常時（プラント運転中）は，

ハッチにて閉鎖され，エアロック内は窒素ガスが封入され雰

囲気が不活性化されていること，また，エアロック内に充電

部をなくすよう照明の電源を「切」運用としていることから，

火災が発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は，格納容器所員用エアロック室の火災感知

器にて感知が可能である。 

したがって，格納容器所員用エアロックには火災感知器を

設置しない設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉では，可燃

物管理を実施する一部

の火災区域又は火災区

画について，火災感知器

を設置しない，若しくは

消防法又は建築基準法

に基づく火災感知器を

設置している 

（以下，別添 1資料 5-⑤

の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-⑤の相

違 
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○ 給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室

給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室は，発火

源となるようなものが設置されておらず，可燃物管理により可

燃物を持ち込まな い運用とするうえ，コンクリートの壁で囲わ

れていることから，火災の 影響を受けない。 

したがって，給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルー

バ室には火災感知器を設置しない設計とする。 

○ 排気管室

排気管室は，排気を屋外に通すための部屋であり，発火源

となるようなものが設置されておらず，可燃物管理により可

燃物を持ち込まない運用とするうえ，コンクリートの壁で囲

われていることから，火災の影響を受けない。 

したがって，排気管室には火災感知器を設置しない設計と

する。 

○ フィルタ室

フィルタ室に設置されているフィルタは難燃性であり，発

火源となるようなものが設置されておらず，可燃物管理によ

り可燃物を持ち込まない運用とするうえ，コンクリートの壁

で囲われていることから，火災の影響を受けない。 

したがって，フィルタ室には火災感知器を設置しない設計

とする。 

○ 使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽

使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽については

内部が水で満たされており，火災が発生するおそれはない。 

したがって，使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂

槽には火災感知器を設置しない設計とする。 

・非常用ディーゼル発電機ルーフベントファン室

非常用ディーゼル発電機ルーフベントファン室は，コンクリー

トで囲われ，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管

理により不要な可燃物を持ち込まない運用としていることから，

火災が発生するおそれはない。 

・使用済燃料プール，復水貯蔵タンク，使用済樹脂タンク

使用済燃料プール，復水貯蔵タンク，使用済樹脂タンクについ

ては内部が水で満たされており，火災が発生するおそれはない。 

したがって，使用済燃料プール，復水貯蔵タンク，使用済樹脂

タンクには火災感知器を設置しない設計とする。

○ 燃料プール

燃料プールについては，内部が水で満たされており，火災

が発生するおそれはない。 

したがって，燃料プールには火災感知器を設置しない設計

とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-⑤の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-⑤の相

違 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2 号炉には類似

の区域等はない 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 5-⑤の相

違 

・設備の相違

【東海第二】 

消防法又は建築基準

法に基づく火災感知器

の設置範囲が異なる 
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○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された

火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート

又は金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コ

ンクリート構築物については流路，バウンダリとしての機能

が火災により影響を受けることは考えにくいため，消防法又

は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

○ フェイルセーフ設計の設備のみが設置された火災区域又は

火災区画 

フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能

を喪失した場合であっても，安全機能が影響を受けることは

考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器

を設ける設計とする。 

○ 気体廃棄物処理設備エリア排気モニタ検出器設置区画

放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる

火災区画に設置する設計とする。これにより火災発生時に同

時に監視機能を喪失することは考えにくく，重要度クラス 3 

の設備として火災に対して代替性を有することから，消防法

又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

なお，上記の監視を行う事故時放射線モニタ監視盤を設置

する中央制御室については火災発生時の影響を考慮し，固有

の信号を発するアナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知

器，又は非アナログ式の炎感知器から異なる種類の感知器を

組み合わせて設置する設計とする。 

・不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災

防護対象機器を設けた火災区域又は火災区画

不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配

管，容器，タンク，弁，コンクリート構築物等については流路，

バウンダリとしての機能が火災により影響を受けないことから消

防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

・排気筒モニタ設置区画

放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる火災

区画に設置する設計とする。これにより火災発生時に同時に監視

機能を喪失することは考えにくく，重要度クラス3 の設備として

火災に対して代替性を有することから，消防法又は建築基準法に

基づく火災感知器を設ける設計とする。 

なお，上記の監視を行う事故時放射線モニタ監視盤を設置する

中央制御室については火災発生時の影響を考慮し，固有の信号を

発するアナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器の異なる種

類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

・原子炉建屋付属棟屋上区域

原子炉建屋付属棟屋上区域には，スイッチギア室チラーユニッ

ト，中央制御室チラーユニット及びバッテリー室送風機が設置さ

れている。屋上区域は，可燃物管理により不要な可燃物を持ち込

まない運用とし，当該区域自体は屋外（建屋屋上）環境であるこ

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された

火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート

又は金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コ

ンクリート構築物については流路，バウンダリとしての機能

が火災により影響を受けることは考えにくいため，消防法又

は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

○ フェイルセーフ設計の設備のみが設置された火災区域又は

火災区画 

フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能

を喪失した場合であっても，安全機能が影響を受けることは

考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器

を設ける設計とする。 

なお，フェイルセーフ設計の火災防護対象機器についても，

異なる感知方式の感知器を設置する設計としており，上記設

計を適用していない。 

○ 排気筒モニタ室

放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる

火災区域に設置する設計とする。これにより火災発生時に同

時に監視機能を喪失することは考えにくく，重要度クラス３

の設備として火災に対して代替性を有することから，消防法

又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

なお，上記の監視を行うプロセス放射線モニタ監視盤を設

置する中央制御室については火災発生時の影響を考慮し，固

有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱

感知器を設置する設計とする。 

・設備の相違

【東海第二】 

消防法又は建築基準法

に基づく火災感知器の

設置範囲が異なる 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 設置許可添付書類十

における評価で用いる

モニタが異なる

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-②の相

違 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2 号炉には類似

の区域等はない 
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3.2．火災感知設備の受信機について 

火災感知設備の受信機は，以下の機能を有する受信機を設

置する。 

○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感

知器を１つずつ特定できる機能。

○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可

燃性ガスの発生が想定される軽油タンク内に設置する防爆型

の火災感知器，及び主蒸気管トンネル室内の非アナログ式熱

感知器を１つずつ特定できる機能。

○ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中央制

御室に設置し常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，

アナログ式の熱感知器及びアナログ式の煙感知器を１つずつ

特定できる機能を有するよう設計する。ただし，誤作動防止

として起動時の窒素ガス封入後に作動信号を除外する運用と

する。 

○ 屋外の非常用ディーゼル発電機軽油タンク，燃料移送ポンプ

区域を監視する非アナログ式の屋外仕様の炎感知器，アナロ

グ式の熱感知カメラの感知区域を１つずつ特定できる機能。

なお，屋外区域熱感知カメラ火災受信機盤においては，火

災発生場所の詳細はカメラ機能により映像監視 が可能。 

と，機器は金属等の不燃性材料で構成されていることから周囲か

らの火災の影響を受けない。また，火災が発生した場合には，機

器の異常警報が中央制御室に発報するため，運転員が現場に急行

することが可能である。 

3.2 火災感知設備の受信機について 

  火災感知設備の受信機は，以下の機能を有するアナログ式の

受信機を設置する。 

〇アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知

器を1つずつ特定できる設計とする。 

〇水素の漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び軽油貯蔵

タンクマンホール内の空間部に設置する非アナログ式の防爆

型の煙感知器と防爆型の熱感知器及び主蒸気管トンネル室内

の非アナログ式熱感知器が接続可能であり，作動した火災感知

器を1つずつ特定できる設計とする。 

〇屋外の海水ポンプ室を監視する非アナログ式の炎感知器及び

アナログ式の熱感知カメラが接続可能であり，感知区域を1つ

ずつ特定できる設計とする。なお，屋外区域熱感知カメラ火災

受信機盤においては，カメラ機能による映像監視(熱サーモグ

ラフィ)により特定が可能な設計とする。

3.2. 火災感知設備の受信機について 

火災感知設備の受信機は，以下の機能を有する受信機を設

置する。 

○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感

知器を１つずつ特定できる設計とする。

○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可

燃性ガスの発生が想定されるディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク室内の空間部に設置する非アナログ式の防爆型の火災感知

器及び主蒸気管室内の非アナログ式熱感知器を１つずつ特定

できる設計とする。 

○ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中央制

御室及び補助盤室に設置し常時監視できる設計とする。また，

受信機盤は，アナログ式の熱感知器及びアナログ式の煙感知

器を 1 つずつ特定できる設計とする。ただし，誤作動防止と

して起動時の窒素ガス封入後に作動信号を除外する運用とす

る。 

○屋外の海水ポンプエリアを監視する非アナログ式の炎感知器

及びアナログ式の熱感知カメラが接続可能であり，感知区域

を 1 つずつ特定できる設計とする。なお，屋外区域熱感知カ

メラ火災受信機盤においては，カメラ機能による映像監視(熱

サーモグラフィ)により特定が可能な設計とする。

○ 屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びデ

ィーゼル発電機排気管室を監視する非アナログ式の炎感知器

及びアナログ式の熱感知器が接続可能であり，作動した火災

感知器を１つずつ特定できる設計とする。 

○ 屋外のＡ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエ

リアを監視する非アナログ式の炎感知器，非アナログ式の熱

感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を 1 つずつ特

定できる設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，中央制

御室で火災監視ができ

るよう総合操作盤を中

央制御室に隣接する補

助盤室に設置し，副防災

盤を中央制御室へ設置

する設計としている（以

下，別添 1 資料 5-⑥の

相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 5-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-②の相

違 
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○ 原子炉建屋オペレーティングフロアを監視する非アナログ

式の炎感知器を１つずつ特定できる機能。

○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監

視するアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器の感知区

域を１つずつ特定で きる機能。 

光ファイバケーブル式熱感知器は，中央制御室に設置した

受信機においてセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に対

し約 2m 間隔で火源の特定が可能である非常用ディーゼル発

電機燃料移送系ケーブルトレンチにおいては，可燃物がケー

ブルのみであることから，ケーブル近傍にセンサ用光ファイ

バケーブルを敷設することで，火災の早期感知及び火源特定

が可能となる。 

3.3．火災感知設備の電源について 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区

画の火災感知設備の受信機は，外部電源喪失時においても火

災の感知が可能となるよう，非常用電源から受電する。さら

に，外部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機から電力が供

給されるまでの間も火災の感知が可能となるように，蓄電池

を内蔵し 70 分間※電源供給が可能である。 

※ 消防法施行規則第二十四条で要求している蓄電池容量

3.4．火災感知設備の中央制御室での監視について 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器に発生した火災は，中央制御室

に設置されている火災感知設備の受信機で監視できる設計と

する。 

なお，火災が発生していない平常時には，中央制御室内の

巡視点検によって，火災が発生していないこと及び火災感知

設備に異常がないことを火災受信機盤で確認する。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器の設置する火災区域又は火災区

画の火災感知設備の火災受信機盤には，以下の 2 つがある。 

〇原子炉建屋原子炉棟6階（オペレーティングフロア）を監視す

る非アナログ式の炎感知器が接続可能であり，作動した炎感知器

を1つずつ特定できる設計とする。 

3.3 火災感知設備の電源について 

原子炉の安全停止に必要な機器等を設置する火災区域(区画)

の火災感知設備の受信機は，外部電源喪失時においても火災の

感知が可能となるよう，非常用電源から受電する。さらに，外

部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機から電力が供給される

までの間も火災の感知が可能となるように，蓄電池を内蔵し70

分間※電源供給が可能である。 

※消防法施行規則第二十四条で要求している蓄電池容量

3.4 火災感知設備の中央制御室での監視について 

  原子炉の安全停止に必要な機器に発生した火災は，中央制御

室に設置されている火災感知設備の受信機で監視できる設計と

する。 

なお，火災が発生していない平常時には，中央制御室内の巡

視点検によって，火災が発生していないこと及び火災感知設備

に異常がないことを火災受信機盤で確認する。 

  原子炉の安全停止に必要な機器等の設置する火災区域(区画)

の火災感知設備の火災受信機盤の概要及び機能について，第5-1

表及び機能について第5-2表に示す。 

○ 原子炉建物オペレーティングフロアを監視する非アナログ

式の炎感知器を１つずつ特定できる設計とする。

○ Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及びＢ

－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監

視する非アナログ式の防爆型の火災感知器が接続可能であ

り，作動した火災感知器を 1つずつ特定できる設計とする。 

3.3. 火災感知設備の電源について 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必

要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の

火災感知設備の受信機は，外部電源喪失時においても火災の感

知が可能となるよう非常用電源から受電する。さらに，外部電

源喪失時に非常用ディーゼル発電機から電力が供給されるま

での間も火災の感知が可能となるように，蓄電池を内蔵し70

分間※電源供給が可能である。 

※：消防法施行規則第二十四条で要求している蓄電池容量 

3.4. 火災感知設備の中央制御室での監視について 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器に発生した火災は，中央制御室

及び補助盤室に設置されている火災感知設備の受信機で監視

できる設計とする。 

なお，火災が発生していない平常時には，中央制御室内の

巡視点検によって，火災が発生していないこと及び火災感知

設備に異常がないことを火災受信機盤で確認する。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区

画の火災感知設備の火災受信機盤の概要を第５-１表に示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 別添 1 資料 5-②の相

違及び別添 1 資料 5-④

の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 5-⑥の相

違 
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第5-1表 火災感知設備の火災受信機盤の概要 

第5-2表 火災感知設備の火災受信機盤の機能 

第５-１表 火災感知設備の火災受信機盤の概要 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，中央制

御室で火災監視ができ

るよう総合操作盤を中

央制御室に隣接する補

助盤室に設置し，副防災

盤を中央制御室へ設置

する設計としている 
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3.5．火災感知設備の耐震設計について 

火災感知設備については,火災区域及び火災区画に設置さ

れた原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するため

に必要な構築物，系統及び機器の耐震クラスに応じて，地震

に対して機能を維持できる設計とする。（第 5-1 表） 

耐震設計を確認するための対応は，第 5-2 表のとおりであ

る。 

第 5-1 表：火災感知設備の耐震設計 

第 5-2 表：Ss 機能維持を確認するための対応 

＾ 

3.5 火災感知設備の耐震設計について 

原子炉の安全停止に必要な機器等を防護するために設置する火

災感知設備は，耐震Ｂ・Ｃクラス機器に基準地震動による損傷に

伴う火災が発生しても火災防護対象機器等に波及的影響を与えな

いよう,原子炉の安全停止に必要な機器等の耐震クラスに応じて，

機能を維持できる設計とする。(第5-3表) 

また，耐震設計を確認するための対応は第5-4表，火災感知設備

の加振試験の概要は第5-5表のとおりである。 

第5-3表 火災感知設備の耐震設計 

第5-4表 Ss機能維持を確認するための対応 

第5-5表 火災感知設備の加振試験の概要 

3.5. 火災感知設備の耐震設計について 

火災感知設備については，火災区域又は火災区画に設置され

た原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必

要な構築物，系統及び機器の耐震クラスに応じて，地震に対し

て機能を維持できる設計とする。（第５-２表） 

耐震設計を確認するための対応は，第５-３表のとおりであ

る。 

第５-２表 火災感知設備の耐震設計 

第５-３表 Ｓｓ機能維持を確認するための対応 

主な安全機能を有する 

構築物，系統及び機器 
火災感知設備の耐震設計 

非常用炉心冷却系ポンプ Ｓｓ機能維持 

非常用蓄電池 Ｓｓ機能維持 

非常用ディーゼル発電機 Ｓｓ機能維持 

確認対象 火災感知設備の耐震設計 

受信機 加振試験 

感知器 加振試験 
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3.6．火災感知設備に対する試験検査について 

アナログ式の火災感知器を含めた火災感知設備は，機能に

異常がないことを確認するために，自動試験を実施する。 

ただし，試験機能のない火災感知器は，機能に異常がない

ことを確認するために，消防法施行規則第三十一条の六に基

づき，半年に一度の機器点検時及び１年に一度の総合点検時

に，煙等の火災を模擬した試験を実施する。 

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置す

る火災区域又は火災区画に設置する火災感知器については，火

災防護に係る審査基準に則り，環境条件等を考慮した火災感知

器の設置，異なる種類を組み合わせた火災感知器の設置，非常

用電源からの受電，火災受信機盤の中央制御室への設置を行う

設計とする。一部非アナログ式の感知器を設置するが，それぞ

れ誤作動防止対策を実施する。 

また，非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱感知カメ

ラについては作動した火災感知器を１つずつ特定できる機能は

ないが，火災発生場所を感知区域ごとに特定できる機能を有し

ており，火災感知後の現場確認において火災源の特定が可能で

ある。また，アナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器は感

3.6 火災感知設備に対する試験検査について 

火災感知設備は，機能に異常が無いことを確認するために，

自動試験及び遠隔試験※を実施する。 

なお，試験機能のない火災感知器は，機能に異常が無いこと

を確認するために，消防法施行規則第三十一の六に基づき，6

ヵ月に1度の機器点検及び１年に1回の総合点検時に，煙等の火

災を模擬した試験を実施する。 

※消防法 （昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の二

第二項の規定に基づく，中継器に係る技術上の規格を定め

る省令 （昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規

格省令」という。）第二条第十二号 に規定する自動試験機

能又は同条第十三号 に規定する遠隔試験機能 

自動試験機能･･･火災報知設備に係る機能が適正に維持さ

れていることを自動的に確認することがで

きる装置による火災報知設備に係る試験機

能をいう 

     遠隔試験機能･･･感知器に係る機能が適正に維持されている

ことを、当該感知器の設置場所から離れた

位置において確認することができる装置に

よる試験機能をいう 

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置す

る火災区域(区画)に設置する火災感知器は，火災防護に係る審

査基準により，環境条件を考慮した火災感知器の設置，異なる

種類を組み合わせた火災感知器の設置，非常用電源からの受電，

火災受信機盤を中央制御室に設置する設計とする。一部非アナ

ログ式の感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を実施

する。 

また，非アナログ式の感知器及び熱感知カメラは，作動した

火災感知器を1つずつ特定できる機能はないが，感知器ごとの単

独配線や熱感知カメラの画像により，火災感知時の火災源の特

定が可能である。 

3.6. 火災感知設備に対する試験検査について 

アナログ式の火災感知器を含めた火災感知設備は，機能に異

常がないことを確認するために，自動試験を実施する。 

ただし，試験機能のない火災感知器は，機能に異常がないこ

とを確認するために，消防法施行規則第三十一条の六に基づ

き，半年に一度の機器点検時及び１年に一度の総合点検時に，

煙等の火災を模擬した試験を実施する。 

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置す

る火災区域又は火災区画に設置する火災感知器については，火

災防護に係る審査基準に則り，環境条件等を考慮した火災感知

器の設置，異なる感知方式を組み合わせた火災感知器の設置，

非常用電源からの受電，火災受信機盤の中央制御室への設置を

行う設計とする。一部非アナログ式の感知器を設置するが，そ

れぞれ誤作動防止対策を実施する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 5-①の相

違 
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知区域ごとの警報を発報するが，中央制御室に設置した火災受

信機において，センサ用光ファイバケーブルの長手方向に対し

て約 2m 間隔で火源の特定が可能である。これらにより，火災

感知設備については十分な保安水準が確保されているものと考

える。 
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添付資料１ 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋） 

添付資料 1 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準 

（抜粋） 

添付資料１ 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋） 
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添付資料１ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1  火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火

災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設

計であること。 

(1)火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、

空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮し

て型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置

すること。

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異

なる種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合

せて設置すること。また、その設置にあたっては、感

知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保

する設計であること。

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

(参考) 

(1) 火災感知設備について

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないに

もかかわらず火災信号を発すること）を防止するため

の方策がとられていること。

添付資料 1 

実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準

(抜粋) 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火

災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設

計であること。 

（1）火災感知設備 

①各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気

流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選

定し、早期に火災を感知できる場所に設置すること。

②火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類

の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設置するこ

と。また、その設置にあたっては、感知器等の誤作動を防止

するための方策を講じること。 

③外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設

計であること。

④中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

(参考) 

(1) 火災感知設備について

  早期に火災を感知し、かつ、誤作動(火災でないにもかかわら

ず火災信号を発すること)を防止するための方策がとられてい

ること。 

添付資料１ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火

災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設

計であること。 

(1) 火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、

空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮

して型式を選定し、早期に火災を感知できるよう固有

の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及

びこれと同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）

をそれぞれ設置すること。また、その設置に当たって

は、感知器等の誤作動を防止するための方策を講ずる

こと。 

② 感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省

令第６号）第２３条第４項に従い、感知器と同等の機

能を有する機器については同項において求める火災

区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器

及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和５

６年自治省令第１７号）第１２条から第１８条までに

定める感知性能と同等以上の方法により設置するこ

と。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保

する設計であること。

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。

（参考） 

(1) 火災感知設備について

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないに

もかかわらず火災信号を発すること）を防止するため

の方策がとられていること。 
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（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、

例えば、煙感知器と炎感知器のような組み合わせと

なっていること。 

・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火

災の発生場所を特定するこ とができる受信機を用

いられていること。

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、

火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握す

ることができるアナログ式の感知器を用いられてい

ること。

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難にな

るおそれがある場合は、自動試験機能又は遠隔試験機能

により点検を行うことができる感知器が用いられている

こと。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を

備えた監視カメラシステムを用いても差し支えない。こ

の場合、死角となる場所がないように当該システムが適

切に設置されていること。 

2.2.2  火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すよう

に、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の

機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講

じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されな

い設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した

設計であること。 

(早期に火災を感知するための方策) 

・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、例えば、

煙感知器と炎感知器のような組み合わせとなっているこ

と。 

・感知器の場所を 1つずつ特定することにより火災の発生場

所を特定することができる受信機を用いられていること。

(誤作動を防止するための方策) 

・平常時の状況(温度、煙の濃度)を監視し、かつ、火災現象

(急激な温度や煙の濃度の上昇)を把握することができるア

ナログ式の感知器を用いられていること。

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるお

それがある場合は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点

検を行うことができる感知器が用いられていること。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備え

た監視カメラシステムを用いても差し支えない。この場合、

死角となる場所がないように当該システムが適切に設置され

ていること。 

 2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、

地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が

維持される設計であること。 

（1）凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設

計であること。 

（2）風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計で

あること。 

（3）消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計で

あること。 

なお、感知の対象となる火災は、火炎を形成できな

い状態で燃焼が進行する無炎火災を含む。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等をそ

れぞれ設置することとは、例えば、熱感知器と煙感

知器のような感知方式が異なる感知器の組合せや熱

感知器と同等の機能を有する赤外線カメラと煙感知

器のような組合せとなっていること。 

・感知器の設置場所を 1 つずつ特定することにより火

災の発生場所を特定することができる受信機が用い

られていること。 

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、

火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握す

ることができるアナログ式の感知器を用いられてい

ること。

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難にな

るおそれがある場合は、自動試験機能又は遠隔試験機能

により点検を行うことができる感知器が用いられている

こと。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を

備えた監視カメラシステムを用いても差し支えない。こ

の場合、死角となる場所がないように当該システムが適

切に設置されていること。 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すよう

に、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の

機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講

じた設計であること。

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない

設計であること。

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した

設計であること。

746



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震

B・Cクラスの機器が設置されている場合が考えられる。

これらの機器が基準地震動により損傷し S クラス機器

である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせること

がないことが要求されるところであるが、その際、耐震 

B・C クラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発

生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維

持されることについて確認されていなければならない。 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能し

なくなることのないよう、設計に当たっては配置が考慮

されていること。 

(参考) 

  火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震 B、Cク

ラスの機器が設置されている場合が考えられる。これらの機器

が基準地震動により損傷し Sクラス機器である原子炉の火災防

護対象機器の機能を失わせることがないことが要求されるとこ

ろであるが、その際、耐震 B、Cクラス機器に基準地震動による

損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器

等の機能が維持されることについて確認されていなければなら

ない。 

（2）消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなく

なることのないよう、設計に当たっては配置が考慮されてい

ること。 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震

B・Cクラスの機器が設置されている場合が考えられる。

これらの機器が基準地震動により損傷しSクラス機器で

ある原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることが

ないことが要求されるところであるが、その際、耐震B・

Cクラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生

した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維持

されることについて確認されていなければならない。 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能し

なくなることのないよう、設計に当たっては配置が考

慮されていること。
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添付資料 2 

東海第二発電所における 

防爆型火災感知器について 

・記載箇所の相違（東海

第二の添付資料２に

ついては以後同じ） 

【東海第二】 

島根２号炉は，添付資

料２に防爆型火災感知

器の仕様を記載してい

る 
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添付資料 2 

東海第二発電所における火災感知器の型式ごとの特徴等について 

1．はじめに

蓄電池室などに設置する防爆型火災感知器は，熱感知器と煙感

知器並びに炎感知器であるが，これらの感知器の防爆性能につい

て以下に示す。 

なお，炎感知器は，一般産業における需要が少ないことから，

消防検定を有する防爆型の感知器は存在しない。 

2．防爆型熱感知器 

防爆型熱感知器は，感熱素子サーミスタを用いて熱を検出し，

周囲温度が一定値以上になったときに受信機に火災信号を発す

る。サーミスタは温度変化により抵抗値が変化する素子で，一定

周期で電流を流してサーミスタの両端にかかる電圧を測定し，温

度検出回路にて変換した電圧値を内部制御回路に送り，制御回路

にて一定時間内での温度上昇値を測定し，温度上昇率が設定値を

超えた場合に火災と判断し，受信機に火災信号を発する。(第 1 図) 

防爆型熱感知器は，内部の電気回路に可燃性ガスなどが侵入し，

爆発が生じても，爆発による可燃が外部の可燃性ガス等に点火し

ないよう，全閉の構造となっていることから，防爆性能(耐圧防爆

構造※１)を有する。 

※1 耐圧防爆構造(「電気機器器具防爆構造規格」労働省告示第

16 条) 

全閉構造であって，可燃性ガス（以下「ガス」という。）又は

引火性の蒸気(以下「蒸気」という。)が容器内部に侵入して爆発を

生じた場合に，当該容器が爆発圧力に耐え，かつ，爆発による火

災が当該容器の外部のガス又は蒸気に点火しないようにしたもの

をいう。 
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第1図 防爆型熱感知器概要 

 

3. 防爆型煙感知器 

防爆型煙感知器(耐圧防爆型光電式スポット型煙感知器)の概要

を第2図に示す。動作原理は，発光回路で一定時間毎にLED（発光

素子）に対して電流を流し発光させ，発光した光は，レンズを通

して防爆容器外部へ照射される。その光を，煙がチャンバー内に

流入すると，煙に反射して散乱光を生じる。この散乱光を，レン

ズを通してPD（受光素子）が検知し，電気信号に変換し，受光回

路でこれを検出する。受光回路で検出した信号は，マイコンで測

定され，一定のレベルを越えると火災信号をL－C 線（P 型受信機，

中継器等）を通じ，受信機へ送信する。 
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第2図 耐圧防爆型光電式スポット型煙感知器の概要 

 

4. 防爆型炎感知器 

防爆型炎感知器(赤外線３波長式炎感知器)の概要を第3図に示

す。Co2共鳴放射帯域を検出する原理であり，波長4.0μm，4.4μ

m，5.0μmの赤外線域のみ検出するよう，3つの赤外線センサが搭

載されている。3つのセンサの出力は，炎からのCo2共鳴放射帯域

を検知した場合にのみ火災と判断し，警報を発報する。なお，蛍

光灯等人工照明には反応しない。 
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第 3 図 防爆型炎感知器の概要 

5. 感知器の感知方式と発報箇所の特定

誤作動防止の観点より，平常時の状況を監視し，かつ，火災現

象を把握することができるアナログ式の感知器の採用を基本とし

ているが，防爆型火災感知器を設置する蓄電池室は換気空調設備

により室内環境が安定しており誤作動は起きにくいため，蓄電池

内の圧力が上昇した場合に作動する制御弁によって水素を放出す

ることを考慮し，水素による爆発リスクを低減する観点から，防

爆型の非アナログ式の火災感知器を設置する。 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ室についても，室内環

境が安定しており誤作動は起きにくい。また，軽油貯蔵タンク設

置区域は地下埋設構造としており安定した環境を維持するが，軽

油貯蔵タンク上部の点検用マンホールから地上までの空間におい

ては軽油燃料が気化して内部に充満する可能性が否定できない。
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万が一気化した軽油燃料による爆発リスクを低減する観点からポ

ンプ室内及びマンホール上部空間内には，防爆型の非アナログ式

の熱感知器及び防爆型の煙感知器を設置する設計とする。 

海水ポンプ室は，降水等の浸入による故障が想定されるため，

非アナログ式の屋外仕様の防爆型炎感知器（赤外線方式）とアナ

ログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）を設置する。非

アナログ式の感知器及び熱感知カメラは，作動した火災感知器を

１つずつ特定できる機能はないが，感知器ごとの単独配線や熱感

知カメラの画像確認により，発報箇所の特定を行う。 
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添付資料２ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

火災感知器の基本設置方針について 

添付資料 3 

東海第二発電所における 

火災感知器の型式ごとの特徴等について 

添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災感知器の基本設置方針について 
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添付資料２ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

火災感知器の基本設置方針について 

1．はじめに

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，安全機能を

有する機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備

は，放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や予

想される火災の性質を考慮して型式を選定している。各設置対象

区域又は区画における火災感知器の基本設置方針及び火災感知器

の型式ごとの原理と特徴を示す。また，光ファイバケーブル式熱

感知器の 仕様及び作動原理について，別紙１に示す。 

2．要求事項 

火災感知設備は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防

護に係る審査基準」の「2.2 火災の感知，消火」の 2.2.1 に基づ

き実施することが要求されている。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」の記載を以下に示す。 

2.2 火災の感知，消火 

2.2.1  火災感知設備及び消火設備は，以下の各号に掲げるよう

に，安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する火

災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行る設計

であること。 

(1) 火災感知設備

① 各火災区域における放射線，取付面高さ，温度，湿度，

空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮し

て型式を選定し，早期に火災を感知できる場所に設置

すること。

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異

添付資料 3 

東海第二発電所における火災感知器の型式ごとの特徴等について 

1．はじめに

東海第二発電所において安全機能を有する機器等設置する建屋

の火災感知器について示す。 

2．要求事項 

火災感知設備は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護

に係る審査基準」の「2.2 火災の感知、消火」の 2.2.1に基づき

実施することが要求されている。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」の記載を以下に示す。 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、

安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響

を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。 

（1）火災感知設備 

①各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空

気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式

を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置すること。

②火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種

添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉における火災感知器の基本設置方針につ

いて 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉において,安全機能を有する機器等を

設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備は,放射線,取付面

高さ,温度,湿度,空気流等の環境条件や予想される火災の性質を

考慮して型式を選定している。各設置対象区域又は区画における

火災感知器の基本設置方針及び火災感知器の型式毎の原理と特徴

を示す。 

2. 要求事項

火災感知設備は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防

護に係る審査基準」の「2.2 火災の感知・消火」の 2.2.1 に基づ

き実施することが要求されている。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」の記載を以下に示す。 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災

の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計で

あること。 

(1) 火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、

空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮

して型式を選定し、早期に火災を感知できるよう固有

の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及

びこれと同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）

をそれぞれ設置すること。また、その設置に当たって

は、感知器等の誤作動を防止するための方策を講ずる

こと。 

② 感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省

・設備の相違

【柏崎6/7】 

 島根2号炉の安全機能

を有する機器等を設置

する火災区域又は火災

区画には，光ファイバケ

ーブル式熱感知器を使

用していない（以下，別

添1資料5-⑦の相違） 
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なる種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合

せて設置すること。また，その設置にあたっては，感

知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように，電源を確保

する設計であること。

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

（参考） 

(1) 火災感知設備について

早期に火災を感知し，かつ，誤作動（火災でないに

もかかわらず火災信号を発すること）を防止するため

の方策がとられていること。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては，

例えば，煙感知器と炎感知器のような組み合わせと

なっていること。 

・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火

災の発生場所を特定することができる受信機を用い

られていること。

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，

火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握す

ることができるアナログ式の感知器を用いられてい

ること。

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難にな

るおそれがある場合は，自動試験能又は遠隔試験機能に

より点検を行うことができる感知器が用いられているこ

類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設置す

ること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤作動

を防止するための方策を講じること。 

③外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する

設計であること。

④中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

(参考) 

(1) 火災感知設備について

早期に火災を感知し、かつ、誤作動(火災でないにもかかわ

らず火災信号を発すること)を防止するための方策がとられ

ていること。 

  (早期に火災を感知するための方策) 

・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、例えば、

煙感知器と炎感知器のような組み合わせとなっているこ

と。 

・感知器の場所を 1つずつ特定することにより火災の発生場

所を特定することができる受信機を用いられていること。

  (誤作動を防止するための方策) 

・平常時の状況(温度、煙の濃度)を監視し、かつ、火災現象

(急激な温度や煙の濃度の上昇)を把握することができるア

ナログ式の感知器を用いられていること。

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるお

それがある場合は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点

検を行うことができる感知器が用いられていること。 

令第６号）第２３条第４項に従い、感知器と同等の機

能を有する機器については同項において求める火災

区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器

及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和５

６年自治省令第１７号）第１２条から第１８条までに

定める感知性能と同等以上の方法により設置するこ

と。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保

する設計であること。

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。

（参考） 

(1) 火災感知設備について

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないに

もかかわらず火災信号を発すること）を防止するため

の方策がとられていること。 

なお、感知の対象となる火災は、火炎を形成できな

い状態で燃焼が進行する無炎火災を含む。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等をそ

れぞれ設置することとは、例えば、熱感知器と煙感

知器のような感知方式が異なる感知器の組合せや熱

感知器と同等の機能を有する赤外線カメラと煙感知

器のような組合せとなっていること。 

・感知器の設置場所を 1 つずつ特定することにより火

災の発生場所を特定することができる受信機が用い

られていること。 

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、

火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握す

ることができるアナログ式の感知器を用いられてい

ること。

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難にな

るおそれがある場合は、自動試験機能又は遠隔試験機能

により点検を行うことができる感知器が用いられている
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と。 

炎感知器又は熱感知器に代えて，赤外線感知機能等を

備えた監視カメラシステムを用いても差し支えない。こ

の場合，死角となる場所がないように当該システムが適

切に設置されていること。 

3．火災感知設備の基本設置方針 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備え

た監視カメラシステムを用いても差し支えない。この場合、

死角となる場所がないように当該システムが適切に設置され

ていること。 

3．火災感知器の型式毎の特徴 

第 1表 火災感知器ごとの特徴 

こと。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を

備えた監視カメラシステムを用いても差し支えない。こ

の場合、死角となる場所がないように当該システムが適

切に設置されていること。 

3. 火災感知設備の基本設置方針 ・設備の相違（3.につい

ては以後同じ） 

【柏崎6/7，東海第二】 

 火災感知設備の仕様

が異なる 
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◯火災感知設備の型式ごとの原理と特徴 ◯火災感知設備の型式ごとの原理と特徴 ・設備の相違（火災感知

設備の型式ごとの原

理と特徴については

以後同じ） 

【柏崎6/7】 

 火災感知設備の仕様

が異なる 
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・表にはＳＡで使用する

火災感知設備を含めて

記載している（⑨屋外

仕様熱感知カメラ） 
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4.火災感知器の組合せ

（１）区域の組合せ 

・記載箇所の相違（東海

第二の4.は以後同じ） 

【東海第二】 

 島根2号炉は，火災感

知器の組合せについて，

３．火災感知設備の基本

設計方針にて記載して

いる 
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（２）機器単体の組合せ 
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別紙１ 

 

光ファイバケーブル式熱感知器の 仕様及び作動原理について 

 

1．はじめに 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の非常用ディーゼル発

電機燃料移送系ケーブルトレンチにおいては，周囲の環境条件等

を考慮し，火災を早期に感知するために光ファイバケーブル式熱

感知器を設置する。光ファイバケーブル式熱感知器の仕様及び作

動原理を以下に示す。 

 

2．仕様 

 
 

 

 

 

 

 

 

別紙 1 

 

光ファイバケーブル式熱感知器の仕様及び動作原理について 

 

1.はじめに 

 難燃ケーブルの代替措置とした複合体内部に，周囲の環境条件

等を考慮し，火災を早期に感知するために光ファイバケーブル式

熱感知器を設置する。光ファイバケーブル式熱感知器の仕様及び

動作原理を以下に示す。 

 

 

2.光ファイバケーブル式熱感知器の仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違（別紙１に

ついては以後同じ） 

【柏崎6/7，東海第二】 

別添1資料5-⑦の相違 
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3．温度測定及び位置特定の原理 

（1）温度測定の原理 入射光は，光ファイバケーブル内の分子

によって散乱され，一部の散乱光は波長（周波数）がシフ

トする。このうちラマン散乱光と呼ばれる散乱光は温度依

存性を有している。 

したがって，ラマン散乱光の強度を測定することにより，

光ファイバケーブルの温度を測定することができる。（第１

図） 

第１図 温度測定の原理 

（2）位置特定の原理 光ファイバケーブル内にパルス光を入射

してから，ラマン散乱光が入射端に戻ってくるまでの往復

時間を測定することで，散乱光が発生した地点を特定する

ことができる。（第２図） 

3．温度測定及び位置特定の原理 

(1)温度測定の原理

  入射光は，光ファイバケーブル内の分子によって散乱され，

一部の散乱光は波長(周波数)がシフトする。このうち，ラマン

散乱光と呼ばれる散乱光は温度依存性を有している。 

したがって，ラマン散乱光の強度を測定することにより，光

ファイバケーブルの温度を測定することができる。(第１図)

第１図 温度測定の原理 

(2)位置特定の原理

  光ファイバケーブル内にパルス光を入射してから，ラマン散

乱光が入射端に戻ってくるまでの往復時間を測定することで，散

乱光が発生した地点を特定することができる。(第 2図) 

768



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

第２図 位置特定の原理（1） 

 

 

 

入射光（パルス光）の往復時間（入射～受光）を測定する

ことにより，入射点からの距離を特定できる。（第３図） 

 

 

第３図 位置特定の原理（2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 2図 位置特定の原理（その１） 

 

 

 

入射光(パルス光)の往復時間(入射～受光)を測定することに

より，入射点からの距離を特定できる。(第 3図) 

 

 

第 3図 位置特定の原理（その２） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

第 3図 位置特定の原理（その２） 
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別紙 2 

超高感度煙センサについて 

１．煙検知の原理 

吸引ファンによって制御盤等から導かれたサンプリングエア

は，ファン内部で撹拌，均一化され，その一部が検知部へ送出

される。 

サンプリングエアにレーザー光を照射して得られる総散乱光

を受光素子が捕える。(第１図) 

  超高感度煙センサの外観を第２図に示す。 

第１図超高感度煙センサの構成 第２図超高感度煙センサの外観 

２．性能 

  消防法認定感知器ではないが，動作感度を一般区域の煙濃度

10％に対し煙濃度 0.1％～0.5％に設定することで，高感度感知

が可能である。 

・記載箇所の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，超高感

度煙センサを煙吸引式

検出設備（高感度煙検出

設備）として採用してお

り，添付資料２及び添付

資料３にてその特徴等

を記載している 
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別紙 3 

熱感知カメラについて 

１．熱感知の原理 

  熱感知カメラは物体から発する赤外線の波長を温度信号とし

て捕え，赤外線は温度が高くなるほど強くなる特徴を利用し，

強さを色別して温度マップとして画像に映すことにより，一定

の温度に達すると警報を発する火災感知設備である。熱感知カ

メラの外観と画像を第１図，第２図に示す。

第１図 熱感知カメラの外観  第 2図 熱感知カメラの画像 

２．性能 

  消防法認定感知器ではないが，「火災報知設備の感知器及び発

信機に係る技術上の規格を定める省令」の第 17条の八（炎感知器

の公称距離の区分、感度及び視野角」に基づく試験を実施し，感

知器として充分な性能を満足していることを確認している。 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，安全機

能を有する機器等を設

置する火災区域又は火

災区画に熱感知カメラ

は使用していない 
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別紙 4 

煙吸引式感知器について 

１．原理 

  高線量区域にて発生する煙をファンにて吸引し，感知器内部

に取り込む。感知器内部の発光素子の光が煙流入により散乱す

ることで，煙を感知する。煙吸引ノズルは，半径 12m以下ごと

に設置する。 

２．性能 

  アナログ式煙感知器と吸引装置を組み合わせた構成となって

いるため，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，火災現

象（急激な温度や煙の濃度上昇）を把握することが可能である。 

・記載箇所の相違

【東海第二】 

 島根２号炉で使用し

ている煙吸引式検出設

備と構造が異なる 

ファン

ユニット

高線量区域 

煙吸引式

検出装置

(煙感知器内蔵) 

中央制

御室 

火災受

信盤 

煙吸引ノズル 

（給気） 

排気 
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別紙 5 

光電式分離型煙感知器について 

１．原理 

  光電式分離型煙感知器は，赤外光を発する送光部とそれを受

ける受光部を 5m～100m の距離に対向設置し，この光路上を煙

が遮ったときの受光量の変化で火災を検出する。大空間での広

く拡散した煙を感知する。 

２．取付位置 

  原子炉建屋原子炉棟６階（オペレーティングフロア） 

３．設置基準 

  消防法施行規則第二十三条（自動火災報知設備の感知器等）

にて，感知器の光軸の高さが天井等の高さの八十パーセント以

上となるように設けることが定められている。 

・記載箇所の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉は，添付資

料２に光電分離式煙感

知器の特徴等について

記載している 

感知器 感知器 取付高さ 
床面より
約 15m 

天井(床面より約 17m) 

壁 

床 

光軸 

煙 送光部（信号発生器） 受光部（警報器） 

公称監視距離５ｍ～１００ｍ 
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添付資料３ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

高感度煙検出設備の特徴等について 

添付資料３ 

島根原子力発電所２号炉における 

高感度煙検出設備の特徴等について 
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添付資料３ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

高感度煙検出設備の特徴等について 

1．はじめに

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において中央制御室制

御盤内に設置する高感度煙検出設備の特徴等を示す。 

2．高感度煙検出設備の特徴 

添付資料３ 

島根原子力発電所２号炉における 

高感度煙検出設備の特徴等について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉において，中央制御室及び補助盤室の

制御盤内に設置する高感度煙検出設備の特徴等を示す。 

2. 高感度煙検出設備の特徴

制御装置や電源盤内のケーブル延焼火災の初期段階を検知す

るために開発された吸引式の高感度の煙検出設備 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根 2 号炉の中央制

御室及び補助盤室の盤

内火災については，中央

制御室に常駐する運転

員により消火活動を実

施するため，早期感知の

観点から盤内に高感度

煙検出設備（煙吸引式検

出設備を設置している 

 高感度煙検出設備の

構造が異なる 
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3．模擬盤による感知性能の確認試験 3. 模擬盤による感知性能の確認試験

中央制御室及び補助盤室の制御盤内ケーブルが過電流により加

熱された場合，バリア及び離隔距離の確保により分離されている

異区分のスイッチ，ケーブル等に影響を及ぼす前に早期に火災を

感知し，消火する必要がある。 

また，制御盤内については，煙の充満により消火活動が困難と

なる前に早期に火災を感知し，消火する必要があるため，高感度

煙検出設備の性能を以下のとおり確認した。 

(1) 試験条件

  ａ．空間容積の選定 

中央制御室及び補助盤室の制御盤を模擬して，空間容積の

大きい約 13.1m3（W:5600mm×D:900mm×H:2600mm）の空間①，

空間容積の小さい約 1.9m3（W:800mm×D:900mm×H:2600mm）の

空間②において試験を行った。 

  ｂ．試験体の選定 

空間①において，煙の発生しにくいテフロンケーブルを電

気ヒータにより加熱し，30 分以内※に火災を感知できること

を確認する。 

空間②において，制御盤内で使用されている難燃ケーブル

を電気ヒータにより加熱し，煙の充満により消火活動が困難

となる前に，火災を感知できることを確認する。 

なお，JEAG4607-2010「原子力発電所の火災防護指針」に基

づき，制御盤内の想定火災として，過電流による過熱に伴う

ケーブルの断線・短絡による火災を想定し，制御盤内で使用

されているテフロンケーブル，難燃ケーブルを用いて電気ヒ

ータにて加熱し，当該ケーブルの断線・短絡による火災を模

擬する。 

※：中央制御室及び補助盤室の制御盤内の分離性能試験で

の加熱時間 

  ｃ．高感度煙検出設備及びサンプリング管の設置 

高感度煙検出設備は，各サンプリング点からサンプリング

されたサンプリングエアは，吸引ファンの中で希釈されるた

め，サンプリング点が多い方が厳しい条件となることから，

保守的に制御盤を模擬した装置外の雰囲気もサンプリングで

きるよう，第３図のとおり，高感度煙検出設備及びサンプリ

ング管を設置する。

・試験方法の相違（3.

については以後同じ） 

【柏崎 6/7】 

高感度煙検出設備の

構造，仕様に応じた確認

試験を実施している 
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第３図 試験概要図 

(2) 試験結果

ａ．空間① 

空間容積の大きい制御盤を想定した空間①において，サン

プリング点を制御盤４面分増やすことによって，吸引された

煙が希釈される厳しい条件により試験を行った結果，加熱開

始後約３分で 0.2%/m の煙濃度を感知することができ，中央制

御室及び補助盤室の制御盤内の分離性能試験の加熱時間 30

分を考慮すると，異区分のケーブル及びスイッチ等に延焼す

る前に運転員が火災を感知し，消火することが十分に可能で

ある。 

高感度煙検出設備の検出状況を第４図に示す。 

0.2%/mの煙濃度を感知した際の試験装置内の状況を第５図

に示す。 

777



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第４図 空間①における高感度煙検出設備の検出状況 

第５図 空間①における0.2%/mの煙濃度を感知した際の試験装置

内の状況 
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b. 空間②

空間容積の小さい制御盤を想定した空間②において，サ

ンプリング点を制御盤 10面分増やすことによって，吸引さ

れた煙が希釈される厳しい条件により試験を行った結果，

加熱開始後３分以内で 0.2%/m の煙濃度を感知することが

でき，空間容積の小さい制御盤内で火災が発生しても，制

御盤内に煙が充満する前に火災を感知し，運転員が消火す

ることが十分に可能である。 

高感度煙検出設備の検出状況を第６図に示す。 

0.2%/mの煙濃度を感知した際の試験装置内の状況を第７

図に示す。 

第６図 空間②における高感度煙検出設備の検出状況 
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擬盤を用いて感知性能確認試験を実施した。模擬盤（高さ約 2m，

床面積約 0.3m2 の）の天井部に高感度の煙感知器 A（設定）と，

これと感度の相違する感知器 B を相互が干渉せず，かつ同じ条件

で煙を感知できるよう設置し，盤内床面に敷設したケーブルに過

電流を印加し，その際に発生する煙を感知するまでの時間を確認

した。 

試験の結果，制御盤内で発生する火災に対して，高感度の煙感

知器 A の方が感知器 B よりも相対的に早期に煙濃度の上昇をと

らえられることを確認した。 

第３図 模擬盤天井面への感知器設置状況 

第７図 空間②における 0.2%/mの煙濃度を感知した際の試験装

置内の状況 
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第４図 高感度の煙感知器に関する性能確認結果 
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添付資料４ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

火災感知器の配置を明示した図面 

添付資料４ 

東海第二発電所における 

火災感知器の配置を明示した図面 

添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災感知器の配置を明示した図面 
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

別紙 1 

東海第二発電所における火災感知器及び消火設備の区画別設置状

況について 

別紙１ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災感知器及び消火設備の部屋別設置状況について 

・設備の相違（以降の表

についても同じ） 

【柏崎6/7，東海第二】 

 設備の設置エリアの

環境条件等を踏まえ，火

災感知器及び消火設備

を選定し，設置している 
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参考資料１ 

複合体内の非難燃ケーブル 

に対する火災感知器について 

・設備の相違（東海第二

の参考資料１について

は以後同じ） 

【東海第二】 

 島根 2 号炉の安全機

能を有する機器は，

IEEE383 試験および UL

垂直燃焼試験により難

燃性を確認した難燃ケ

ーブルを使用している 
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参考資料１ 

複合体内の非難燃ケーブルに対する火災感知について 

1．はじめに

東海第二発電所において難燃ケーブル使用の代替措置とし

て，ケーブル及びケーブルトレイに防火シートで巻いて複合体

を形成する。このため，複合体内部の火災感知について示す。 

2．要求事項 

火災感知設備は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災

防護に係る審査基準」の「2.2 火災の感知、消火」の 2.2.1に

基づき実施することが要求され，火災区域又は火災区画に設置

する設計としている。 

複合体内部にはケーブルが敷設されており，内部で火災が発

生した場合には被覆される防火シートの重ね部から煙及び熱が

発せられ，火災区画に設置された煙感知器及び熱感知器が作動

する。しかしながら，熱感知においては，複合体の防火シート

で妨げられ感知が遅れる可能性がある。 

そのため，複合体内の火災感知として火災区画とは別に火災

感知器を設置する。 

3．火災感知器の選定及び設置 

複合体に設置する火災感知器は，光ファイバケーブル式熱感

知器を選定する。 

火災区域又は火災区画に設置する火災感知器の組合せと複合

体の感知器について第 1表に，感知器設置イメージを第 1図に

示す。 
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第1表 複合体を設置する火災区域又は火災区画の感知器の設置 

第１図 火災感知器設置イメージ 
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まとめ資料比較表 〔第８条 火災による損傷の防止 別添１資料６〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所２号炉 備考 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

別添1資料6-① 島根2号炉は，消火剤にハロン1301を用いた全域ガス消火設備を設置する設計としている

別添1資料6-② 島根2号炉では火災による安全機能への影響を考慮した設計としている

別添1資料6-③ 島根2号炉の中央制御室制御盤床下構造は，制御盤フロア下のケーブル処理室を通じて，ケーブルを布設する構造である

別添1資料6-④ 想定する自然現象が異なる

別添1資料6-⑤ 島根2号炉はハロン1301のみを使用している

別添1資料6-⑥ 島根2号炉は，多重性の観点で水源及び消火ポンプを設置する設計としている

別添1資料6-⑦ 島根2号炉では屋外に設置されている機器に対して耐震性を有する移動式消火設備で消火する設計としている

別添1資料6-⑧ 屋外開放のエリアに設置している設備が異なる

別添1資料6-⑨ 島根2号炉では中央制御室および現場から手動で起動する全域ガス消火設備を設置している

別添1資料6-⑩
島根2号炉は，感知器を2系統に分けることで誤作動防止を図るとともに，柏崎6/7，東海第二の起動条件に加え別系統の煙感知器と熱感知器の作動によっても起動可能としており，早期消火
が可能である

別添1資料6-⑪ 島根2号炉では選択弁方式を採用している

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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資料６ 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される 

火災区域又は火災区画の消火設備について 

資料６ 

東海第二発電所における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び 

機器が設置される火災区域又は火災区画の 

消火設備について 

資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器 

が設置される火災区域又は火災区画の 

消火設備について 
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＜目 次＞ 

1. 概要
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3.1. 消火設備の設置必要箇所の選定 

3.2. 消火設備の概要 

3.2.1 全域ガス消火設備（新設） 

3.2.2 二酸化炭素消火設備（既設） 

3.2.3 局所ガス消火設備（新設） 

3.2.4 消火器及び水消火設備について（既設） 

3.2.5 移動式消火設備について（既設） 

4. 消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え方

5. 火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えにくい火災区
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6. まとめ

添付資料１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係

る審査基準（抜粋） 

添付資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉におけるガ

ス消火設備 について

添付資料３ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉におけるガ

ス消火設備等の耐震設計について

添付資料４ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉におけるガ

ス消火設備 等の動作に伴う機器等への影響につい

て 

添付資料５ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における狭

隘な場所へのハロン消火剤の有効性について 

添付資料６ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉におけるガ

ス消火設備の消火能力について

添付資料７ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における二

酸化炭素消火設備（ディーゼル発電機室用）につい

て 

添付資料８ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における消

火設備の必要容量について 

添付資料９ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における消
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  3.2.1ハロゲン化物自動消火設備(全域) 

  3.2.2二酸化炭素自動消火設備(全域) 

  3.2.3ハロゲン化物自動消火設備(局所) 

  3.2.4消火器及び水消火設備について 

  3.2.5移動式消火設備について 

4.消火活動が困難となる火災区域(区画)の考え方

5.まとめ

添付資料 1 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係

る審査基準（抜粋） 

添付資料 2 東海第二発電所におけるガス消火設備について 

添付資料 3 東海第二発電所におけるガス消火設備等の耐震設計

について 

添付資料 4 東海第二発電所におけるガス消火設備等の作動に伴

う機器等への影響について 

添付資料 5 東海第二発電所における狭隘な場所へのハロン系消

火剤の有効性について 

添付資料 6 東海第二発電所におけるガス消火設備等の消火能力

について 

添付資料 7 東海第二発電所における二酸化炭素自動消火設備（全

域）(非常用ディーゼル発電機室用)について 

添付資料 8 東海第二発電所における消火設備の必要容量につい 

て 

添付資料 9 東海第二発電所における消火栓配置図並びに手動消

＜目 次＞ 

1. 概要

2. 要求事項

3. 消火設備について

 3.1. 消火設備の設置必要箇所の選定 

 3.2. 消火設備の概要 

3.2.1. 全域ガス消火設備 

3.2.2. 局所ガス消火設備 

3.2.3. 消火器及び水消火設備について 

3.2.4. 移動式消火設備について 

4. 消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え方

5. 火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えにくい火災区

域又は火災区画の考え方 

6. まとめ

添付資料１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係

る審査基準（抜粋） 

添付資料２ 島根原子力発電所２号炉におけるガス消火設備につ

いて 

添付資料３ 島根原子力発電所２号炉におけるガス消火設備等の

耐震設計について 

添付資料４ 島根原子力発電所２号炉におけるガス消火設備等の

動作に伴う機器等への影響について 

添付資料５ 島根原子力発電所２号炉における狭隘な場所へのハ

ロン消火剤の有効性について

添付資料６ 島根原子力発電所２号炉におけるガス消火設備の消

火能力について 

添付資料７ 島根原子力発電所２号炉における消火設備の必要容

量について 

添付資料８ 島根原子力発電所２号炉における消火栓配置図並び

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計としている 

（以下，別添 1 資料 6-

①の相違）

・運用の相違

【東海第二】 

島根 2 号炉では火災

による安全機能への影

響を考慮した設計とし

ている（以下，別添 1

資料 6-②の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 6-①の相

違 
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移動式消火設備について 
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添付資料 10 東海第二発電所における移動式消火設備について 

 

添付資料 11 東海第二発電所における原子炉建屋通路部の消火方

針について 

添付資料 12 東海第二発電所における安全機能を有する構築物，

系統及び機器周辺の可燃物等の状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に手動消火の対象となる低耐震クラス機器リスト 

 

添付資料９ 島根原子力発電所２号炉における移動式消火設備に

ついて 

 

 

添付資料10 島根原子力発電所２号炉における安全機能を有する

構築物，系統及び機器周辺の可燃物等の状況につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉では原子炉

建物通路部に全域ハロ

ン消火設備を設置して

いる 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉では煙に

より消火困難となるエ

リアには全域ガス消火

設備を設置している 
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資料６ 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される 

火災区域又は火災区画の消火設備について 

1．概要

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安全機能のう

ち，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必

要な構築物，系統及び機器の火災に対して，早期に消火するため

に設置する消火設備について以下に示す。 

なお，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系

統及び機器の 設置場所に対する消火設備については，資料９に示

す。 

2．要求事項 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における消火

設備の要求事項を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2. 基本事項

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機

能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護すること

を目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に

基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影

響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための

安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災

区域及び火災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統

及び機器が設置される火災区域

資料６ 

東海第二発電所における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される火

災区域又は火災区画の消火設備について 

1．概要

東海第二発電所における安全機能のうち，原子炉の安全停止に

必要な構築物，系統及び機器（以下「原子炉の安全停止に必要な

機器等」という。）への火災を早期に消火するための消火設備につ

いて以下に示す。 

なお，放射性物質貯蔵等の機器等の設置場所に対する消火設備

については，資料 9に示す。 

2. 要求事項

「発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」

（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における消火設備

の要求事項は以下のとおりである。 

「発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」

（抜粋） 

2．基本事項 

(1)原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機

能を有する構造物，系統及び機器を火災から防護することを

目的として，以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づ

いて，火災発生防止，火災の感知及び消火，火災の影響軽減

のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。

①原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安

全機能を有する構築物，系統及び機器が設置される火災区域

及び火災区画

②放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及

び機器が設置される火災区域

資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される 

火災区域又は火災区画の消火設備について 

1. 概 要

島根原子力発電所２号炉における安全機能のうち，原子炉の高

温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系

統及び機器の火災に対して，早期に消火するために設置する消火

設備について以下に示す。 

なお，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系

統及び機器の設置場所に対する消火設備については，資料９に示

す。 

2. 要求事項

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における消火

設備の要求事項を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2. 基本事項

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機

能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護すること

を目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に

基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影

響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための

安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災

区域及び火災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統

及び機器が設置される火災区域
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2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、

安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響

を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、

地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性

能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた

設計であること。

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計

であること。

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計

であること。

なお，「2.2.1 (2) 消火設備」の要求事項を添付資料１に示す。 

3．消火設備について 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，原子炉の高

温停止又は低温停止を達成し,維持するために必要な構築物,系統

及び機器に火災が発生した場合に，火災を早期に消火するため，

火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき「消

火設備」を設置する。 

3.1．消火設備の設置必要箇所の選定 

火災防護に係る審査基準では，「2.2 火災の感知，消火」

において，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消

火活動が困難となる場所に対する固定式消火設備の設置及び

「2.3 火災の影響軽減」に基づく系統分離が必要な場所に対

する自動消火設備を要求している。 

このことから，消火活動が困難となる場所及び系統分離に

必要となる場所への消火設備の設置要否を検討することとす

る。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物,系統及び機器のうち，火災により安全機能が影

2.2 火災の感知，消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は，以下の各号に掲げるよう

に，安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する火災

の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行える設計で

あること。 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は，以下の各号に示すように，

地震等の自然現象によっても，火災感知及び消火の機能，

性能が維持される設計であること。 

(1)凍結するおそれがある消火設備は，凍結防止対策を講じた

設計であること。

(2)風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設

計であること。

(3)消火配管は，地震時における地盤変位対策を考慮した設計

であること。

なお，「2.2.1 (2) 消火設備」の要求事項を添付資料 1に示す。 

3.消火設備について

東海第二発電所において，原子炉の安全停止に必要な機器等に

火災が発生した場合に，火災を早期に消火するため，火災防護に

係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき，消火設備を

設置する。 

3.1消火設備の設置必要箇所の選定 

  火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」では，

火災時の煙の充満又は放射線の影響（以下「煙の充満等」とい

う。）により消火活動が困難となる場所に対する固定式消火設備

の設置及び「2.3火災の影響軽減」に基づく系統分離が必要な場

所に対する自動消火設備を要求している。 

  このことから，消火活動が困難となる場所及び系統分離に必

要となる場所への消火設備の設置要否を検討することとする。 

  原子炉の安全停止に必要な機器等が設置されている火災区域

又は火災区画(以下「火災区域(区画)」という。)については原

則煙の充満等により消火活動が困難となる場所として選定し，

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、

安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響

を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、

地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性

能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた

設計であること。

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計

であること。

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計

であること。

なお，「2.2.1 (2) 消火設備」の要求事項を添付資料１に示す。 

3. 消火設備について

島根原子力発電所２号炉において，原子炉の高温停止及び低温

停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器に火

災が発生した場合に，火災を早期に消火するため，火災防護に係

る審査基準の「2.2 火災の感知・消火」に基づき「消火設備」を

設置する。 

3.1. 消火設備の設置必要箇所の選定 

 火災防護に係る審査基準では，「2.2 火災の感知・消火」に

おいて，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難となる場所に対する固定式消火設備の設置及び「2.3 

火災の影響軽減」に基づく系統分離が必要な場所に対する自動

消火設備を要求している。 

 このことから，消火活動が困難となる場所及び系統分離に必

要となる場所への消火設備の設置要否を検討することとする。 

 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必

要な構築物，系統及び機器のうち，火災により安全機能が影響

を受ける設備が設置されている火災区域又は火災区画につい
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響を受ける設備を設置する火災区域又は火災区画については

原則煙の充満により消火活動が困難となる場所として選定

し，煙の影響が考えにくい火災区域又は火災区画については

「4.消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え方」

にて個別に検討する。 

系統分離については中央制御室床下フリーアクセスフロア

に関して，1 時間の耐火壁等による分離を行う設計としてい

ることから中央制御室からの手動操作が可能な固定式ガス消

火設備の設置を行う。 

なお，中央制御室床下フリーアクセスフロアについては異

なる 2 種類の火災感知器を設置すること，中央制御室内には

運転員が常駐することを踏まえると，手動操作による起動で

あっても自動起動と同等に早期の消火が可能であると考え

る。 

また，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

なる火災区域又は火災区画のうち，火災により安全機能へ影

響を及ぼすおそれが考えにくい火災区域又は火災区画につい

ては「5.火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えに

くい火災区域又は火災区画の考え方」にて個別に検討する。 

3.2．消火設備の概要 

3.2.1．全域ガス消火設備（新設） 

全域ガス消火設備は，火災防護に係る審査基準の「2.2 火

災の感知，消火」に基づき，火災発生時の煙の充満等によ

り消火が困難となる可能性も考慮し，原子炉の高温停止及

び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物,系統及

び機器のうち，火災により安全機能が影響を受ける設備を

設置する火災区域又は火災区画の早期の消火を目的として

設置する。 

具体的には，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持するために必要な構築物,系統及び機器のうち，火災に

より安全機能が影響を受ける設備を設置する場所であっ

て，火災発生時に煙の充満等により消火が困難となるとこ

ろに対しては，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感

知，消火」に基づき，自動又は中央制御室からの手動操作

により起動する「全域ガス消火設備」を設置する。全域ガ

「4.消火活動が困難となる火災区域(区画)の考え方」にて個別

に検討する。また，中央制御室は，消火困難とならない場所で

あるが，速やかな火災発生場所の特定を行うことから，固有の

信号を発する異なる種類の火災感知設備(煙感知器と熱感知器)

を設置する。 

3.2消火設備の概要 

3.2.1 ハロゲン化物自動消火設備（全域） 

 ハロゲン化物自動消火設備（全域）(添付資料1)は，火災

防護に係る審査基準「2.2 火災の感知，消火」に基づき，

火災時の煙の充満等により消火が困難となる可能性も考慮

し，原子炉の安全停止に必要な機器を設置する火災区域(区

画)の早期の消火を目的として設置する。 

具体的には，原子炉の安全停止に必要な機器等の設置場

所であって，火災時に煙の充満等により消火が困難となる

ところに対しては，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災

の感知，消火」に基づき，自動又は中央制御室からの手動

操作により起動する「ハロゲン化物自動消火設備（全域）」

を設置する。ハロゲン化物自動消火設備（全域）の概要を

添付資料 2 に，ハロゲン化物自動消火設備（全域）の耐震

ては，原則，煙の充満により消火活動が困難となる場所として

選定し，煙の影響が考えにくい火災区域又は火災区画について

は，「4. 消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え

方」にて個別に検討する。 

系統分離については，中央制御室及び補助盤室の床下のケ

ーブル処理室及び計算機室に関して，１時間の隔壁等による

分離を行う設計としていることから中央制御室からの手動操

作により早期の起動も可能な全域ガス消火設備の設置を行

う。 

なお，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

なる火災区域又は火災区画のうち，火災により安全機能へ影

響を及ぼすおそれが考えにくい火災区域又は火災区画につい

ては「5.火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えに

くい火災区域又は火災区画の考え方」にて個別に検討する。 

3.2. 消火設備の概要 

3.2.1. 全域ガス消火設備 

全域ガス消火設備は，火災防護に係る審査基準の「2.2 火

災の感知・消火」に基づき，火災時の煙の充満等により消

火が困難となる可能性も考慮し，原子炉の高温停止及び低

温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び

機器のうち，火災により安全機能が影響を受ける設備を設

置する火災区域又は火災区画の早期の消火を目的として設

置する。 

具体的には，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持するために必要な構築物，系統及び機器のうち，火災

により安全機能が影響を受ける設備を設置する場所であっ

て，火災時に煙の充満等により消火が困難となるところに

対しては，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知・

消火」に基づき，自動又は中央制御室からの手動操作によ

り起動する「全域ガス消火設備」を設置する。全域ガス消

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の中央制

御室制御盤床下構造は，

制御盤フロア下のケー

ブル処理室を通じて，ケ

ーブルを敷設する構造

である（以下，別添 1

資料 6-③の相違） 

・運用の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 6-②の相

違 

・運用の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 6-②の相

違 
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ス消火設備の概要を添付資料２に，全域ガス消火設備の耐

震設計を添付資料３に示す。 

設置に当たっては，火災の直接影響のみならず二次的影

響が安全機能を有する機器等に悪影響を及ぼさないような

設計とし，設置した火災区域に応じて，動的機器の単一故

障により機能を喪失することがないよう系統分離に応じた

独立性を備える設計とする。 

また，建屋内設備となることから低温（凍結），風水害

（風（台風））による影響は考えにくく，地震に対しては

添付資料３に示すとおりの耐震性を確保する設計とする。

その他の落雷，津波，竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の

影響，生物学的事象及び森林火災についても，建屋内に設

置されており影響は考えにくいが，機能が阻害される場合

は原因の除去又は早期取替え，復旧を図る設計とする。 

全域ガス消火設備は，機能に異常がないことを確認する

ため，消火設備の作動確認を実施する。 

また，全域ガス消火設備の設置に伴い，消火能力を維持

するため，自動ダンパの設置又は空調設備の手動停止によ

る消火剤の流出防止や，安全対策のための警報装置の設置

を行う。さらに，全域ガス消火設備起動時に扉が「開」状

態では消火剤が流出することから，扉を「閉」運用とする

よう手順等に定める。また，消火設備起動後には発電所内

に設置している避難誘導灯及び安全避難通路等により屋外

等の安全な場所へ避難することが可能である。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するため

に必要な構築物,系統及び機器のうち，火災により安全機能

が影響を受ける設備を設置する火災区域又は火災区画の全

域ガス消火設備は，外部電源喪失時にも電源が確保できる

よう，非常用電源から受電する。また，外部電源喪失時に

非常用ディーゼル発電機による非常用電源の供給が開始さ

れるまでの時間を考慮して 70 分以上の設備の動作に必要

な容量を有する内蔵型の蓄電池を設置する。 

全域ガス消火設備の動作に伴う人体及び機器への影響を

添付資料４に，狭隘な場所への消火剤（ハロン 1301 又は 

HFC-227ea）の有効性を添付資料５に，全域ガス消火設備の

消火能力を添付資料６に示す。 

設計を添付資料 3に示す。 

設置においては火災の直接影響のみならず二次的影響が

安全機能を有する機器等に悪影響を及ぼさないように設計

し，設置した火災区域に応じて，動的機器の単一故障によ

り機能を喪失することがないよう系統分離に応じた独立性

を備える設計とする。 

また，建屋内の設備となることから，凍結，風水害(風(台

風))による影響は考えにくく，地震に対しては添付資料 3

に示すとおりの耐震性を確保する設計とする。その他の津

波，洪水，竜巻，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災及び高潮についても建屋内に設置してお

り影響は考えにくいが，機能が阻害される場合は原因の除

去または早期取替，復旧を図る設計とする。 

ハロゲン化物自動消火設備（全域）は，機能に異常がな

いことを確認するため，消火設備の作動確認を実施する。 

 また，ハロゲン化物自動消火設備（全域）の設置に当た

っては，消火能力を維持するために，自動ダンパの設置ま

たは空調設備の手動停止による消火剤の流出防止，安全対

策のための警報装置を設置する。さらに，ハロゲン化物自

動消火設備（全域）起動時に扉が開状態では消火剤が流出

することから，扉を閉運用とするよう手順等に定める。ま

た，消火設備起動後には発電所内に設置している避難誘導

灯及び安全避難通路等により屋外等の安全な避難場所へ避

難することが可能である。 

 原子炉の安全停止に必要な機器等を設置する火災区域

(区画)のハロゲン化物自動消火設備（全域）は，外部電源

喪失時においても電源が確保できるよう，非常用電源から

受電する。また，外部電源喪失時に非常用ディーゼル発電

機による非常用電源の供給が開始されるまでの時間を考慮

して 70 分以上の設備の作動に必要な内蔵型の蓄電池を設

置する。 

  ハロゲン化物自動消火設備（全域）の動作に伴う人体及

び機器への影響を添付資料4に，狭隘な場所への消火剤（ハ

ロン1301）の有効性を添付資料5に，ハロゲン化物自動消火

設備（全域）の消火能力を添付資料6に示す。 

火設備の概要を添付資料２に，全域ガス消火設備の耐震設

計を添付資料３に示す。 

設置にあたっては，火災の直接影響のみならず二次的影

響が安全機能を有する機器等に悪影響を及ぼさないような

設計とし，設置した火災区域に応じて，動的機器の単一故

障により，機能を喪失することがないよう系統分離に応じ

た独立性を備える設計とする。 

また，建物内設備となることから，凍結，風水害（風（台

風））による影響は考えにくく，地震に対しては添付資料

３に示すとおりの耐震性を確保する設計とする。その他の

落雷，津波，竜巻，降水，積雪，地滑り・土石流，火山の

影響，生物学的事象及び森林火災についても建物内に設置

されており影響は考えにくいが，機能が阻害される場合は，

原因の除去又は早期取替え，復旧を図る設計とする。 

全域ガス消火設備は，機能に異常がないことを確認する

ため，消火設備の作動確認を実施する。 

また，全域ガス消火設備の設置に伴い，消火能力を維持

するため，自動ダンパの設置又は空調設備の手動停止によ

る消火剤の流出防止や安全対策のための警報装置の設置を

行う。さらに，全域ガス消火設備起動時に扉が「開」状態

では消火剤が流出することから，扉を「閉」運用とするよ

う手順等に定める。また，消火設備起動後には，発電所内

に設置している避難誘導灯及び安全避難通路等により屋外

等の安全な場所へ避難することが可能である。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するため

に必要な構築物，系統及び機器のうち，火災により安全機

能が影響を受ける設備を設置する火災区域又は火災区画の

全域ガス消火設備は，外部電源喪失時にも電源が確保でき

るよう，非常用電源から受電する。また，外部電源喪失時

に非常用ディーゼル発電機による非常用電源の供給が開始

されるまでの時間を考慮して70分以上の設備の動作に必要

な容量を有する内蔵型の蓄電池を設置する。 

全域ガス消火設備の動作に伴う人体及び機器への影響を

添付資料４に，狭隘な場所への消火剤（ハロン1301）の有

効性を添付資料５に，全域ガス消火設備の消火能力を添付

資料６に示す。 

・事象の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

想定する自然現象が

異なる（以下，別添 1

資料 6-④の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉はハロン

859



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所２号炉  備考 

なお,添付資料４に示すように全域ガス消火設備の動作

に伴う人体への影響はないが，保守的に全域ガス消火設備

の動作時に退避警報を発する設計とする。 

 

 

3.2.2．二酸化炭素消火設備（既設） 

油火災が想定される非常用ディーゼル発電機室・非常用デ

ィーゼル発電機燃料デイタンク室については，全域自動放出

方式の二酸化炭素消火設備を設置し，当該室に必要な消火剤

（6 号炉：約 1,071kg，7 号炉：約 955.7kg(A 系を代表とし

て記載)）に対して十分な消火剤（6 号炉：約 1,080kg，7 号

炉：約 1,080kg(A系を代表として記載)）を有する設計とす

る。非常用ディーゼル発電機室用の二酸化炭素消火設備の概

要を添付資料７に示し，二酸化炭素消火設備の耐震設計を添

付資料３に示す。 

二酸化炭素消火設備は，機能に異常がないことを確認する

ため，消火設備の作動確認を実施する。 

二酸化炭素消火設備の消火に用いる二酸化炭素は不活性で

あるため機器への影響はないが，その濃度は人体に影響を与

えることから，二酸化炭素消火設備の作動前には，職員等の

退出ができるように警報を吹鳴し，20 秒以上の時間遅れをも

って二酸化炭素を放出する設計とする。また，二酸化炭素消

火設備については，設備起動時に扉が「開」状態では消火剤

が流出することから，扉を「閉」運用とするよう手順等に定

める。さらに，起動時の二酸化炭素の人体への影響を考慮し，

入退室の管理を行う設計とする。 

なお，本設備は，消防法施行規則第十九条「不活性ガス消

火設備に関する基準」に基づき設置する。 

 

 

 

 

 

3.2.3．局所ガス消火設備（新設） 

局所ガス消火設備は，火災防護に係る審査基準の「2.2 火

災の感知，消火」に基づき，火災発生時の煙の充満等により

    なお，添付資料4に示すとおりハロゲン化物自動消火設備

（全域）の動作に伴う人体への影響はないが，人身安全を

考慮しハロゲン化物自動消火設備（全域）の動作時に退避

警報を発する設計とする。 

 

3.2.2 二酸化炭素自動消火設備（全域） 

    油火災が想定される非常用ディーゼル発電機室，非常用

ディーゼル発電機燃料デイタンク室には，全域自動放出方

式の二酸化炭素自動消火設備（全域）を設置し，当該室に

必要な消火剤（約 2,469kg（代表として非常用ディーゼル

発電機室 2C 室を記載）に対して十分な消火剤（約

2,475kg(代表として非常用ディーゼル発電機室 2C 室を記

載)）を有する設計とする。二酸化炭素自動消火設備（全域）

の概要を添付資料 7 に示し，二酸化炭素自動消火設備（全

域）の耐震設計を添付資料 3に示す。 

    二酸化炭素自動消火設備（全域）は，機能に異常がない

ことを確認するため，消火設備の作動確認を実施する。 

    また，二酸化炭素自動消火設備（全域）に用いる二酸化

炭素は不活性であり，機器への影響はないが，人体に対す

る影響があるため，二酸化炭素自動消火設備（全域）が作

動する前に人員の退避が重要であることから，警報を発す

る設計とする。さらに，二酸化炭素自動消火設備（全域）

起動時に扉が開状態では消火剤が流出することから，扉を

閉運用とするよう手順等に定める。 

    なお，二酸化炭素自動消火設備（全域）は，消防法施行

規則第十九条「不活性ガス消火設備に関する基準」に基づ

き設置する。二酸化炭素自動消火設備（全域）は，外部電

源喪失時においても電源が確保できるよう，非常用電源か

ら受電する。また，外部電源喪失時に非常用ディーゼル発

電機による非常用電源の供給が開始されるまでの時間を考

慮して 70 分以上の設備の作動に必要な内蔵型の蓄電池を

設置する。 

 

3.2.3ハロゲン化物自動消火設備（局所） 

    ハロゲン化物自動消火設備（局所）は，火災防護に係る

審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき，火災時の

なお，添付資料４に示すように全域ガス消火設備の動作

に伴う人体への影響はないが，人身安全を考慮し全域ガス

消火設備の動作時に退避警報を発する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. 局所ガス消火設備 

局所ガス消火設備は，火災発生時の煙の充満等により消

火が困難となる可能性も考慮し，原子炉の高温停止及び低

1301 のみを使用してい

る（以下，別添 1 資料

6-⑤の相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉は安全機

能を有する機器等を設

置するエリアに対して

二酸化炭素消火設備を

配備していない 
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消火が困難となる可能性も考慮し，原子炉の高温停止及び低

温停止を達成し，維持するために必要な構築物,系統及び機器

のうち，火災により安全機能が影響を受ける設備を設置する

原子炉建屋通路部の早期の消火を目的として設置する。（添

付資料 11） 

具体的には，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維

持するために必要な構築物,系統及び機器のうち，火災により

安全機能が影響を受ける設備を設置する原子炉建屋通路部の

油内包機器，ケーブルトレイ，電源盤，制御盤等のうち，火

災発生時に煙の充満により消火が困難となる可能性があるも

のに対しては，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，

消火」に基づき，自動又は中央制御室からの手動操作により

起動する「局所ガス消火設備」を設置する。 

局所ガス消火設備の概要を添付資料２に，局所ガス消火設

備の耐震設計を添付資料３に示す。設置に当たっては火災の

直接影響のみならず二次的影響が安全機能を有する機器等に

悪影響を及ぼさないような設計とする。 

また，建屋内設備となることから低温（凍結），風水害（風

（台風））による影響は考えにくく，地震に対しては添付資

料３に示すとおりの耐震性を確保する設計とする。その他の

落雷，津波，竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の影響，生物

学的事象及び森林火災についても，建屋内に設置されており

影響は考えにくいが，機能が阻害される場合は原因の除去又

は早期取替え，復旧を図る設計とする。 

局所ガス消火設備は，機能に異常がないことを確認するた

め，消火設備の作動確認を実施する。 

また，局所ガス消火設備の対象に応じて周囲にガスの影響

が及ぶ場合は，安全対策のための警報装置の設置を行う。ま

た，外部電源喪失時にも固定式消火設備が動作できるよう，

非常用電源からの受電又は電源不要の構成とする。さらに，

動作に電源が必要な場合は，外部電源喪失時に非常用ディー

ゼル発電機による非常用電源の供給が開始されるまでの時間

を考慮して 70 分以上の設備の動作に必要な容量をもった内

蔵型の蓄電池を設置する。 

局所ガス消火設備の動作に伴う人体及び機器への影響を添

煙の充満等により消火が困難となる可能性も考慮し，原子

炉の安全停止に必要な機器等が設置される原子炉建屋通路

部の早期の消火を目的として設置する。(添付資料 11) 

 具体的には，原子炉の安全停止に必要な機器等が設置さ

れる原子炉建屋通路部の油内包機器，ケーブルトレイ，電

源盤，制御盤等のうち，火災時に煙の充満等により消火が

困難となる可能性があるものに対しては，火災防護に係る

審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき，自動又は

中央制御室からの手動操作により起動するハロゲン化物自

動消火設備（局所）を設置する。ハロゲン化物自動消火設

備（局所）の概要を添付資料 2 に，ハロゲン化物自動消火

設備（局所）の耐震設計を添付資料 3 に示す。設置におい

ては，火災の直接影響のみならず二次的影響が安全機能を

有する機器等に悪影響をおよぼさないような設計とする。

また，建屋内の設備となることから，凍結，風水害からの

影響は考えにくく，地震に対しては添付資料 3 に示すとお

りの耐震性を確保する設計とする。その他津波，洪水，竜

巻，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び高潮についても建屋内に設置することから影響は

考えにくいが，機能が阻害される場合は原因の除去または

早期取替，復旧を図る設計とする。 

ハロゲン化物自動消火設備（局所）は，機能に異常がな

いことを確認するため，消火設備の作動確認を実施する。 

 また，ハロゲン化物自動消火設備（局所）の対象に応じ

て周囲にガスの影響がおよぶ場合は，安全対策のための警

報装置を設置する。また，外部電源喪失時にもハロゲン化

物自動消火設備（局所）が動作できるように，非常用電源

からの受電または電源不要の構成とする。さらに，動作に

電源が必要な場合は消防法に準拠するとともに，外部電源

喪失時に非常用ディーゼル発電機による非常用電源の供給

が開始されるまでの時間を考慮して 70 分以上の設備の作

動に必要な容量を有する内蔵型の蓄電池を設置する。 

ハロゲン化物自動消火設備（局所）の動作に伴う人体及

温停止を達成し，維持するために必要な構築物,系統及び機

器のうち，火災により安全機能が影響を受ける設備を設置

する原子炉建物オペレーティングフロアの早期の消火を目

的として設置する。（添付資料10） 

具体的には，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持するために必要な構築物,系統及び機器のうち，火災に

より安全機能が影響を受ける設備を設置する原子炉建物オ

ペレーティングフロアのケーブルトレイに対して，火災防

護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき，

自動起動又は現場での手動操作により起動する「局所ガス

消火設備」を設置する。 

局所ガス消火設備の概要を添付資料２に，局所ガス消火

設備の耐震設計を添付資料３に示す。設置にあたっては火

災の直接影響のみならず二次的影響が安全機能を有する機

器等に悪影響を及ぼさないような設計とする。 

また，建物内設備となることから，凍結，風水害（風（台

風））による影響は考えにくく，地震に対しては添付資料

３に示すとおりの耐震性を確保する設計とする。その他の

落雷，津波，竜巻，降水，積雪，地滑り・土石流，火山の

影響，生物学的事象及び森林火災についても，建物内に設

置されており影響は考えにくいが，機能が阻害される場合

は原因の除去又は早期取替え，復旧を図る設計とする。 

局所ガス消火設備は，機能に異常がないことを確認する

ため，消火設備の作動確認を実施する。 

また，局所ガス消火設備の対象に応じて周囲にガスの影

響が及ぶ場合は，安全対策のための警報装置の設置を行う。

また，外部電源喪失時にも固定式消火設備が動作できるよ

う，電源不要の構成とする。 

局所ガス消火設備の動作に伴う人体及び機器への影響を

島根 2 号炉は火災区

域又は火災区画の可燃

物量を考慮し，原子炉建

物オペレーティングフ

ロアのケーブルトレイ

に対して，局所ガス消火

設備（センサーチューブ

方式）を設置する 

・事象の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 6-④の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の局所ガ

ス消火設備は，センサー

チューブ方式であり，電

源不要の設計とする 
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付資料４に，狭隘な場所への消火剤（ハロン 1301 又は 

FK-5-1-12）の有効性を添付資料５に，局所ガス消火設備の消

火能力を添付資料６に示す。 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における，各固定

式消火設備の消火剤の必要容量を添付資料８に示す。また，

3.2.1．及び 3.2.2．で述べた固定式消火設備の配置図につい

ては，８条-別添 1-資料３の添付資料２に示す。 

以上により，消火活動が困難となるおそれがある火災区域

又は火災区画に対して，自動又は中央制御室からの手動操作

により起動する固定式消火設備を設置し，必要な消火剤の容

量を確保すること，系統分離に応じた独立性を有する設計と

すること，火災の二次的影響を考慮した設計とすること，外

部電源喪失時にも機能を失わないような設計とすること，故

障警報を中央制御室に吹鳴する設計とすること，作動前に警

報を吹鳴させる設計とすること，屋内設置により凍結，風水

害等に対して消火設備の性能が著しく阻害されるものではな

いこと，安全機能を有する機器等の耐震クラスに応じて耐震

性を確保すること，消火剤の種類は誤動作時の安全機能への

影響を考慮して選定していることから，火災防護に係る審査

基準に適合するものと考える。 

3.2.4．消火器及び水消火設備について（既設） 

火災発生時にすべての火災区域又は火災区画の消火が早

期に行えるよう，消火器，消火栓を配置する。優先的な水消

火設備の使用が想定される火災区域にあっては，消火水によ

る安全機能への影響を考慮し，必要な対策を講じる設計とす

る。 

水消火設備のうち，水源のろ過水タンクについては，供給

先である屋内消火栓並びに屋外消火栓に関し 2時間以上の

放水に必要な水量（120㎥）に対して十分な水量（No.3 ろ

過水タンク約 1,000 ㎥，No.4 ろ過水タンク約 1,000 ㎥）

を確保している。これは 5 号，6 号及び 7 号炉の共用を考

び機器への影響を添付資料 4に，狭隘な場所への消火剤(ハ

ロン 1301 または FK-5-1-12)の有効性を添付資料 5 に，ハ

ロゲン化物自動消火設備（局所）の消火能力を添付資料 6

に示す。 

 東海第二発電所における各固定式消火設備の消火剤の必

要容量を添付資料 8に示す。 

 以上より，消火活動が困難となるおそれがある火災区域

(区画)に対して自動又は中央制御室からの手動操作により

起動する固定式消火設備を設置し，必要な消火剤の容量を

確保すること，系統分離に応じた独立性を有する設計とす

ること，火災の二次的影響を考慮した設計※とすること，

外部電源喪失時にも機能を失わないような設計とするこ

と，故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とすること，作

動前に警報を吹鳴させる設計とすること，屋内設置により

凍結，風水害等に対して消火設備の性能が著しく阻害され

るものではないこと，安全機能を有する機器等の耐震クラ

スに応じて耐震性を確保すること，消火剤の種類は誤動作

時の安全機能への影響を考慮して選定していることから，

火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 

※一般高圧ガス保安規則第五十五条第十三号に規定され

ている許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容

圧力以下に戻すことができる安全弁等 

3.2.4 消火器及び水消火設備について 

火災時にすべての火災区域(区画)の消火が早期に行える

よう，消火器，消火栓を配置する。優先的な水消火設備の

使用が想定される火災区域にあっては，消火水による安全

機能への影響を考慮し，必要な対策を講じる設計とする。 

消火用水供給系の水源の供給先は，屋内，屋外の各消火

栓である。屋内，屋外の消火栓については，消防法施行令

第十一条(屋内消火栓設備に関する基準)，屋外消火栓は消

防法施行令第十九条(屋外消火栓設備に関する基準)を満足

するよう，2 時間の最大放水量(120m3)を確保する設計とす

添付資料４に，狭隘な場所への消火剤（FK-5-1-12）の有効

性を添付資料５に，局所ガス消火設備の消火能力を添付資

料６に示す。 

島根原子力発電所２号炉における，各固定式消火設備の

消火剤の必要容量を添付資料７に示す。また，3.2.1.で述

べた固定式消火設備の配置図については，８条-別添１-資

料３の添付資料２に示す。 

以上により，消火活動が困難となるおそれがある火災区

域又は火災区画に対して，自動又は現場での手動操作によ

り起動する固定式消火設備を設置し，必要な消火剤の容量

を確保すること，系統分離に応じた独立性を有する設計と

すること，火災の二次的影響を考慮した設計とすること，

外部電源喪失時にも機能を失わないような設計とするこ

と，故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とすること，作

動前に警報を吹鳴させる設計とすること，屋内設置により

凍結，風水害等に対して消火設備の性能が著しく阻害され

るものではないこと，安全機能を有する機器等の耐震クラ

スに応じて耐震性を確保すること，消火剤の種類は誤動作

時の安全機能への影響を考慮して選定していることから，

火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 

3.2.3. 消火器及び水消火設備について 

火災発生時にすべての火災区域又は火災区画の消火が早

期に行えるよう，消火器，消火栓及び消火活動範囲を踏ま

えた必要数量の消火ホースを配置する。優先的な水消火設

備の使用が想定される火災区域にあっては，消火水による

安全機能への影響を考慮し，必要な対策を講じる設計とす

る。 

・設備の相違

島根 2 号炉は火災区域

又は火災区画の可燃物

量を考慮し，原子炉建物

オペレーティングフロ

アのケーブルトレイに

対して，局所ガス消火設

備（センサーチューブ方

式）を設置する 

・記載箇所の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島 根 2 号 炉 は ，

3.2.3(1)以降に記載 
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慮した場合に必要となる 360 ㎥に対しても十分な容量であ

る。なお，水消火設備に必要な消火水の容量について，屋内

消火栓は消防法施行令第十一条，屋外消火栓は消防法施行令

第十九条に基づき算出した容量とする。 

また，消火ポンプについては電動機駆動消火ポンプ，ディ

ーゼル駆動消火ポンプ（定格流量 2,950 L /min）を各１台

以上有し，多様性を備えている。ポンプ容量については消防

法施行規則にて要求される屋内消火栓並びに屋外消火栓の

必要流量（150 L /min×2 台＋400 L/min×2 台＝1,100 L 

/min）に対して十分な容量を有しており，設置場所について

も風水害に対して性能を著しく阻害されないよう止水対策

を施した建屋に設置する。 

・消防法施行令第十一条の要求

屋内消火栓必要水量 ＝ ２（個の消火栓）×130 l/min

×２時間 

＝ 31.2m3 

・消防法施行令第十九条の要求

屋外消火栓必要水量  ＝２（個の消火栓）×350 l/min

×２時間 

＝ 84.0m3 

したがって，水消火設備に必要な消火水の容量，2 時間以

上の放水量は，屋内及び屋外消火栓必要水量の総和 31.2m3＋

84.0m3＝115.2m3≒120m3 となる。 

る。 

消火ポンプについては，電動機駆動消火ポンプ

(227m3/h)，ディーゼル駆動消火ポンプ(261m3/h)を 1台ずつ

有し，多様性を備える。ポンプ容量については消防法施行

令にて要求される屋内消火栓並びに屋外消火栓の必要流量

(130ℓ/min×2 台＋350ℓ/min×2 台＝960ℓ/min)に対して十

分な容量を有しており，設置場所についても風水害に対し

て性能を著しく阻害されないよう止水対策を施した建屋に

設置する。 

a. 消防法施行令第十一条要求

屋内消火栓必要水量 = 2箇所(消火栓)×130ℓ/min×2時間

= 31.2m3 

b. 消防法施行令第十九条

屋外消火栓必要水量 = 2箇所(消火栓)×350ℓ/min×2時間

= 84.0m3 

  屋内消火栓並びに屋外消火栓について，2時間の放水に必要

な水量の総和は以下のとおりである。 

屋内消火栓 31.2m3 + 屋外消火栓 84.0 m3 = 115.2m3

≒120m3

なお，屋内消火栓並びに屋外消火栓は東海発電所と一部共用

しているため，万一，東海発電所，東海第二発電所においてそ

れぞれ単一の火災が同時に発生し，消火栓による放水を実施し

た場合に必要となる量は以下の通りである。 

東海発電所：屋内消火栓 31.2m３ + 屋外消火栓 84.0m３ 

= 115.2m３ 

東海第二発電所：屋内消火栓 31.2m３ + 屋外消火栓 84.0m３ 

= 115.2m３ 

東海発電所 115.2m３ + 東海第二発電所 115.2m３ = 230.4m３ 

≒ 240m３ 

なお，水消火設備に必要な消火水の容量について，屋内

消火栓は消防法施行令第十一条，屋外消火栓は消防法施行

令第十九条に基づき算出した容量とする。 

・消防法施行令第十一条の要求

屋内消火栓必要水量 ＝ ２（個の消火栓）×130

L/min×２時間 

＝ 31.2m3 

・消防法施行令第十九条の要求

屋外消火栓必要水量  ＝２（個の消火栓）×350

L/min×２時間 

＝ 84.0m3 

従って，屋内消火栓及び屋外消火栓水消火設備に必要な，

２時間以上の必要水量は，31.2m3＋84.0m3 ＝ 115.2m3 ≒120m3

となる。 

・記載箇所の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島 根 2 号 炉 は ，

3.2.3(1)以降に記載 

・設備の相違

【東海第二】 

消火栓の必要流量が

異なる 
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（1）２号炉廻り消火系 

水消火設備のうち，水源の補助消火水槽については，供

給先である屋内消火栓並びに屋外消火栓に関し２時間以上

の放水に必要な水量（120㎥）に対して十分な水量（A-補助

消火水槽：約200㎥，B-補助消火水槽：約200㎥）を確保し

ている。 

また，消火ポンプについては電動機駆動消火ポンプ（定

格容量1,200 L/min）を２台有し，多重性を備えている。ポ

ンプの容量については，消防法施行規則にて要求される屋

内消火栓並びに屋外消火栓の必要流量（150 L/min×２台＋

400 L/min×２台 = 1,100 L/min）に対して十分な容量を有

しており，設置場所についても風水害に対して性能を著し

く阻害されないよう止水対策を施した建物に設置する。（第

６-１図）

第６-１図 ２号炉廻り消火系の概要 

（2）44m盤消火系

水消火設備のうち，水源の44m盤消火タンクについては，

供給先である屋内消火栓並びに屋外消火栓に関し２時間以

上の放水に必要な水量（120㎥）に対して十分な水量（A-44m

盤消火タンク：約150㎥，B-44m盤消火タンク：約150㎥）を

確保している。 

また，消火ポンプについては電動機駆動消火ポンプ（定

格容量1,170 L/min）を２台有し，多重性を備えている。ポ

ンプの容量については，消防法施行規則にて要求される屋

内消火栓並びに屋外消火栓の必要流量（150 L/min×２台＋

400 L/min×２台 = 1,100 L/min）に対して十分な容量を有

しており，設置場所についても風水害に対して性能を著し

く阻害されないよう止水対策を施した建物に設置する。（第

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，多重性

の観点で水源及び消火

ポンプを設置する設計

としている（以下，別添

1資料 6-⑥の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 6-⑥の相

違 
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６-２図）

第６-２図 44m盤消火系の概要 

（3）45ｍ盤消火系

水消火設備のうち，水源の45ｍ盤消火タンクについては，

供給先である屋外消火栓に関し２時間以上の放水に必要な

水量（84㎥）に対して十分な水量（A-45ｍ盤消火タンク：

約150㎥，B-45ｍ盤消火タンク：約150㎥）を確保している。 

また，消火ポンプについては電動機駆動消火ポンプ（定

格容量840 L/min）を２台有し，多重性を備えている。ポン

プの容量については，消防法施行規則にて要求される屋外

消火栓の必要流量（400 L/min×２台 = 800 L/min）に対し

て十分な容量を有しており，設置場所についても風水害に

対して性能を著しく阻害されないよう止水対策を施した建

物に設置する。（第６-３図） 

第６-３図 45m盤消火系の概要 

（4）サイトバンカ建物消火系 

水消火設備のうち，水源のサイトバンカ建物消火タンク

については，供給先である屋内消火栓に関し２時間以上の

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 6-⑥の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
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放水に必要な水量（31.2m3）に対して十分な水量（A-サイ

トバンカ建物消火タンク：約45㎥，B-サイトバンカ建物消

火タンク：約45㎥）を確保している。 

また，消火ポンプについては電動機駆動消火ポンプ（定

格容量340 L/min）を２台有し，多重性を備えている。ポン

プの容量については，消防法施行規則にて要求される屋内

消火栓の必要流量（150 L/min×２台= 300 L/min）に対し

て十分な容量を有しており，設置場所についても風水害に

対して性能を著しく阻害されないよう止水対策を施した建

物に設置する。（第６-４図） 

第６-４図 サイトバンカ建物消火系の概要 

（5）50m盤消火系

水消火設備のうち，水源の50ｍ盤消火タンクについては，

供給先である屋外消火栓に関し２時間以上の放水に必要な

水量（84㎥）に対して十分な水量（A-50ｍ盤消火タンク：

約150㎥，B-50ｍ盤消火タンク：約150㎥）を確保している。 

また，消火ポンプについては電動機駆動消火ポンプ（定

格容量1,170 L/min）を２台有し，多重性を備えている。ポ

ンプの容量については，消防法施行規則にて要求される屋

外消火栓の必要流量（400 L/min×２台 = 800 L/min）に対

して十分な容量を有しており，設置場所についても風水害

に対して性能を著しく阻害されないよう止水対策を施した

建物に設置する。（第６-５図） 

別添 1 資料 6-⑥の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 6-⑥の相

違 
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また，水消火設備の耐震クラスについては，これまで耐震 

C クラスとして整理されているが，火災防護に係る審査基準

において消火設備に対して地震等の自然現象によっても消

火の機能，性能が維持される設計であることが求められる。

消火設備については安全機能を有する構築物，系統及び機器

を火災から防護することを目的として，それらが設置される

火災区域又は火災区画に基づき対策を講じるものであるこ

とから，安全機能を有する火災区域又は火災区画内において

 水消火設備の耐震クラスは，これまで耐震Cクラスとして

整理されているが，火災防護に係る審査基準において消火設

備に対して地震等の自然現象によっても消火の機能，性能が

維持される設計であることが求められる。消火設備について

は安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防護す

ることを目的として，それが設置される火災区域に基づき対

策を講じるものであることから，安全機能を有する火災区域

内において防護対象機器の耐震クラスに応じた消火設備の

第６-５図 50m盤消火系の概要 

その他，消防法に基づいたろ過水タンク（１号：約3,000㎥，

２号：約3,000㎥）を水源とする既存消火系を有しており，２号

炉廻り消火系のバックアップが可能となる設計としている。ま

た，変圧器消火水槽（約220㎥）を水源とする消火系を設置して

いる。（第６-６図） 

第６-６図 消火系の水源の供給範囲概要図 

 また，水消火設備の耐震クラスについては，これまで耐震

Ｃクラスとして整理されているが，火災防護に係る審査基準

において消火設備に対して地震等の自然現象によっても消

火の機能，性能が維持される設計であることが求められる。

消火設備については安全機能を有する構築物，系統及び機器

を火災から防護することを目的として，それらが設置される

火災区域又は火災区画に基づき対策を講じるものであるこ

とから，安全機能を有する火災区域又は火災区画内において

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 6-⑥の相
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防護対象機器の耐震クラスに応じた消火設備の耐震性が確

保されているか確認し，水消火設備の耐震クラスを以下のと

おり設定する。 

資料２並びに資料９にて選定した安全機能を有する火災

防護対象機器及び火災防護対象ケーブルが設置される火災

区域又は火災区画については Ss 機能維持された全域の固

定式消火設備の設置を行うことから，耐震 S クラスの防護

対象機器に対して耐震クラスに応じた消火機能が確保さ

れ，地震後に火災区域又は火災区画内の消火機能が失われ

ることはない（資料３添付資料２）。一部の火災区域又は

火災区画については内包する可燃物量（火災の発生・延焼

が考えにくい弁のグリス・計装ラック，金属筐体に覆われ

た分電盤等を除く）について 1,000MJ，等価火災時間 0.1 時

間を基準として設け，現場の詳細な調査の上，いずれの可

燃物についても金属製筐体に覆われ，煙が充満しにくく，

可燃物間の相互の延焼防止が図られ大規模な火災や煙が発

生しにくい環境であることを確認し，手動消火活動が可能

な火災区域又は火災区画と整理し全域の固定式消火設備を

設けていない。しかしながら，内包する可燃物に対して十

分な消火機能を有する消火器を設置すること，これらの消

火器については基準地震動に対して転倒，破損等しないよ

う固縛を行うとともに地震により機能が失われないことを

加振試験により確認する。よって，これらの火災区域又は

火災区画においても，地震後も消火器により消火可能であ

ることから耐震クラスに応じた消火機能が確保される。 

なお，地震後の手動消火活動への影響を考慮すると，低

耐震クラスの油内包機器からの油漏えい火災又は電源盤か

らの火災発生が考えられる。安全機能を有する火災区域又

は火災区画＊のうち，固定式消火設備を設けない火災区域

又は火災区画とそれらの火災区域又は火災区画に設置され

た低耐震クラス機器について添付資料９に示す。 

添付資料９に示すとおり低耐震クラス機器については，

以下のとおり分類され，また火災による安全機能への影響

を考慮し，耐震性の 確保を行うことから消火器による手動

消火に影響を与えないと考える。 

耐震性を確保する。 

資料2並びに資料9で選定した安全機能を有する火災防護

対象機器が設置される火災区域（区画）については，当該設

備の破損によって上位クラスの機器に影響を及ぼさないよ

う，Ss機能維持された固定式ガス消火設備及び水消火設備を

設置する。一部の火災区域（区画）については，内包する可

燃物量(火災の発生・延焼が考えにくい弁のグリス・計装ラ

ック，金属筐体に覆われた分電盤等を除く)について

1,000MJ，等価火災時間0.1時間を基準として設け，現場の

詳細な調査の上，いずれの可燃物についても金属製筐体に覆

われ，煙が充満しにくく，可燃物間の相互の延焼防止が図ら

れ大規模な火災や煙が発生しにくい環境であることを確認

し，手動消火活動が可能な火災区域(区画)と整理し消火器に

て消火活動を行う設計とする。また，消火器ついては，基準

地震動に対して転倒，破損等しないよう固縛を行うものとす

る。添付資料9に配置を示す。 

なお，地震後の手動消火活動への影響を考慮すると，低耐

震クラスの油内包機器からの油漏えい火災または電源盤か

らの火災発生が考えられる。安全機能を有する火災区域※の

うち，固定式消火設備を設けない火災区域（区画）とそれら

の火災区域（区画）に設置された低耐震クラス機器について

は，以下のとおり分類される。 

防護対象機器の耐震クラスに応じた消火設備の耐震性が確

保されているか確認し，水消火設備の耐震クラスを以下のと

おり設定する。 

資料２並びに資料９にて選定した安全機能を有する火災

防護対象機器及び火災防護対象ケーブルが設置される火災

区域又は火災区画についてはＳｓ機能維持された全域の固

定式消火設備の設置を行うことから，耐震Ｓクラスの防護

対象機器に対して耐震クラスに応じた消火機能が確保さ

れ，地震後に火災区域又は火災区画内の消火機能が失われ

ることはない（資料３添付資料２）。一部の火災区域又は

火災区画については内包する可燃物量（火災の発生・延焼

が考えにくい弁のグリス・計装ラック，金属筐体に覆われ

た分電盤等を除く）について1,000MJ，等価火災時間0.1 時

間を基準として設け，現場の詳細な調査の上，いずれの可

燃物についても金属製筐体に覆われ，煙が充満しにくく，

可燃物間の相互の延焼防止が図られ大規模な火災や煙が発

生しにくい環境であることを確認し，手動消火活動が可能

な火災区域又は火災区画と整理し全域の固定式消火設備を

設けていない。しかしながら，内包する可燃物に対して十

分な消火機能を有する消火器を設置すること，これらの消

火器については基準地震動に対して転倒，破損等しないよ

う固縛を行うとともに地震により機能が失われないことを

加振試験により確認する。よって，これらの火災区域又は

火災区画においても，地震後も消火器により消火可能であ

ることから耐震クラスに応じた消火機能が確保される。 

なお，地震後の手動消火活動への影響を考慮すると，低

耐震クラスの油内包機器からの油漏えい火災又は電源盤か

らの火災発生が考えられる。安全機能を有する火災区域又

は火災区画※のうち，固定式消火設備を設けない火災区域又

は火災区画とそれらの火災区域又は火災区画に設置された

低耐震クラス機器について添付資料８に示す。 

添付資料８に示すとおり，低耐震クラス機器については，

以下のとおり分類され，また，火災による安全機能への影

響を考慮し，耐震性の確保を行うことから消火器による手

動消火に影響を与えないと考える。 

・設備の相違

【東海第二】 
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維持の全域ガス消火設

備で消火する設計とし
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① 可燃物量が特に大きく，通常時に発火の可能性が否定

できないことから Ss 機能維持された局所固定式消火

設備の設置対象としている機器

② 金属筐体に覆われ，外部への影響が考えにくく，可燃

物量が少ない機器であることから消火器による手動消

火が可能な機器

③ 使用時のみ電源を入れ，使用中の発火の際は周囲の作

業員により初期消火活動が可能な機器

＊リスト上は重大事故等対処設備を有する火災区域又は火災区画

を含む 

よって，固定式消火設備を設置しない火災区域又は火災区

画について，地震後も消火器による手動消火活動が可能と考

えることから消火機能が維持される。また，屋外の軽油タン

クに対しては移動式消火設備を基準地震動 Ss に対して転

倒しない設計とすることから，消火機能が維持される。 

以上より，地震後も固定式消火設備，消火器，移動式消火

設備により安全機能を有する各火災区域又は火災区画の消

火の機能が維持され（第 6-1 図），安全機能を有する構築

物，系統及び機器に影響を与えることはないことを確認し

た。 

よって，水消火設備について水源・ポンプも含めて耐震 C 

クラス設計とする。

ただし，消火配管は，地震時における地盤変位対策として，

消火配管の建屋接続部には機械式継手を採用しないことと

し，消火配管の地上化及びトレンチ内設置並びに給水接続口

の設置を考慮した設計とし，原子炉建屋，タービン建屋内で

は消火配管の破断等が生じない設計とする。また，消火配管

が屋外設置であることを踏まえ，保温材の取付けや不凍式消

火栓の採用といった凍結防止を図る設計とする。 

①可燃物量が特に大きく，通常時に発火の可能性が否定で

きないことからSs機能維持されたハロゲン化物自動消

火設備（局所）の設置対象としている機器

②金属筐体に覆われ，外部への影響が考えにくく，可燃物

量が少ない機器であることから消火器による手動消火

が可能な機器

③使用時のみ電源を入れ，使用中の発火の際は周囲の作業

員により初期消火活動が可能な機器

※リスト上は重大事故等対処施設を有する火災区域を含む

よって，固定式消火設備を設置しない火災区域について，

地震後も消火器による手動消火活動が可能と考えることか

ら消火機能が維持される。 

以上より地震後も固定式消火設備，消火器，移動式消火設

備により安全機能を有する各火災区域の消火の機能が維持

され(第6-1図)，安全機能を有する構築物，系統及び機器に

影響を与えることはないことを確認した。 

よって，水消火設備について水源・ポンプも含めて耐震C

クラス設計とする。

ただし，消火配管は，地震時における地盤変位対策として，

水消火配管のレイアウト，配管の曲げ加工や配管支持長さか

らフレキシビリティを考慮した配置とすることで，地盤変位

による変形を配管系統全体で吸収する設計とする。また,消

火配管が屋外に設置されることも踏まえ，保温材の取付け

や，消火栓内部に水が溜まらないような自動排水機構を有す

る消火栓の採用といった凍結防止を図る設計とする。 

①可燃物量が特に大きく，通常時に発火の可能性が否定で

きないことからＳｓ機能維持された局所固定式消火設

備の設置対象としている機器

 ②金属筐体に覆われ，外部への影響が考えにくく，可燃物

量が少ない機器であることから，消火器による手動消火

が可能な機器 

 ③使用時のみ電源を入れ，使用中の発火の際は周囲の作業

員により初期消火活動が可能な機器 

 ④屋外の火災区域又は火災区画に設置されており，移動式

消火設備による消火活動が可能な機器 

※：リスト上は重大事故等対処設備を有する火災区域又は火災区

画を含む 

 よって，固定式消火設備を設置しない火災区域又は火災区

画について，地震後も消火器による手動消火活動が可能と考

えることから消火機能が維持される。また，屋外のディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク設置区域及び海水ポンプエリアに

対しては移動式消火設備を基準地震動Ｓｓに対して転倒し

ない設計とすることから，消火機能が維持される。 

 以上より，地震後も固定式消火設備，消火器，移動式消火

設備により安全機能を有する火災区域又は火災区画の消火

の機能が維持され（第６-７図），安全機能を有する構築物，

系統及び機器に影響を与えることはないことを確認した。 

 よって，水消火設備について，水源，ポンプも含めて耐震

Ｃクラス設計とする。 

 ただし，消火配管は，地震時における地盤変位対策として，

消火配管の建物接続部には機械式継手を採用しないことと

し，消火配管の地上化及びトレンチ内設置並びに連結送水口

の設置を考慮した設計とする。また，消火配管が屋外設置で

あることを踏まえ，保温材の取付けや不凍式消火栓の採用と

いった凍結防止を図る設計とする。 

・設備の相違

【東海第二】 

島根 2 号炉では屋外

に設置されている機器

に対して耐震性を有す

る移動式消火設備で消

火する設計としている

（以下，別添 1 資料 6-

⑦の相違）

・設備の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 6-⑦の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2 号炉では水消

火設備の地盤変異対策

を実施したうえで，建物

内は Ss 機能維持の全域

ガス消火設備又は消火

器で消火する設計とし

ている。 

869



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所２号炉 備考 

屋外設置された水消火設備の機器がその他の落雷，津波，

竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の影響，生物学的事象とい

った自然現象や森林火災によって機能を阻害される場合は，

原因の除去又は早期の取替え，復旧を図る設計とする。 

消火用水供給系は，復水補給水系等と共用する場合には，

隔離弁を設置し通常全閉とすることで消火用水供給系の供

給を優先する設計とする。なお，現時点では水道水系等とは

共用していない。 

なお，消火栓は，消防法施行令第十一条「屋内消火栓設備

に関する基準」及び消防法施行令第十九条「屋外消火栓設備

に関する基準」に基づき，すべての火災区域又は火災区画を

消火できるように設置する。火災区域又は火災区画における

消火栓の配置を添付資料９に示す。 

消火器は，消防法施行規則第六条「大型消火器以外の消火

器具の設置」及び消防法施行規則第七条「大型消火器の設置」

に基づき設置する設計とする。 

以上により，消火用水供給系について水源の多重化，ポン

プの多様化を図ること，消防法施行令に基づき必要な水量，

ポンプ容量を備える設計とすること，また 5 号，6 号及び 7 

号炉の共用に対し十分な容量を有していること，地震時の地

盤変位や風水害，凍結等を考慮した設計とすることから，火

災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

また，消火栓に関して，すべての火災区域又は火災区画を

消火できるように設置すること，消防法施行令に基づき必要

な容量を確保することから火災防護に係る審査基準に適合

しているものと考える。 

屋外に設置された水消火設備の機器がその他津波，洪水，

竜巻，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び高潮といった自然現象によって機能を阻害される

場合は，原因の除去または早期の取替，復旧を図る設計とす

る。 

消火水系は，他系統と共用する場合には，隔離弁を設置し

て遮断する措置により，消火系の供給を優先する設計とす

る。なお，水道水系とは共用しない設計とする。 

なお，消火栓は消防法施行令第十一条(屋内消火栓設備に

関する基準)，消防法施行令第十九条(屋外消火栓設備に関す

る基準)に基づき，すべての火災区域(区画)を消火できるよ

うに設置する。火災区域(区画)の消火栓の配置を添付資料9

に示す。 

消火器は，消防法施行規則第六条「大型消火器以外の消火

器具の設置」及び消防法施行規則第七条「大型消火器の設置」

に基づき設置する。 

以上により，消火用水供給系について水源の多重化，ポン

プの多様化を図ること，消防法施行令に基づき必要な水量，

ポンプ容量を備える設計とすること，また東海発電所との共

用に対し十分な容量を有していること，地震時の地盤変位や

風水害，凍結等を考慮した設計とすることから，火災防護に

係る審査基準に適合しているものと考える。 

また，消火栓に関して，全ての火災区域（区画）を消火で

きるように設置すること，消防法施行令に基づき必要な容量

を確保することから火災防護に係る審査基準に適合してい

るものと考える。 

屋外設置された水消火設備の機器がその他の落雷，津波，

洪水，竜巻，降水，積雪，地滑り・土石流，火山の影響及

び生物学的事象といった自然現象や森林火災によって機能

を阻害される場合は，原因の除去又は早期の取替え，復旧

を図る設計とする。 

消火用水供給系は，復水輸送系等と共用する場合には，

隔離弁を設置し通常全閉とすることで消火用水供給系の供

給を優先する設計とする。なお，現時点では水道水系等と

は共用していない。 

なお，消火栓は，消防法施行令第十一条「屋内消火栓設

備に関する基準」及び消防法施行令第十九条「屋外消火栓

設備に関する基準」に基づき，すべての火災区域又は火災

区画を消火できるように設置する。火災区域又は火災区画

における消火栓の配置を添付資料８に示す。 

消火器は，消防法施行規則第六条「大型消火器以外の消

火器具の設置」及び消防法施行規則第七条「大型消火器の

設置」に基づき設置する設計とする。 

以上により，消火用水供給系についての水源の多重化，

ポンプの多重化を図ること，消防法施行令に基づき必要な

水量，ポンプ容量を備える設計とすること，地震時の地盤

変位や風水害，凍結等を考慮した設計とすることから，火

災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

また，消火栓に関しては，全ての火災区域又は火災区画

を消火できるように設置すること，消防法施行令に基づき

必要な容量を確保することから，火災防護に係る審査基準

に適合しているものと考える。 

・事象の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 6-④の相

違 

・設備の相違

別添 1 資料 6-⑥の相

違 
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第 6-1 図：安全機能を有する火災区域又は火災区画における消火

設備の耐震性について 

3.2.5．移動式消火設備について（既設） 

移動式消火設備については，化学消防自動車 2 台を配備

し，消火ホース等の資機材を備え付けている。加えて，大型

化学高所放水車 2 台を配備している。添付資料 10 に，移動

式消火設備について示す。 

また，消火用水のバックアップラインとして屋外に設置さ

れた連結送水口に移動式消火設備を接続することで，建屋内

の屋内消火栓に対しても給水が可能である。 

移動式消火設備については，耐震 S クラス設備である軽油

タンクの消火に用いることから，地震により転倒しない設計

とする。 

なお，移動式消火設備の操作については，発電所構内の自

衛消防隊詰め所に 24 時間体制で配置している自衛消防隊に

て実施する。 

以上により，移動式消火設備を配備していることから火災

防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

4．消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え方 

火災防護に係る審査基準の「2.2.1 (2) 消火設備」では，安

全機能を有する機器等を設置する火災区域又は火災区画であっ

て，火災発生時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が

第6-1図 安全機能を有する火災区域における消火設備の耐震性に

ついて 

3.2.5 移動式消火設備について 

移動式消火設備については，移動式消火設備を1台（予備1

台）配備し，消火ホース等の資機材を備える。添付資料10に

移動式消火設備を示す。 

また，消火用水のバックアップラインとして屋外に設置さ

れた連結送水口に移動式消火設備を接続することで，建屋内

の屋内消火栓に対しても給水は可能である。 

なお，移動式消火設備の操作については，発電所構内の監

視所に24時間体制で配置している自衛消防隊にて実施する。 

4. 消火活動が困難となる火災区域(区画)の考え方

火災防護に係る審査基準の「2.2.1(2) 消火設備」では，安全

機能を有する機器等を設置する火災区域(区画)であって，火災

時に煙の充満等により消火活動が困難なところには，自動消火

第６-７図 安全機能を有する火災区域又は火災区画における消

火設備の耐震性について 

3.2.4. 移動式消火設備について 

移動式消火設備については，化学消防自動車１台を配備し，

消火ホース等の資機材を備え付けている。添付資料９に，移

動式消火設備について示す。 

また，消火用水のバックアップラインとして屋外に設置さ

れた連結送水口に移動式消火設備を接続することで，建物内

の屋内消火栓に対しても給水が可能である。 

移動式消火設備については，耐震Ｓクラス設備であるディ

ーゼル発電機燃料貯蔵タンク等の消火に用いることから，地

震により転倒しない設計とする。 

なお，移動式消火設備の操作については，発電所構内の自

衛消防隊詰め所（免震重要棟）に24時間体制で配置している

自衛消防隊にて実施する。 

以上より，移動式消火設備を配備していることから火災防

護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

4. 消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え方

火災防護に係る審査基準の「2.2.1 (2) 消火設備」では，安全

機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災

区画であって，火災発生時に煙の充満又は放射線の影響により消

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備の配備数が異な

る 

・設備の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 6-⑦の相

違 
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困難なところには，自動消火又は手動操作による固定式消火設

備の設置が要求されていることから，ここでは「火災発生時に

煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難な場所」の選

定方針について示す。 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉では，資料２「柏崎

刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における原子炉の安全停止

に必要な機器について」の添付資料５「原子炉の安全停止に必

要な機能を達成するための機器リスト」に記載されている機器

等の設置場所は，基本的に「火災発生時に煙の充満又は放射線

の影響により消火活動が困難な場所」として設定する。 

ただし，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難となるかを考慮した結果，火災発生時の煙の充満等

により消火活動が困難とならない場所として以下を選定する。

これらの火災区域又は火災区画については，消火活動により消

火を行う設計とする。 

(1) 中央制御室

中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による

早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する

前に消火可能であること，万一，火災によって煙が発生した

場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって排煙

が可能であることから，消火活動が困難とならない場所とし

て選定する。 

このため，中央制御室は消火器で消火を行う設計とする。 

なお，中央制御室床下フリーアクセスフロアは，固有の信

号を発する異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知

器），及び中央制御室からの手動操作により早期の起動が可

能な固定式ガス消火設備（消火剤はハロン 1301）を設置する

設計とする。 

(2) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画

可燃物が少ない火災区域又は火災区画は，火災源となる可燃

物がほとんどないこと，持込み可燃物管理により火災荷重及び

等価時間を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困

又は手動操作による固定式消火設備の設置が要求されている。

以下に「火災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が

困難なところ」の選定方針について示す。 

東海第二発電所では，資料2「原子炉の安全停止に必要な機能

を達成するための機器リスト」に記載されている機器等の設置

場所は，基本的に「火災時に煙の充満又は放射線の影響により

消火活動が困難なところ」として設定する。 

ただし，火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とな

らないところとして以下を選定する。これらの火災区域(区画)

については，消火活動により消火を行う設計とする。 

(3)中央制御室

中央制御室は，常駐する運転員によって，火災感知器による

早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災の規模が拡大

する前に消火可能であること，万が一火災により煙が発生した

場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって排煙が

可能であることから，消火活動が困難とならない火災区域とし

て選定する。 

  このため，中央制御室の消火は，消火器で行う設計とする。 

なお，中央制御室の床下コンクリートピット内は，ハロゲン

化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。 

(2) 可燃物が少なく，火災が発生しても煙が充満しない火災区

域又は火災区画

以下に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を少なくする

ことで煙の発生を抑える設計とし，煙の充満により消火困難

火活動が困難なところには，自動消火又は手動操作による固定式

消火設備の設置が要求されていることから，ここでは「火災時に

煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難な場所」の選定

方針について示す。 

島根原子力発電所２号炉では，資料２「島根原子力発電所２号

炉における原子炉の安全停止に必要な機器の選定について」の添

付資料５「原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための機器

リスト」に記載されている機器等の設置場所は，基本的に「火災

時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところ」

として設定する。 

ただし，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難となるかを考慮した結果，火災発生時の煙の充満等によ

り消火活動が困難とならない場所として以下を選定する。これら

の火災区域又は火災区画については，消火活動により消火を行う

設計とする。 

(1) 中央制御室

中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による早

期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に

消火可能であること，万一，火災によって煙が発生した場合で

も建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって排煙が可能

であることから，消火活動が困難とならない場所として選定す

る。 

このため，中央制御室は消火器で消火を行う設計とする。 

     なお，中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び

計算機室は，固有の信号を発する異なる感知方式の感知器（煙

感知器と熱感知器），及び中央制御室からの手動操作により早

期の起動も可能な全域ガス消火設備（消火剤はハロン 1301）

を設置する設計とする。 

(2) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画

可燃物が少ない火災区域又は火災区画は，火災源となる可燃

物がほとんどないこと，持ち込み可燃物管理により火災荷重を

低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならな

・設備の相違

別添 1 資料 6-③の相

違 
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難とならない場所として選定する。（添付資料 12） 

これらの火災区域又は火災区画の消火については，消火器に

より消火活動を行う設計とする。なお，消火器については，消

火器の技術上の規格を定める省令により，各火災源に対する消

火試験にて消火能力が定められる。一般的な 10型粉末消火器

（普通火災の消火能力単位：3，油火 災の消火能力単位：7）

について，消火能力単位の測定試験時に用いられるガソリン火

源（油火災の消火能力単位が７の場合，燃焼表面積 1.4m2，体

積 42L）の発熱速度は，FDTs※１により算出すると 3,100kW と

なる。また，この発熱量に相当する潤滑油の漏えい量は，

NUREG/CR-6850※２の考え方に則り燃焼する油量を内包油量の 

10％と仮定して算出すると 1.8L（燃焼表面積 2.5m2）となる

が，いずれの火災区域又は火災区画でもこれを上回る漏えい火

災が想定される潤滑油内包機器はない。 

一方，盤については，NUREG/CR-6850※２ 表 G-1に示された

発熱速度（98%信頼上限値で最大 1,002kW）を包絡しているこ

とを確認した。さらに，これらの火災区域又は火災区画にケー

ブルトレイがないことを確認している。 

よって，これらの火災区域又は火災区画に対する消火手段と

して，消火器が十分な消火能力を有しているものと考える。ま

た，消火器の配備数としては消防法施行規則第六，七条に基づ

き各フロアの床面積から算出される必要消火能力単位を有す

る消火器を必要数，建屋通路部に設置することに加え，裕度を

見込み可燃物が少ない火災区域の入口扉の内側近傍及び外側

近傍に普通火災の消火能力単位３以上の消火器を２個以上追

加で設置する設計とする。（第 6-2 図） 

なお，火災荷重の基準値である 1,000MJ については，消火

性能試験におけるガソリン量 42L（1,300MJ）とほぼ同等の可

とはならない箇所として選定する。 

各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持ち込まない

よう持込み可燃物管理を実施するとともに，点検に係る資機

材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は，不燃性のシート

による養生を実施し火災発生時の延焼を防止する設計とす

る。なお，可燃物の状況については，原子炉の高温停止及び

低温停止を達成し，維持するために必要な機能を有する構築

物，系統及び機器以外の構築物，系統及び機器も含めて確認

する。 

い場所として選定する。（添付資料10） 

これらの火災区域又は火災区画の消火については，消火器に

より消火活動を行う設計とする。なお，消火器については，消

火器の技術上の規格を定める省令により，各火災源に対する消

火試験にて消火能力が定められる。一般的な10 型粉末消火器

（普通火災の消火能力単位：3，油火災の消火能力単位：7）に

ついて，消火能力単位の測定試験時に用いられるガソリン火源

（油火災の消火能力単位が７の場合，燃焼表面積1.4m2，体積

42L）の発熱速度は，FDTs※１により算出すると3,100kW となる。

また，この発熱量に相当する潤滑油の漏えい量は，

NUREG/CR-6850※２の考え方に則り燃焼する油量を内包油量の

10％と仮定して算出すると1.8L（燃焼表面積2.5m2）となるが，

いずれの火災区域又は火災区画でもこれを上回る漏えい火災

が想定される潤滑油内包機器はない。 

一方，盤については，NUREG/CR-6850※２ 表G-1 に示された

発熱速度（98%信頼上限値で最大1,002kW）を包絡していること

を確認した。さらに，これらの火災区域又は火災区画にケーブ

ルトレイがないことを確認している。

よって，これらの火災区域又は火災区画に対する消火手段と

して，消火器が十分な消火能力を有しているものと考える。ま

た，消火器の配備数としては消防法施行規則第六，七条に基づ

き各フロアの床面積から算出される必要消火能力単位を有す

る消火器を必要数，建物通路部に設置することに加え，裕度を

見込み可燃物が少ない火災区域の入口扉の内側近傍及び外側

近傍に普通火災の消火能力単位３以上の消火器を２個以上追

加で設置する設計とする。（第６-８図） 

なお，火災荷重の基準値である1,000MJ については，消火性

能試験におけるガソリン量42L（1,300MJ）とほぼ同等の可燃物

・運用の相違

【東海第二】 

 島根 2 号炉では消火

器の消火能力を考慮し

たうえで消火困難とな

らないエリアの消火活

動に消火器を使用する

設計としている 
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燃物量である。また，小型の盤や計装ラックについても同程度

の可燃物量であり，これらの可燃物について瞬間的な発熱速度

を考慮しても十分な消火が可能と考えることから，消火可能な

可燃物量の基準値として設けるものである。 

※１： ”Fire Dynamics Tools (FDTs):Quantitative Fire

Hazard Analysis Methods for the U.S. Nuclear 

Regulatory Commission Fire Protection Inspection 

Program”, NUREG-1805 

※２：EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power

Facilities, Final Report, (NUREG/CR-6850, EPRI 

1011989) 

第 6-2 図：消火活動が困難でない火災区域又は火災区画に対する

消火器の配置例 

量である。また，小型の盤や計装ラックについても同程度の可

燃物量であり，これらの可燃物について瞬間的な発熱速度を考

慮しても十分な消火が可能と考えることから，消火可能な可燃

物量の基準値として設けるものである。 

※１：”Fire Dynamics Tools (FDTs):Quantitative Fire

Hazard Analysis Methods for the U.S. Nuclear 

Regulatory Commission Fire Protection 

Inspection Program”, NUREG-1805 

※２：EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power

Facilities, Final Report, (NUREG/CR-6850, EPRI 

1011989) 

第６-８図 消火活動が困難でない火災区域又は火災区画に対す

る消火器の設置例 
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(3) 非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリア及び燃料移送系

ポンプエリア 

非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリア及び燃料移送系

ポンプエリアについては屋外開放の火災区域であり，火災が

発生しても煙は充満しないことから煙の充満又は放射線の影

響により消火活動が困難とならい火災区域として選定する。 

このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリア及び

燃料移送系ポンプエリアは消火器又は移動式消火設備で消火

を行う設計とする。 

・主蒸気管トンネル室

 室内に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空気作

動弁），電動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃

性材料で構成されており，可燃物としては駆動部に潤滑油

を使用している。駆動部は，不燃性材料である金属で覆わ

れており，設備外部で燃え広がることはない。その他に可

燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可

とう電線管で敷設する設計とする。 

(1)屋外の火災区域(海水ポンプ室，非常用ディーゼル発電機ルー

フベントファン室及び原子炉建屋付属棟屋上)

  海水ポンプ室，非常用ディーゼル発電機ルーフベントファン

室，スイッチギア室チラーユニット，中央制御室チラーユニッ

ト及びバッテリー室送風機設置区域については屋外の火災区域

であり，火災が発生しても煙は充満しない。よって，煙の充満

等により消火活動が困難とならない火災区域として選定する。

なお，地下埋設構造の軽油貯蔵タンク地上マンホール部の消火

活動については，社内規程に手順を定めて，訓練を実施する。 

(4) 原子炉格納容器

原子炉格納容器内において万が一火災が発生した場合でも，

原子炉格納容器内の空間体積(約9,800m3)に対してパージ用排

風機の容量が約16,980m3/hであり，排煙が可能な設計とするこ

とから，消火活動が困難とならない火災区域(区画)として選定

する。 

(5) 原子炉建屋原子炉棟6階（オペレーティングフロア）

原子炉建屋原子炉棟6階（オペレーティングフロア）は可燃物

が少なく大空間となっているため，煙の充満により消火活動が

(3) 海水ポンプエリア，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区

域，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

海水ポンプエリア，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区

域，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアに

ついては屋外の火災区域であり，火災が発生しても煙は充満し

ないことから煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難とならない火災区域として選定する。 

このため，海水ポンプエリア，ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク設置区域，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエ

リア及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポン

プエリアは消火器又は移動式消火設備で消火を行う設計とす

る。 

なお，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク室内は，乾燥砂が充

てんされており，タンク室内の火災の発生は防止できる。 

(4) 原子炉格納容器

原子炉格納容器内において万一火災が発生した場合でも，原

子炉格納容器内の空間体積(約7,900m3)に対してパージ用排風

機の容量が約25,000m3/hであり，排煙が可能な設計とすること

から，消火活動が困難とならない火災区域として選定する。 

(5) 原子炉建物オペレーティングフロア

原子炉建物オペレーティングフロアは，火災発生時の煙の充

満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可能性が否定

・運用の相違

【東海第二】 

 消火活動が困難にな

らないエリアが異なる 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 屋外開放のエリアに

設置している設備が異

なる（以下，別添 1資料

6-⑧の相違）

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

 消火活動が困難にな

らないエリアが異なる 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

消火活動が困難にな
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5．火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えにくい火災区

域又は火災区画の考え方 

以下に示す火災区域又は火災区画は，火災により安全機能へ

影響を及ぼすおそれが考えにくいことから，消防法又は建築基

準法に基づく対策を行う設計とする。 

(1) 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火

災防護対 象機器を設置する火災区域又は火災区画

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は

金属 により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリー

ト構造物に ついては流路，バウンダリとしての機能が火災により

影響を受けることは考えにくいため，消防法又は建築基準法に基

づく対策を行う設計とする。 

(2) フェイルセーフ設計の火災防護対象機器を設置する火災区域

又は火災区画 

フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を喪

失した場合であっても，安全機能が影響を受けることは考えにく

いため，消防法又は建築基準法に基づく対策を行う設計とする。 

6. まとめ

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安全機能を有

する構築物，系統及び機器の火災を早期に消火するための消火設

備を下表に示す。（第 6-1 表） 

困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。 

5.まとめ

東海第二発電所における安全機能を有する機器等の火災を早期

に消火するための消火設備を第6-1表に示す。 

できないことから，煙の充満を発生させるおそれのある可燃物

（ケーブルトレイ）に対しては自動又は手動操作による固定式

消火設備である局所ガス消火設備を設置し消火を行う設計と

し，これら以外の可燃物については量が少ないことから消火器

で消火を行う設計とする。 

合わせて，原子炉建物オペレーティングフロアは大空間とな

っているため，煙の充満により消火活動が困難とならない火災

区域として選定する。 

5． 火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えにくい火災

区域又は火災区画の考え方 

以下に示す火災区域又は火災区画は，火災により安全機能へ影

響を及ぼすおそれが考えにくいことから，消防法又は建築基準法

に基づく対策を行う設計とする。 

(1) 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火

災防護対象機器を設置する火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は

金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリー

ト構造物については流路，バウンダリとしての機能が火災により

影響を受けることは考えにくいため，消防法又は建築基準法に基

づく対策を行う設計とする。 

(2) フェイルセーフ設計の火災防護対象機器を設置する火災区域

又は火災区画 

フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を

喪失した場合であっても，安全機能が影響を受けることは考えに

くいため，消防法又は建築基準法に基づく対策を行う設計とす

る。 

なお，フェイルセーフ設計の火災防護対象機器についても，全

域ガス消火設備にて消火する設計としており，上記設計を適用し

ていない。 

6. まとめ

島根原子力発電所２号炉における安全機能を有する構築物，系

統及び機器の火災を早期に消火するための消火設備を下表に示

す。（第６-１表） 

らないエリアが異なる 

・選定方針の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉は，可燃物

の少なくないエリアと

して選定している 

・運用の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 6-②の相

違 
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第 6-1 表：柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉 安全機能を

有する機器等を設置する火災区域又は火災区画の消火

設備 

第6-1表 東海第二発電所 安全機能を有する機器等を設置する火

災区域(区画)の消火設備 

第６-１表 島根原子力発電所２号炉における原子炉の安全機能

を有する機器等を設置する火災区域又は火災区画の消火

設備 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉は安全機

能を有する機器等を設

置するエリアに対して

二酸化炭素消火設備を

配備していない 
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添付資料１ 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋） 

添付資料1 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋） 

添付資料１ 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋） 
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添付資料１ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、

安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影

響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計である

こと。 

(2) 消火設備

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するため

の安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火

災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放射

線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火

設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系

統及び機器が設置される火災区域であって、火災時に煙の

充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところに

は、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設

置すること。

③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は

多様性を備えた設計であること。

④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する

構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設けら

添付資料1 

実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準

(抜粋) 

2．基本事項 

(1)原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機

能を有する構造物，系統及び機器を火災から防護することを

目的として，以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づ

いて，火災発生防止，火災の感知及び消火，火災の影響軽減

のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。 

①原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安

全機能を有する構築物，系統及び機器が設置される火災区域

及び火災区画 

②放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及

び機器が設置される火災区域 

2.2 火災の感知，消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は，以下の各号に掲げるよう

に，安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する火災

の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行える設計で

あること。 

(2)消火設備 

  ①原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための

安全機能を有する構築物，系統及び機器が設置される火災

区域または火災区画であって，火災時に煙の充満，放射線

の影響等により消火活動が困難なところには，自動消火設

備又は固定式消火設備を設置すること。 

②放射性物質の貯蔵閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器が設置される火災区域であって，火災時に煙の充満，

放射線の影響等により消火活動が困難なところには，自動

消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置するこ

と。

③消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は，多重性又は多

様性を備えた設計であること。

④原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構

築物，系統及び機器相互の系統分離を行うために設けられ

添付資料１ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災

の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計で

あること。 

(2) 消火設備

① 消火設備については、以下に掲げるところによること。

a.消火設備は、火災の火炎及び熱による直接的な影響のみな

らず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安

全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさな

いように設置すること。

b.可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じ

た十分な容量の消火剤を備えること。

c.消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配

置すること。

d.移動式消火設備を配備すること。

e.消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電

源を確保する設計であること。

f.消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計である

こと。
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れた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、系統

分離に応じた独立性を備えた設計であること。 

⑤ 消火設備は、火災の火炎、熱による直接的な影響のみな

らず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安

全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさな

いように設置すること。

⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応

じた十分な容量の消火剤を備えること。

⑦ 移動式消火設備を配備すること。

⑧ 消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量

を確保できる設計であること。 

⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する

場合には、隔離弁等を設置して遮断する等の措置により、

消火用水の供給を優先する設計であること。

⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であ

ること。

⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、

電源を確保する設計であること。

⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう

配置すること。

⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出がで

きるように警報を吹鳴させる設計であること。

⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、

放射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出

することを防止する設計であること。

⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、

必要な火災区域及びその出入通路に設置すること。

た火災区域又は火災区画に設置される消火設備は，系統分

離に応じた独立性を備えた設計であること。 

⑤消火設備は，火災の火炎，熱による直接的な影響のみなら

ず，煙，流出流体，断線，爆発等による二次的影響が安全

機能を有する構築物，系統及び機器に悪影響を及ぼさない

ように設置すること。

  ⑥可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じ

た十分な容量の消火剤を備えること。 

  ⑦移動式消火設備を配備すること。 

  ⑧消火剤に水を使用する消火設備は，2時間の最大放水量を確

保できる設計であること。 

  ⑨消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する場

合には，隔離弁等を設置して遮断する等の措置により，消

火用水の供給を優先する設計であること。 

  ⑩消火設備は，故障警報を中央制御室に吹鳴する設計である

こと。 

⑪消火設備は，外部電源喪失に機能を失わないように，電源

を確保する設計であること。

⑫消火栓は，全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配

置すること。

⑬固定式のガス系消火設備は，作動前に職員等の退出ができ

るように警報を吹鳴させる設計であること。

⑭管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に，放

射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ放出する

ことを防止する設計であること。

⑮電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を，必

要な火災区域及びその出入通路に設置すること。

g.原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する

構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設けら

れた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、系統

分離に応じた独立性を備えた設計であること。

h.原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための

安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災

区域又は火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の

影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備

又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。

i.放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統

及び機器が設置される火災区域であって、火災時に煙の充

満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、

自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置

すること。

j.電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必

要な火災区域及びその出入通路に設置すること。

② 消火剤に水を使用する消火設備については、①に掲げる

ところによるほか、以下に掲げるところによること。 

a.消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多

様性を備えた設計であること。

b.２時間の最大放水量を確保できる設計であること。

c.消火用水供給系をサービス系又は水道水系と共用する場

合には、隔離弁等を設置して遮断する等の措置により、消

火用水の供給を優先する設計であること。

d.管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放

射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出す

ることを防止する設計であること。

③ 消火剤にガスを使用する消火設備については、①に掲げ

るところによるほか、固定式のガス系消火設備は、作動

前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴させる設計

であること。 
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（参考） 

(2) 火災感知設備について

①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、

早期に消火設備の起動が可能となるよう中央制御室

から消火設備を起動できるように設計されているこ

と。 

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区

域又は火災区画に消火設備の起動装置を設置するこ

とは差し支えない。 

①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火

設備及びガス系消火設備（自動起動の場合に限る。）

があり、手動操作による固定式消火設備には、ガス

系消火設備等がある。中央制御室のように常時人が

いる場所には、ハロン 1301 を除きガス系消火設備

が設けられていないことを確認すること。 

④ 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停

止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系

統及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又

は火災区画に分離して設置されている場合に、それ

らの火災区域又は火災区画に設置された消火設備

が、消火ポンプ系（その電源を含む。）等の動的機器

の単一故障により、同時に機能を喪失することがな

いことをいう。

⑦ 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令

第７７号）第８５条の５」を踏まえて設置されてい

ること。

⑧ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間

及び必要圧力での最大流量を基に設計されているこ

と。この最大流量は、要求される固定式消火設備及

び手動消火設備の最大流量を合計したものであるこ

と。

なお、最大放水量の継続時間としての 2 時間は、米

国原子力規制委員会 (NRC)が定める Regulatory

Guide 1.189 で規定されている値である。

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、

(参考) 

(2)消火設備について 

①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は，

早期に消火設備の起動が可能となるよう中央性制御

室から消火設備を起動できるように設計されている

こと。 

  上記対策を講じた上で，中央制御室以外の火災区域

又は火災区画に消火設備の起動装置を設置すること

は差し支えない。 

①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備，水噴霧消火

設備及びガス系消火設備(自動起動の場合に限る。)

があり，手動操作による固定式消火設備には，ガス

系消火設備等がある。中央制御室のように常時人が

いる場所には，ハロン1301を除きガス系消火設備が

設けられていないことを確認すること。 

④ 「系統分離に応じた独立性」とは，原子炉の高温停

止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物，系

統及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又

は火災区画に分離して設置されている場合に，それ

らの火災区域又は火災区画に設置された消火設備

が，消火ポンプ系(その電源を含む。)等の動的機器

の単一故障により，同時に機能を喪失することがな

いことをいう。

⑦ 移動式消火設備については，「実用発電用原子炉の

設置，運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第

77号)第85条の5」を踏まえて設置されていること。

⑧ 消火設備のための必要水量は，要求される放水時間

及び必要圧力での最大流量を基に設計されているこ

と。この最大流量は，要求される固定式消火設備及

び手動消火設備の最大流量を合計したものであるこ

と。

なお，最大放水量の継続時間としての2時間は，米国

原子力規制委員会(NRC)が定めるRegulatory Guide

1.189で規定されている値である。

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は，

Regulatory Guide 1.189では，1,136,000リットル

（参考） 

(2) 消火設備について

①－ｄ 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第

７７号）第８３条第５号を踏まえて設置されているこ

と。 

①－ｇ 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停

止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統

及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は

火災区画に分離して設置されている場合に、それらの

火災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火

ポンプ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故

障により、同時に機能を喪失することがないことをい

う。 

①－ｈ－１ 手動操作による固定式消火設備を設置する場

合は、早期に消火設備の起動が可能となるよう中央制

御室から消火設備を起動できるように設計されてい

ること。 

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区

域又は火災区画に消火設備の起動装置を設置するこ

とは差し支えない。 

①－ｈ－２ 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧

消火設備及びガス系消火設備（自動起動の場合に限

る。）があり、手動操作による固定式消火設備には、

ガス系消火設備等がある。中央制御室のように常時人

がいる場所には、ハロン1301を除きガス系消火設備が

設けられていないことを確認すること。 

②－ｂ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間

及び必要圧力での最大流量を基に設計されているこ

と。この最大流量は、要求される固定式消火設備及び

手動消火設備の最大流量を合計したものであること。 

なお、最大放水量の継続時間としての2 時間は、米

国原子力規制委員会（NRC）が定めるRegulatory 

Guide 1.189 で規定されている値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、

Regulatory Guide 1.189 では、1,136,000リットル
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Regulatory Guide1.189 では 1,136,000 リットル

（1,136 m3）以上としている。 

2.2.2  火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、

地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、

性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた

設計であること。

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計

であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計

であること。

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震 B・C クラ

スの機器が設置されている場合が考えられる。これらの機器が基

準地震動により損傷し Sクラス機器である原子炉の火災防護対象

機器の機能を失わせることがないことが要求されるところである

が、その際、耐震 B・C クラス機器に基準地震動による損傷に伴

う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が

維持されることについて確認されていなければならない。 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能し

なくなることのないよう、設計に当たっては配置が考

慮されていること。

(1,136m３)以上としている。 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は，以下の各号に示すように，

地震等の自然現象によっても，火災感知及び消火の機能，

性能が維持される設計であること。 

(1)凍結するおそれがある消火設備は，凍結防止対策を講じた設

計であること。 

(2)風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計

であること。 

(3)消火配管は，地震時における地盤変位対策を考慮した設計で

あること。

(参考) 

 火災防護対象機器等が設置される火災区画には，耐震B･Cクラス

の機器が設置されている場合が考えられる。これらの機器が基準

地震動により損傷しSクラス機器である原子炉の火災防護対象機

器の失わせることがないことが要求されるところであるが，その

際，耐震B･Cクラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生

した場合においても，火災防護対象機器等の機能が維持されるこ

とについて確認されていなければならない。 

(2)消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなく

なることのないよう，設計に当たっては配置が考慮されてい

ること。

（1,136㎥）以上としている。 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、

地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、

性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた

設計であること。

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設

計であること。

(3) 消火配管は、地震時における地盤変異対策を考慮した設計

であること。

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震B・Cクラ

スの機器が設置されている場合が考えられる。これらの機器が

基準地震動により損傷し S クラス機器である原子炉の火災防

護対象機器の機能を失わせることがないことが要求されるとこ

ろであるが、その際、耐震B・Cクラス機器に基準地震動による

損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器

等の機能が維持されることについて確認されていなければなら

ない。 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しな

くなることのないよう、設計に当たっては配置が考慮され

ていること。
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添付資料２ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備について 

添付資料２ 

東海第二発電所におけるガス消火設備 

について 

添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

ガス消火設備について 
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添付資料２ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備について 

1．設備構成及び系統構成

火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となる可能性の

ある火災区域又は火災区画に必要となる固定式消火設備とし

て，人体，設備への影響を考慮し，「全域ガス消火設備並びに局

所ガス消火設備」を設置する。（ディーゼル発電機室を除く） 

ガス消火設備の仕様の概要を第 1表に，単一の部屋に対して

使用する専用型の全域ガス消火設備を第 1 図に，複数の部屋の

火災発生時に当該火災エリアを選択する，選択型の全域ガス消

火設備を第 2 図に示す。また，油内包機器に使用する局所ガス

消火設備を第 3 図に，ケーブルトレイ並びに盤に使用する局所

ガス消火設備を第 4 図に示す。 

なお，ガス消火設備の耐震設計については，添付資料３に示す。 

第 1表：ガス消火設備の仕様の概要 

添付資料２ 

東海第二発電所におけるガス消火設備について 

1.設備構成及び系統構成

火災時に煙の充満により消火が困難となる可能性のある火災

区域(区画)に必要となる固定式消火設備は，人体，設備に対す

る影響を考慮し，「ハロゲン化物自動消火設備（全域）並びにハ

ロゲン化物自動消火設備（局所）」を設置する。(非常用ディー

ゼル発電機室を除く) 

ガス消火設備の仕様概要を第 1表，使用箇所及び選定理由を

第 2表に示す。また，単一の部屋に対し使用する専用のハロゲ

ン化物自動消火設備（全域）を第 1図に示す。また，油内包機

器に使用するハロゲン化物自動消火設備（局所）を第 2図に示

す。ケーブルトレイ並びに盤に使用するハロゲン化物自動消火

設備（局所）を第 3図，第 4図に示す。 

なお，ガス消火設備の耐震設計については，添付資料 3に示

す。 

第1表 ガス消火設備の仕様概要 

添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

ガス消火設備について 

1. 設備構成及び系統構成

火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となる可能性の

ある火災区域又は火災区画並びに火災発生により煙の充満のお

それがある大規模可燃物がある火災区域又は火災区画（原子炉建

物オペレーティングフロア）に必要となる固定式消火設備とし

て，人体，設備への影響を考慮し，「全域ガス消火設備並びに局

所ガス消火設備」を設置する。 

  全域ガス消火設備の仕様の概要を第１表に，単一の部屋に対し

て使用する専用型の全域ガス消火設備を第１図に，複数の部屋の

火災発生時に当該火災エリアを選択する，選択型の全域ガス消火

設備を第２図に示す。また，原子炉建物オペレーティングフロア

に設置されているケーブルトレイに使用する局所ガス消火設備

を第３図に示す。 

 なお，ガス消火設備の耐震設計については，添付資料３に示す。 

第１表 ガス消火設備の仕様の概要 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 6-①の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 6-①の相

違 
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第 1 図：全域ガス消火設備の作動概要図 

第 2 図：全域ガス消火設備設置概要図（選択型） 

第 2表 ガス消火設備の使用箇所及び選定理由 

第 1 図 ハロゲン化物自動消火設備（全域）（ハロン 1301）動作

概要 

第１図 全域ガス消火設備の概要（専用型） 

第２図 全域ガス消火設備の概要（選択型） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，感知器

を 2 系統に分けること

で誤作動防止を図ると

ともに，柏崎 6/7，東海

第二の起動条件に加え

別系統の煙感知器と熱

感知器の作動によって

も起動可能としており，

早期消火が可能である

（以下，別添 1 資料 6-

⑩の相違）

・設備の相違

885



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所２号炉 備考 

第 3 図：局所ガス消火設備概要図（油内包機器） 

(a)ケーブルトレイ

第 4-1 図：局所ガス消火設備概要図（ケーブルトレイ） 

第 2図 ハロゲン化物自動消火設備(局所)(ハロン 1301)概要図(油

内包機器) 

ケーブルトレイ

第 3 図 ハロゲン化物自動消火設備(局所)(FK-5-1-12)概要図(ケ

ーブルトレイ) 

第３図 局所ガス消火設備の概要（ケーブルトレイ） 

【東海第二】 

 島根 2 号炉では選択

弁方式を採用している

（以下，別添 1 資料 6-

⑪の相違）

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，油内包

機器を全域ガス消火設

備で消火する設計とし

ている 
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(b)盤

第 4-2 図：局所ガス消火設備概要図（盤） 

2．全域ガス消火設備の作動回路 

2.1．作動回路の概要 

消火活動が困難な火災区域又は火災区画の火災発生時におけ

る全域ガス消火設備作動までの信号の流れを第 5 図に示す。 

自動待機状態においては，複数の感知器が作動した場合に自

動起動する。起動条件としては，複数の「煙感知器」のうち 2 系

統又は複数の「熱感知器」のうち 2 系統が火災を感知した場合

に自動起動する設計とし，誤作動防止を図っている。（第 6 図） 

 中央制御室における遠隔起動，現地（火災エリア外）での手

動操作による消火設備の起動（ガス噴出）も可能な設計として

おり，人による火災発見時においても，早期消火が対応可能な

設計とする。また，煙感知器又は熱感知器のうち一方の誤作動，

不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても，もう

一方の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するた

め，運転員が火災の発生を確認した場合には，中央制御室又は

現場での手動起動により早期消火が対応可能な設計とする。 

第 4 図 ハロゲン化物自動消火設備（局所）(ハロン 1301)概要図

(盤) 

2. ハロゲン化物自動消火設備（全域）の作動回路

2.1 作動回路の概要 

  消火活動が困難な火災区域(区画)の火災発生時におけるハロ

ゲン化物自動消火設備（全域）作動までの信号の流れを第 5図

に示す。 

  自動待機状態では複数の感知器が動作した場合に自動起動す

る。起動条件としては，火災感知用の「熱感知器」及び自動消

火設備用の「煙感知器」のそれぞれ 2つが感知した場合，ハロ

ゲン化物自動消火設備（全域）が自動起動する設計とし，誤作

動防止を図っている。(第 6図) 

  中央制御室における遠隔起動，現地(火災範囲外)での手動操

作による消火設備の起動(ガス噴出)も可能な設計としており，

現場での火災発見時における早期消火が対応可能な設計とす

る。また，火災感知用の熱感知器又は自動消火用の煙感知器の

うち，煙感知器の誤不動作により自動起動しない場合であって

も，熱感知器の動作により中央制御室に警報を発するため，運

転員が火災の発生を確認した場合は，中央制御室または現場で

の手動起動により早期消火が対応可能な可能である。 

2. 全域ガス消火設備の作動回路

2.1. 作動回路の概要 

消火活動が困難な火災区域又は火災区画の火災発生時におけ

る全域ガス消火設備作動までの信号の流れを第４図に示す。 

自動待機状態においては，複数の感知器が作動した場合に自

動起動する。起動条件としては，Ａ系の煙感知器又は熱感知器

のうち１台とＢ系の煙感知器又は熱感知器のうち１台の両方作

動により自動起動する設計とし，誤作動防止を図っている。（第

５図） 

中央制御室における遠隔起動，現地（火災エリア外）での手

動操作による消火設備の起動（ガス噴出）も可能な設計として

おり，人による火災発見時においても，早期消火が対応可能な

設計とする。また，煙感知器又は熱感知器のうち一方の誤作動，

不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても，もう

一方の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するた

め，運転員が火災の発生を確認した場合には，中央制御室又は

現場での手動起動により早期消火が対応可能な設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，制御盤

を全域ガス消火設備で

消火する設計としてい

る 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 6-⑩の相

違 
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第 5図：火災発生時の信号の流れ 

第 6 図：全域ガス消火設備起動ロジック 

2.2．全域ガス消火設備の系統構成 

(1) 全域ガス消火設備（専用型）

専用型は，火災感知器からの信号を制御回路部が受信した

後，一定時間後に制御回路部から起動ガス容器ユニットに対

して放出電気信号を発信する。 

起動ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス

圧信号に変換し，ガス圧信号で機械的に作動する容器弁に対

して放出信号を発信して，消火ガスが放出される。 

全域ガス消火設備（専用型）の系統構成を第 7 図に示す。 

第 5図 ハロゲン化物自動消火設備（全域）の作動までの流れ 

第 6図 ハロゲン化物自動消火設備（全域）起動ロジック 

2.2 ハロゲン化物自動消火設備（全域）の系統構成 

火災感知器からの信号を制御回路が受信した後，一定時間

後に，電磁式開放装置に起動信号(電気)が入力され,電磁式開

放装置からの放出電気信号が容器弁に発信し，ハロゲンガス

を放出する。 

第 7図にハロゲン化物自動消火設備（全域）の系統構成を

示す。 

第４図 全域ガス消火設備の火災発生時の信号の流れ 

第５図 全域ガス消火設備起動ロジック 

2.2. 全域ガス消火設備の系統構成 

(1) 全域ガス消火設備（専用型）

専用型は，火災感知器からの信号を制御回路部が受信した

後，一定時間後に制御回路部から起動用ガス容器ユニットに対

して放出電気信号を発信する。 

起動用ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス

圧信号に変換し，ガス圧信号で機械的に作動する容器弁に対し

て放出信号を発信して，消火ガスが放出される。 

全域ガス消火設備（専用型）の系統構成を第６図に示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 6-⑩の相

違 

・設備の相違

【東海第二】 

設備仕様が異なる 

自動消火設備用火災感知器 

煙感知器 煙感知器 熱感知器 熱感知器 

：AND回路 

：OR回路 
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第 7 図：全域ガス消火設備（専用型）の系統構成 

(2) 全域ガス消火設備（選択型）

選択型は，複数の部屋に設置する火災感知器からの信号を

それぞれの制御回路部が受信した後，制御回路部から起動ガ

ス容器ユニットに対して放出電気信号を発信する。

起動ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス

圧信号に変換し，ガス圧信号で機械的に作動する容器弁及び

選択弁に放出信号を発信して，消火ガスが放出される。 

全域ガス消火設備（選択型）の系統構成を第 8 図に示す。 

第 8 図：全域ガス消火設備（選択型）の系統構成 

3．局所ガス消火設備の作動回路 

3.1．作動回路の概要 

通路部において消火活動が困難となるおそれがある油内包機

器，盤に対して設置する局所ガス消火設備作動までの信号の流

れについては，全域ガス消火設備と同様であり，第 5 図に示す。 

第 7図 ハロゲン化物消火設備の系統構成 

3. ハロゲン化物自動消火設備（局所）の作動回路

3.1作動回路の概要 

通路部において消火活動が困難となるおそれがある油内包機

器，盤に対して設置するハロゲン化物自動消火設備（局所）作

動までの信号の流れはハロゲン化物自動消火設備（全域）と同

様であり，第 5図に示す。 

第６図 全域ガス消火設備（専用型）の系統構成 

(2) 全域ガス消火設備（選択型）

選択型は，複数の部屋に設置する火災感知器からの信号をそ

れぞれの制御回路部が受信した後，制御回路部から起動用ガス

容器ユニットに対して放出電気信号を発信する。 

起動用ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス

圧信号に変換し，ガス圧信号で機械的に作動する容器弁及び選

択弁に対して放出信号を発信して，消火ガスが放出される。 

全域ガス消火設備の系統構成（選択型）を第７図に示す。 

第７図 全域ガス消火設備の系統構成（選択型） 

3. 局所ガス消火設備の作動回路

3.1. 作動回路の概要 

・設備の相違

【東海第二】 

設備仕様が異なる 

・設備の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 6-⑪の相

違 

・設備の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 6-⑪の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉は通路部

の消火設備として全域
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自動待機状態においては，複数の感知器が作動した場合に自

動起動する。起動条件としては，複数の「煙感知器」のうち 2 系

統又は複数の「熱感知器」のうち 2 系統が火災を感知した場合

に自動起動する設計とし，誤作動防止を図っている。（第 6 図） 

中央制御室における遠隔起動，現地（火災エリア外）での手

動操作による消火設備の起動（ガス噴出）も可能な設計として

おり，人による火災発見時においても，早期消火が対応可能な

設計とする。また，煙感知器又は熱感知器のうち一方の誤作動，

不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても，もう

一方の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するた

め，運転員が火災の発生を確認した場合には，中央制御室又は

現場での手動起動により早期消火が対応可能な設計とする。 

また，ケーブルトレイの局所ガス消火設備に対しては火災区

域又は火災区画に設置する感知器とは別に，狭隘なケーブルト

レイでも設置可能なセンサーチューブ式の火災感知器を設置

し，局所ガス消火設備が作動する設計とする。起動条件として

は，火災周辺のセンサーチューブが溶損することで圧力信号に

よる火災感知信号を発信し，消火ガスの放出を行う。簡略化さ

れた単純な構造であることから誤動作の可能性は小さく，万一，

誤動作が発生した場合であっても機器・人体に影響を及ぼさな

い。センサーチューブ式の局所ガス消火設備のケーブルトレイ

への適用について，消火性能が確保されていることを別紙１に 

示す。 

中央制御室では消火ガスの放出信号を検知する設計としてお

り，人による火災発見時においても，現場での手動起動が可能

な設計とする。また，誤作動，不作動により消火設備が自動起

動しない場合であっても，火災区域又は火災区画の感知器の作

動によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の

発生を確認した場合には，現場での手動起動により消火対応可

能な設計とする。 

3.2．局所ガス消火設備の系統構成 

(1) 局所ガス消火設備（油内包機器，盤）

油内包機器，盤に対する局所ガス消火設備は，火災感知器

からの信号を制御回路部が受信した後，一定時間後に制御回

自動待機状態では，複数の感知器が動作した場合に自動起動

する。起動条件としては，火災感知用の「煙感知器」及び「熱

感知器」のそれぞれ 2つが感知した場合，ハロゲン化物自動消

火設備（局所）が自動起動する設計とし，誤作動防止を図って

いる。また，火災感知用感知器(熱感知器)又は自動消火用感知

器(熱感知器，煙感知器)のうち，一方の誤不動作により自動起

動しない場合であっても，いずれか一方の感知器の動作により

中央制御室に警報を発するため，運転員が火災の発生を確認し

た場合は，中央制御室または現場での手動起動により早期消火

が対応可能な設計とする。 

また，ケーブルトレイのハロゲン化物自動消火設備（局所）

は，火災区域(区画)に設置する感知器とは別に，狭隘なケーブ

ルトレイでも設置可能なセンサーチューブ式の火災感知器を設

置し，ハロゲン化物自動消火設備（局所）が作動する設計とす

る。起動条件は，火災近傍のセンサーチューブが火炎の熱で破

裂することでセンサーチューブの圧力が変化による火災感知信

号を発信し，消火ガスの放出を行う。本設備は簡略化された単

純な構造であることから誤動作の可能性は小さく，万が一誤動

作が発生した場合でも機器・人体に影響をおよぼさない。セン

サーチューブ式のハロゲン化物自動消火設備（局所）のケーブ

ルトレイへの適用について，消火性能が確保されていることを

別紙 1に示す。 

中央制御室では消火ガスの放出信号を検知する設計であり，

人による火災発見時においても，現場での手動起動が可能な設

計とする。また，誤不動作で消火設備が起動しない場合があっ

ても，火災区域(区画)の感知器の動作により中央制御室に警報

が発報するため，運転員が火災の発生を確認した場合は，現場

で手動起動することにより消火対応可能な設計とする。 

3.2ハロゲン化物自動消火設備（局所）の系統構成 

(1) ハロゲン化物自動消火設備（局所）(油内包機器，盤)

  油内包機器，盤に対するハロゲン化物自動消火設備（局所）

は，火災感知器からの信号を制御回路部が受信した後，一定時

ケーブルトレイの局所ガス消火設備に対しては火災区域又

は火災区画に設置する感知器とは別に，狭隘なケーブルトレイ

でも設置可能なセンサーチューブ式の火災感知器を設置し，局

所ガス消火設備が作動する設計とする。起動条件としては，火

災周辺のセンサーチューブが溶損することで圧力信号による

火災感知信号を発信し，消火ガスの放出を行う。簡略化された

単純な構造であることから誤動作の可能性は小さく，万一，誤

動作が発生した場合であっても機器・人体に影響を及ぼさな

い。センサーチューブ式の局所ガス消火設備のケーブルトレイ

への適用について，消火性能が確保されていることを別紙１に

示す。 

中央制御室では消火ガスの放出信号を検知する設計として

おり，人による火災発見時においても，現場での手動起動が可

能な設計とする。また，誤作動，不作動により消火設備が自動

起動しない場合であっても，火災区域又は火災区画の感知器の

作動によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災

の発生を確認した場合には，現場での手動起動により消火対応

可能な設計とする。 

3.2. 局所ガス消火設備の系統構成 

ガス消火設備を設置す

る設計としている 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉は通路部の
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路部から容器弁に対して放出信号を発信して，消火ガスが放

出される。 

局所ガス消火設備（油内包機器，盤）の系統構成を第 9 図

に示す。 

第 9 図：局所ガス消火設備（油内包機器，盤）の系統構成 

(2) 局所ガス消火設備（ケーブルトレイ）

ケーブルトレイに設置する火災感知器（センサーチューブ）

が火災により溶損するとチューブ内部のガス圧が低下し，容

器弁へ圧力信号が伝達される。圧力制御された容器弁が圧力

信号により開動作し，消火ガスが放出される。なお，圧力信

号を電気信号に変換し，消火ガスが放出されたことを中央制

御室に警報として発報する。 

局所ガス消火設備（ケーブルトレイ）の系統構成を第 10 図

に示す。 

第 10図：局所ガス消火設備（ケーブルトレイ）の系統構成 

間後に制御回路部から容器弁に対して放出信号を発信して，消

火ガスが放出される。ガスを噴射するヘッドは消防法施行規則

第二十条に基づき，防護対象物のすべての表面がいずれかの噴

射ヘッドの有効射程内となり，消火剤の放射によって可燃物が

飛び散らない箇所に設置し，消防法施行規則に基づく消火剤の

量を 25秒以内に放射できる設計とする。 

ハロゲン化物自動消火設備（局所）(油内包機器，盤)の系統

構成を第 8図に示す。 

第 8図 ハロゲン化物自動消火設備（局所）(油内包機器，盤)起動

ロジック

(2) ハロゲン化物自動消火設備（局所）(ケーブルトレイ)

  ケーブルトレイに設置する火災感知器(センサーチューブ)が

火災により火炎の熱で破裂するとチューブ内部のガス圧が低下

し，容器弁へ圧力信号が発せられる。圧力制御された容器弁が

圧力信号により開放し，消火ガスが放出される。なお，圧力信

号を電気信号に変換し，消火ガスが放出される。なお，圧力信

号を電気信号に変換し，消火ガスを放出されたことを中央制御

室に警報として発報する。 

ハロゲン化物自動消火設備（局所）(ケーブルトレイ)の系統

構成を第 9図に示す。 

第 9 図 ハロゲン化物自動消火設備（局所）(ケーブルトレイ)の系

統構成 

原子炉建物オペレーティングフロアに設置されているケー

ブルトレイに設置する火災感知器（センサーチューブ）が火災

により溶損するとチューブ内部のガス圧が低下し，容器弁へ圧

力信号が伝達される。圧力制御された容器弁が圧力信号により

開動作し，消火ガスが放出される。なお，圧力信号を電気信号

に変換し，消火ガスが放出されたことを中央制御室に警報とし

て発報する。 

局所ガス消火設備の系統構成を第８図に示す。 

第８図 局所ガス消火設備の系統構成 

消火設備として全域ガ

ス消火設備を設置する

設計としている 
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別紙１ 

ケーブルトレイ局所ガス消火設備の消火性能について

1．はじめに

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉の原子炉建屋通路にお

いては，ケーブル火災が発生した場合に煙の充満により消火活動

が困難となる可能性があることから，ケーブルトレイにチューブ

式の局所ガス消火設備を設置する設計とする。以下では，実証試

験に基づき，チューブ式の局所ガス消火設備がケーブルトレイ火

災に対して有効であることを示す。 

2．チューブ式局所ガス消火設備の仕様 

チューブ式局所ガス消火設備の概要を第 1 図に示す。チューブ

式局所ガス消火設備は，ケーブルトレイ内の火災を探知し自動的

に消火剤を放射し有効に消火すること等を目的とし，いくつかの

国内防災メーカにおいて製造されている。一部製品については，

第 1 表に示す仕様において，ケーブルトレイ火災を有効に消火す

るものであると日本消防設備安全センターから性能評定（※）を

受けている。 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉の原子炉建屋通路のケ

ーブルトレイに適用するチューブ式局所ガス消火設備について

も，上記仕様と同等以上の設計とし，消火性能を確保する。 

（※）出典：「消火設備（電気設備用自動消火装置）性能評定書，

型式記号：IHP- 14.5」,15-046 号，（一財）日本消防設備

安全センター，平成 23 年 9 月 

別紙 1 

ケーブルトレイハロゲン化物自動消火設備（局所）の消火性能に

ついて 

1.はじめに

原子炉建屋通路部においては，ケーブル火災が発生した場合，

煙の充満により消火活動が困難となる可能性があるため，ケーブ

ルトレイにチューブ式のハロゲン化物自動消火設備（局所）を設

置する設計とする。 

 以降では，実証試験によりチューブ式のハロゲン化物自動消火

設備（局所）がケーブルトレイの火災に対し有効であることを示

す。 

2.チューブ式ハロゲン化物自動消火設備（局所）の仕様

チューブ式ハロゲン化物自動消火設備（局所）の概要を第 1図

に示す。チューブ式ハロゲン化物自動消火設備（局所）は，ケー

ブルトレイ内の火災の炎を検知し自動的に消火剤を放出し有効に

消火すること等を目的とし，防災メーカにおいて取扱われている。

また，一部製品については第 1表に示す仕様でケーブルトレイ火

災を有効に消火するものであることを日本消防設備安全センター

から性能評定※を受けている。 

 東海第二発電所の原子炉建屋通路部のケーブルトレイに適用す

るチューブ式ハロゲン化物自動消火設備（局所）についても，上

記仕様と同等以上の設計とし，消火性能を確保する。 

※出典元 ：「消火設備(電気設備用自動消火装置)性能評定書 型式

記号：IHP-14.5」，15-046号，(一財)日本消防設備安

全センター 平成 23年 9月) 

別紙１ 

ケーブルトレイ局所ガス消火設備の消火性能について

1．はじめに

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロア

においては，当該フロアの可燃物量を考慮し，ケーブルトレイに

チューブ式の局所ガス消火設備を設置する設計とする。以下では，

実証試験に基づき，チューブ式の局所ガス消火設備がケーブルト

レイ火災に対して有効であることを示す。

2．チューブ式局所ガス消火設備の仕様 

チューブ式局所ガス消火設備の概要を第１図に示す。チューブ

式局所ガス消火設備は，ケーブルトレイ内の火災を探知し自動的

に消火剤を放射し有効に消火すること等を目的とし，いくつかの

国内防災メーカにおいて製造されている。一部製品については，

第１表に示す仕様において，ケーブルトレイ火災を有効に消火す

るものであると日本消防設備安全センターから性能評定※を受け

ている。 

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロア

のケーブルトレイに適用するチューブ式局所ガス消火設備につい

ても，上記仕様と同等以上の設計とし，消火性能を確保する。 

※出典：「消火設備（電気設備用自動消火装置）性能評定書，型式

記号：IHP-14.5」，評 27-019号，（一財）日本消防設備安

全センター，平成 27年 9月 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉は火災区

域又は火災区画の可燃

物量を考慮し，原子炉建

物オペレーティングフ

ロアのケーブルトレイ

に対して，局所ガス消火

設備（センサーチューブ

方式）を設置する 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉は原子炉

通路部の消火設備とし

て全域ガス消火設備を

設置し，原子炉建物オペ

レーティングフロアの

ケーブルトレイの消火

設備として局所ガス消

火設備を設置する設計

としている 
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第 1 図：チューブ式局所ガス消火設備の概要図 

第 1 表：チューブ式局所ガス消火設備の仕様 

3．電力中央研究所におけるケーブルトレイ消火実証試験 

電力中央研究所の研究報告（※）において，原子力発電所への

適用を目的として第 1 表に示す仕様のチューブ式局所ガス消火

設備を用いたケーブルトレイ消火実証試験を実施し，その結果有

効であったことが示されている。 

（※）出典：「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ火災への

適用性評 価」，N14008，電力中央研究所，平成 26 年 11 月 

第 1図 チューブ式ハロゲン化物自動消火設備（局所）の概要図 

第 1表 チューブ式ハロゲン化物自動消火設備（局所）の仕様 

3.電力中央研究所におけるケーブルトレイ消火実証試験

電力中央研究所の研究報告※において，原子力発電所への適用

を目的として第 1表に示す仕様のチューブ式ハロゲン化物自動消

火設備（局所）を用いたケーブルトレイ消火実証試験を実施，そ

の結果が有効であったことが示されている。 

※出典元 ：「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ火災への

適用性評価」，N14008，電力中央研究所 平成 26年

11月 

第１図 チューブ式局所ガス消火設備の概要図 

第１表 チューブ式局所ガス消火設備の仕様 

3．電力中央研究所におけるケーブルトレイ消火実証試験 

電力中央研究所の研究報告※において，原子力発電所への適用を

目的として第１表に示す仕様のチューブ式局所ガス消火設備を用

いたケーブルトレイ消火実証試験を実施し，その結果有効であっ

たことが示されている。 

※出典：「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ火災への適用

性評価」，N14008，電力中央研究所，平成 26年 11月 
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以下では，電力中央研究所にて実施された実証試験の概要を示

し，柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の原子炉建屋通路部の

ケーブルトレイ消火に有効となることを示す。

3.1．消火実証試験装置の仕様 

消火実証試験装置の概要と試験条件を第 2 図及び第 2 表に示

す。実機状態を模擬するため，消火対象のケーブルトレイは水平

と垂直の 2 種類としている。垂直の場合には，火災による熱が垂

直上方に伝わることを考慮し，ケーブル敷設方向（鉛直方向）に

対して，検知チューブが直交するように一定間隔で X 字に検知チ

ューブを配置している。実機状態では，ケーブルトレイ内に敷設

されるケーブルが少ない個所と複数ある個所が存在するため，試

験 H1，V1 ではケーブルトレイ内のケーブルを 1 本のみとし，試

験 H2，V2 では複数としている。着火方法は，過電流であり，電

流の大きさはケーブルの許容電流の約 6 倍の 2,000A としてい

る。 

なお，電力中央研究所における消火実証試験では，チューブ式

局所ガス消火設備を火災防護対策における影響軽減に適用するこ

とが考慮されていたため，ケーブルトレイは金属蓋付とし，更に

その周囲に耐火シートが巻かれた状態であった（第 3 図）。柏崎

刈羽原子力発電所６号及び７号炉においては，チューブ式局所ガ

ス消火設備を影響軽減対策には適用しないことから，実機施工に

おいてケーブルトレイは必ずしも金属蓋付とはせず，消火設備作

動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないよう，延焼防

止シートで覆う設計とする。延焼防止シートの耐火性を別紙２，

延焼防止シートを施工することによるケーブルの許容電流低減率

への影響を別紙３，延焼防止シートのケーブルトレイへの取付方

法を別紙４にそれぞれ示す。 

以降では，電力中央研究所にて行われた実証試験の概要を示し，

東海第二発電所の原子炉建屋通路部のケーブルトレイ消火に有効

となることを示す。 

3.1実証試験装置の仕様 

 実証試験装置の概要を第 2図に，試験条件を第 2表に示す。実

証試験では，実機状態を模擬するため，ケーブルトレイは水平と

垂直の 2種類としている。垂直の場合は，火災による熱が垂直上

方に伝搬することを考慮し，ケーブル敷設方向(鉛直方向)に対し，

検知チューブが直交するよう一定間隔で交差するよう検知チュー

ブを配置している。また，実機状態では，ケーブルトレイ内に敷

設されるケーブルが少ない箇所と複数ある箇所があるため，試験

においては，その双方を模擬している。(試験 H1，V1：ケーブル

トレイ内 1本，試験 H2，V2：ケーブルトレイ内複数本)着火方法

は過電流を用い，電流の大きさはケーブルの許容電流の 6倍の

2000Aで実施されている。 

なお，電力中央研究所での実証試験では，チューブ式ハロゲン

化物自動消火設備（局所）を火災防護対策のうち火災の影響軽減

対策に適用することが考慮されていたため，ケーブルトレイは金

属蓋とし，さらにその周囲を防火シートで巻いた試験体であった。

(第 3図)東海第二発電所においては，チューブ式ハロゲン化物自

動消火設備（局所）を影響軽減対策には適用しないことから，実

機施工においては必ずしも金属蓋付とはせず，消火設備作動時に

消火剤がケーブルトレイの外部に漏れないように防火シートで覆

う設計とする。防火シートの耐久性を別紙 2，防火シートを施工

することによるケーブルの許容電流低減率への影響を別紙 3，防

火シートのケーブルトレイへの取付方法を別紙 4にそれぞれ示

す。 

以下では，電力中央研究所にて実施された実証試験の概要を示

し，島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロ

アのケーブルトレイ消火に有効となることを示す。

3.1．消火実証試験装置の仕様 

消火実証試験装置の概要と試験条件を第２図及び第２表に

示す。実機状態を模擬するため，消火対象のケーブルトレイは

水平と垂直の２種類としている。垂直の場合には，火災による

熱が垂直上方に伝わることを考慮し，ケーブル布設方向（鉛直

方向）に対して，検知チューブが直交するように一定間隔でＸ

字に検知チューブを配置している。実機状態では，ケーブルト

レイ内に布設されるケーブルが少ない個所と複数ある個所が

存在するため，試験Ｈ１，Ｖ１ではケーブルトレイ内のケーブ

ルを１本のみとし，試験Ｈ２，Ｖ２では複数としている。着火

方法は，過電流であり，電流の大きさはケーブルの許容電流の

約６倍の2,000Ａとしている。 

なお，電力中央研究所における消火実証試験では，チューブ

式局所ガス消火設備を火災防護対策における影響軽減に適用

することが考慮されていたため，ケーブルトレイは金属蓋付と

し，更にその周囲に耐火シートが巻かれた状態であった。（第

３図）島根原子力発電所２号炉においては，チューブ式局所ガ

ス消火設備を影響軽減対策には適用しないが，原子炉建物オペ

レーティングフロアのケーブルは蓋付ケーブルトレイに布設

しているため，電力中央研究所における消火実証試験の試験条

件と同様に，実機施工においてもケーブルトレイ外部に漏えい

しないよう，蓋付ケーブルトレイの周囲を延焼防止シートで覆

う設計とする。延焼防止シートの耐火性を別紙２，延焼防止シ

ートを施工することによるケーブルの許容電流低減率への影

響を別紙３，延焼防止シートのケーブルトレイへの取付方法を

別紙４にそれぞれ示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉は原子炉

通路部の消火設備とし

て全域ガス消火設備を

設置し，原子炉建物オペ

レーティングフロアの

ケーブルトレイの消火

設備として局所ガス消

火設備を設置する設計

としている 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉は電力中

央研究所における消火

実証試験と同様，蓋付ケ

ーブルトレイに延焼防

止シートを巻き付ける

設計としている 
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第 2 図：消火実証試験装置の概要 

第 2 表：消火実証試験の試験条件 

第 3 図：消火実証試験用のケーブルトレイ外観 

第 2図 実証試験装置の概要 

第 2表 実証試験の試験条件 

第 3図 実証試験用のケーブルトレイ 

第２図 消火実証試験装置の概要 

第２表 消火実証試験の試験条件 

第３図 消火実証試験用のケーブルトレイ外観 
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3.2．消火実証試験の結果 

3.2.1．試験 H1 の結果 

第 4 図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電し

たところ，通電開始後 30 分 35 秒で着火した。着火から 16 秒

後（通電開始後 30 分 51 秒後）にチューブ式局所ガス消火設備

（報告書では FE と呼称）が動作し，消火することが確認された

（第 5 図）。 

第 4 図：試験 H1 における検知チューブ等の配置概要 

第 5 図：試験 H1 における発火・消火時の状態 

3.2実証試験の結果 

3.2.1試験 H1結果 

 第 4図に示す配置でケーブルトレイに過電流を通電したとこ

ろ，通電開始後 30分 35秒着火し，着火から 16秒後(通電開始後

30分 51秒)でチューブ式ハロゲン化物自動消火設備（局所）(報

告では FE装置)が作動し，消火されることが確認された。(第 5図) 

第 4図 試験 H1の概要 

第 5図 試験 H1発火・消火・試験後の状態 

3.2．消火実証試験の結果 

3.2.1．試験Ｈ１の結果 

第４図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通

電したところ，通電開始後30分35秒で着火した。着火から16

秒後（通電開始後30分51秒後）にチューブ式局所ガス消火設

備（報告書ではFEと呼称）が動作し，消火することが確認さ

れた（第５図）。 

第４図 試験Ｈ１における検知チューブ等の配置概要 

第５図 試験Ｈ１における発火・消火時の状態 
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3.2.2．試験 H2 の結果 

第 6 図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電し

たところ，通電開始後 32 分 29 秒で着火した。着火から 15 秒

後（通電開始から 32 分 44 秒後）にチューブ式局所ガス消火設

備が動作し，消火することが確認された（第 7 図）。 

第 6 図：試験 H2 における検知チューブ等の配置概要 

第 7 図：試験 H2 における発火・消火時の状態 

3.2.2試験 H2結果 

 第 6図に示す配置でケーブルトレイに過電流を通電したとこ

ろ，通電開始後 32分 29秒着火し，着火から 15秒後(通電開始後

32分 44秒)でチューブ式ハロゲン化物自動消火設備（局所）(報

告では FE装置)が作動し，消火されることが確認された。(第 7図) 

第 6図 試験 H2の概要 

第 7図 試験 H2発火・消火・試験後の状態 

3.2.2．試験Ｈ２の結果 

第６図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通

電したところ，通電開始後32分29秒で着火した。着火から15

秒後（通電開始から32分44秒後）にチューブ式局所ガス消火

設備が動作し，消火することが確認された（第７図）。 

第６図 試験Ｈ２における検知チューブ等の配置概要 

第７図 試験Ｈ２における発火・消火時の状態 
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3.2.3．試験 V1 の結果 

第 8 図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電し

たところ，通電開始後 17 分 6 秒で着火した。着火から 1 分 39 

秒後（通電開始から 18 分 45 秒後）にチューブ式局所ガス消火

設備が動作し，消火することが確認された（第 9 図）。 

第 8 図：試験 V1 における検知チューブ等の配置概要 

第 9 図：試験 V1 における発火・消火時の状態 

3.2.3試験 V1結果 

 第 8図に示す配置でケーブルトレイに過電流を通電したとこ

ろ，通電開始後 17分 6秒着火し，着火から 1分 39秒後(通電開始

後 18分 45秒)でチューブ式ハロゲン化物自動消火設備（局所）(報

告では FE装置)が作動し，消火されることが確認された。(第 9図) 

第 8図 試験 V1の概要 

第 9図 試験 H2発火・消火・試験後の状態 

3.2.3．試験Ｖ１の結果 

第８図に示すような配置において，ケーブルに過電流を

通電したところ，通電開始後 17分６秒で着火した。着火か

ら１分 39秒後（通電開始から 18分 45秒後）にチューブ式

局所ガス消火設備が動作し，消火することが確認された（第

９図）。 

第８図 試験Ｖ１における検知チューブ等の配置概要 

第９図 試験Ｖ１における発火・消火時の状態 
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3.2.4．試験 V2 の結果 

第 10 図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電

したところ，通電開始後 18 分 14 秒で着火した。着火から 3 分 

26 秒後（通電開始から 21 分 40 秒後）にチューブ式局所ガス消

火設備が動作し，消火することが確認された（第 11 図）。 

第 10 図：試験 V2 における検知チューブ等の配置概要 

第 11 図：試験 V2 における発火・消火時の状態 

以上から，実機を模擬したケーブルトレイの火災について，チ

ューブ式局所ガス消火設備が有効に機能することを確認した。 

なお，柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉へのチューブ式局

所ガス消火設備の適用においては，実機での標準施工方法を踏ま

3.2.4試験 V2結果 

 第 10図に示す配置でケーブルトレイに過電流を通電したとこ

ろ，通電開始後 17分 6秒着火し，着火から 1分 39秒後(通電開始

後 18分 45秒)でチューブ式ハロゲン化物自動消火設備（局所）(報

告では FE装置)が作動し，消火されることが確認された。(第 11

図) 

第 10図 試験 V2の概要 

第 11図 試験 V2発火・消火・試験後の状態 

以上より，実機を模擬したケーブルトレイの火災について，チ

ューブ式ハロゲン化物自動消火設備（局所）が有効に機能するこ

とを確認した。 

3.2.4．試験Ｖ２の結果 

第 10図に示すような配置において，ケーブルに過電流を

通電したところ，通電開始後 18分 14秒で着火した。着火

から３分 26秒後（通電開始から 21分 40秒後）にチューブ

式局所ガス消火設備が動作し，消火することが確認された

（第 11図）。 

第 10図 試験Ｖ２における検知チューブ等の配置概要 

第 11図 試験Ｖ２における発火・消火時の状態 

以上から，実機を模擬したケーブルトレイの火災につい

て，チューブ式局所ガス消火設備が有効に機能することを

確認した。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
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え，金属蓋を設置しないケーブルトレイに延焼防止シートを巻い

た状態で消火性能の実証試験を行い，消火性能が確保されること

を確認した。その結果を以下に示す。 

4．金属蓋を設置しないケーブルトレイ消火実証試験 

4.1．消火実証試験装置の仕様 

消火実証試験装置の概要と試験条件を第 12 図及び第 3 表に

示す。金属蓋を設置しないケーブルトレイ消火実証試験では，ケ

ーブルトレイに延焼防止シートを巻き付けた状態で行う。実機状

態を模擬するため，消火対象のケーブルトレイは水平と垂直の 2 

種類としている。垂直の場合には，火災による熱が垂直上方に伝

わることを考慮し，ケーブル敷設方向（鉛直方向）に対して，検

知チューブが直交するように一定間隔で X 字に検知チューブを

配置している。実機状態では，ケーブルトレイ内に敷設されるケ

ーブル種類が複数あることを踏まえ，試験①-1，②-1，③-1，④

-1 では比較的外径の大きい低圧ケーブル（600V CV 3c 14sq）を

用いて，試験①-2，②-2，③-2，④-2   では比較的外径の小さい

制御ケーブル（600V CV 3c 5.5sq）を用いている。また，着火方

法はケーブルトレイ底部からのバーナ加熱とし，ケーブルトレイ

内に敷設されるケーブルが多いほど火災感知及び消火が困難にな

ると考えられることから，ケーブルトレイ内に敷設するケーブル

本数は実機最大条件（占積率 40%）に合わせている。消火実証試

験装置の外観を第 13 図に示す。 

第 12 図：消火実証試験装置（金属蓋なし）の概要 

島根 2 号炉は電力中

央研究所における消火

実証試験と同様，蓋付ケ

ーブルトレイに延焼防

止シートを巻き付ける

設計としている 
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第 3 表：消火実証試験（金属蓋無し）の試験条件 
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第 13 図：消火実証試験用（金属蓋なし）のケーブルトレイ外観 

4.2．消火実証試験の結果 

金属蓋を設置しないケーブルトレイを用いたチューブ式局所消

火設備の実証試験時の状況を第 14 図に示し，試験結果を第 4 表

に示す。同表に示す通り，試験①-1～④-2   まで全てのケースで

チューブ式局所ガス消火設備は有効に機能しており，金属蓋を設

置しないケーブルトレイに対しても有効であることが確認され

た。 
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第 14 図：加熱時及び消火後の状態 

第 4 表：消火実証試験（金属蓋無し）の試験結果 
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別紙２ 

ケーブルトレイ局所ガス消火設備に使用する

ケーブルトレイカバーについて

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉のケーブルトレイ局所

ガス消火設備では，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外

部に漏えいしないように,ケーブルトレイを延焼防止シート（プロ

テコシート P2・eco）で覆う設計とする（第 1 図）。ケーブルト

レイを覆う延焼防止シートは酸素指数 60 以上であり，消防法上，

難燃性又は不燃性を有する材料（酸素指数 26 以上）に指定され

る（※）。 

（※）出典：「消防法施行令の一部改正に伴う運用について（合成

樹脂類の範囲）（指定数量）」，消防予第 184 号，消

防庁予防救急課，昭和 54年 10月 

第 1 図：延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）の概要 

別紙 2 

ケーブルトレイハロゲン化物自動消火設備（局所）に使用する

ケーブルトレイカバーについて

東海第二発電所のケーブルトレイハロゲン化物自動消火設備

（局所）では，消火設備の作動時に消火剤がケーブルトレイの外

部に漏れないようにするため，ケーブルトレイを防火シートで覆

う設計とする。(第 1図)ケーブルトレイを覆う防火シートは酸素

指数 60以上であり，消防法上，難燃性または不燃性を有する材料

(酸素指数 26以上)に指定される※。 

※出典元：「消防法施行令の一部改正に伴う運用について(合成

樹脂類の範囲)(指定数量)」，消防予第 184号，消防

庁予防救急課，昭和 54年 10月 

第 1図 防火シートの概要 

別紙２ 

ケーブルトレイ局所ガス消火設備に使用する

ケーブルトレイカバーについて

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロア

に設置するケーブルトレイ局所ガス消火設備は，消火設備作動時

に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように,ケーブル

トレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計

とする（第１図）。ケーブルトレイを覆う延焼防止シートは酸素指

数 60以上であり，消防法上，難燃性又は不燃性を有する材料（酸

素指数 26以上）に指定される※。 

※出典：「消防法施行令の一部改正に伴う運用について（合成樹脂

類の範囲）（指定数量）」，消防予第 184号，消防庁予防救

急課，昭和 54年 10月 

第１図 延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）の概要 
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また，延焼防止シートは，ケーブルトレイに巻き付けた状態で 

IEEE383 Std1974 に基づくに垂直トレイ燃焼試験（20 分間のバー

ナ加熱）を実施しても，第 2 図に示すとおり，接炎による燃焼や

破れ等は発生しないことを確認している（※）。 

よって，ケーブル火災等によって延焼防止シートが接炎する状

態になっても，燃焼や破れ等が生じるおそれがなく，局所ガス消

火設備作動後に消火剤が外部に漏えいすることがないため，局所

ガス消火設備の消火性能は維持される。 

（※）出典：「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」電力ケ

ーブルによる 延焼防止性確認試験報告書」，FT-技-

第 71338 号，古河電気工業（株）・（株）古河テクノ

マテリアル，平成 18 年 10 月

第 2 図：延焼防止シートの IEEE383 垂直トレイ燃焼試験実施後

の状態 

また，防火シートは，ケーブルトレイに巻き付けた状態で

IEEE383 std1974に基づく垂直トレイ燃焼試験(20分間のバーナ加

熱)を実施しても，第 2図に示すように接炎による破れ等がないこ

とを確認しいている※。 

 したがって，ケーブル火災等により防火シートが接炎する状態

となっても，燃焼や破れ等の生じるおそれはなく，ハロゲン化物

自動消火設備（局所）作動後に消火剤が外部に漏えいすることが

ないため，ハロゲン化物自動消火設備（局所）の消火性能は維持

される。 

※出典元：「延焼防止シート「プロテコエコシート-P2・eco」電力

ケーブルによる延焼防止性確認試験報告書」，FT－技―

第 71338号，古河電気工業㈱・㈱古河テクノマテリア

ル，平成 18年 10月

第 2図 防火シートの IEEE383垂直トレイ燃焼試験実施後の状態 

また，延焼防止シートは，ケーブルトレイに巻き付けた状態で

IEEE383 Std1974に基づく垂直トレイ燃焼試験（20分間のバーナ

加熱）を実施しても，第２図に示すとおり，接炎による燃焼や破

れ等は発生しないことを確認している※。 

よって，ケーブル火災等によって延焼防止シートが接炎する状

態になっても，燃焼や破れ等が生じるおそれがなく，局所ガス消

火設備作動後に消火剤が外部に漏えいすることがないため，局所

ガス消火設備の消火性能は維持される。 

※出典：「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」，シート固

定用「結束用ベルト」技術資料・施工要領書」，FT-施要-

第 09012号 B，古河電気工業（株）・（株）古河テクノマ

テリアル

第２図 延焼防止シートの IEEE383垂直トレイ燃焼試験実施後の

状態 
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別紙３ 

延焼防止シート施工に伴うケーブルの 

許容電流低減率の評価について 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉のケーブルトレイ局所

ガス消火設備では，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外

部に漏えいしないように,ケーブルトレイを延焼防止シート（プロ

テコシート P2・eco）で覆う設計とする。延焼防止シートを施工

することにより，ケーブルの許容電流が低下する可能性が考えら

れることから，以下の通り許容電流低減率の評価を実施した。 

1．ケーブル許容電流の評価式

ケーブルの許容電流は，ケーブルの導体抵抗，誘電体損失，熱

的定数及び周囲条件に影響を受ける。ケーブルの許容電流を I と

すると，日本電線工業会規格（JCS 0168-1）に定められるように

式（1）で表すことができる。 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉においてケーブルトレ

イ局所ガス消火設備の消火対象となるケーブルは全て 11kV 以下

の仕様であることから，誘電体損失による温度上昇 Td は無視す

ることができるため，許容電流 I は式（2）で表される。 

別紙３ 

防火シート施工に伴うケーブルの許容電流低減率の評価について 

東海第二発電所のケーブルトレイハロゲン化物自動消火設備

（局所）では，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ内部に

可能な限り滞留するように，ケーブルトレイを防火シートで覆う

設計とする。防火シートを施工することにより，ケーブルの許容

電流が低下する可能性が考えられることから，許容電流低減率の

評価を実施した。 

1.ケーブルトレイ許容電流の評価式

ケーブルの許容電流は，ケーブルの導体抵抗，誘電体損失，熱

的定数及び周囲条件に影響を受ける。ケーブルの許容電流を Iと

すると，日本電線工業会規格(JCS0168-1)に定められるように式

(1)で表すことができる。

東海第二発電所においてケーブルトレイハロゲン化物自動消火

設備（局所）の消火対象となるケーブルは全て 11kV以下の仕様で

あることから，誘電体損失による温度上昇 Td は無視することがで

きるため，許容電流 Iは式(2)で表される。 

別紙３ 

延焼防止シート施工に伴うケーブルの 

許容電流低減率の評価について 

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロア

に設置するケーブルトレイ局所ガス消火設備は，消火設備作動時

に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように,ケーブル

トレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計

とする。延焼防止シートを施工することにより，ケーブルの許容

電流が低下する可能性が考えられることから，以下のとおり許容

電流低減率の評価を実施した。 

1．ケーブル許容電流の評価式

ケーブルの許容電流は，ケーブルの導体抵抗，誘電体損失，熱

的定数及び周囲条件に影響を受ける。ケーブルの許容電流をＩと

すると，日本電線工業会規格（JCS 0168-1）に定められるように，

式（１）で表すことができる。 

島根原子力発電所２号炉において，ケーブルトレイ局所ガス消

火設備の消火対象となるケーブルは全て 11kV以下の仕様である

ことから，誘電体損失による温度上昇 Tdは無視することができる

ため，許容電流Ｉは式（２）で表される。 
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2．延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉で使用する代表的なケ

ーブル（600V，CV，3C，250mm2）について，延焼防止シート施工

に伴う許容電流低減率を評価する。第 1 図（a）（b）に示すよう

に，ケーブルに延焼防止シートを施工する前及び施工した後の許

容電流 I1，I2 は式（3）（4）で表される。 

第１図：延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価モデル 

2. 防火シート施工に伴う許容電流低減率の評価

東海第二発電所で使用する代表的なケーブルは

(600V-CV-3C-5.5)について，防火シート施工に伴う許容電流低減

率を評価する。第 1図(a)(b)に示すように，ケーブルに防火シー

トを施工する前，施工した後の許容電流 I1，I2は式(3)(4)で表さ

れる。 

第 1図 防火シート施工に伴う許容電流低減率の評価モデル 

2．延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価 

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティング

フロアで使用する代表的なケーブル（600V，CV，3C-5.5mm2）

について，延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率を評

価する。第１図（ａ）（ｂ）に示すように，ケーブルに延焼

防止シートを施工する前及び施工した後の許容電流Ｉ１，Ｉ

２は式（３）（４）で表される。 

第１図 延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価モデル 
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延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率をηとすると式（5）で

表される。 

ここで，Rth1 と Rth2 がそれぞれ 75.2（℃･cm/W），75.1（℃･cm/W）

であり，式（6）に示すように，延焼防止シート施工に伴う許容電

流低減率はほぼゼロである。 

上記の許容電流低減率の評価は，ケーブルに延焼防止シートを直

接巻いた場合を想定したものであるが，ケーブルトレイに延焼防

止シートを巻いた場合においても，延焼防止シートの熱抵抗は変

わらないことから，許容電流低減率に大きな差異は生じないと考

えられる。 

以上から，延焼防止シートを施工してもケーブルの許容電流に

影響が生じないことを確認した。 

防火シート施工に伴う許容低減率をηとすると式(5)で表される。 

ここで，Rth1と Rth2がそれぞれ 75.2(℃・cm/W)，75.1(℃・cm/W)

であり，式(6)に示すように，防火シート施工に伴う許容電流低減

率はほぼゼロである。 

上記の許容電流低減率の評価は，ケーブルに防火シートを直接巻

いた場合を想定したものであるが，ケーブルトレイに防火シート

を巻いた場合においても，防火シートの熱抵抗は変わらないこと

から，許容電流低減率に大きな差異は生じないと考えられる。 

以上より，防火シートを施工してもケーブルの許容電流に影響

が生じないことを確認した。 

延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率をηとすると式（５）

で表される。 

ここで，Rth1と Rth2がそれぞれ 194.8（℃･cm/W），193.1

（℃･cm/W）であり，式（６）に示すように，延焼防止シー

ト施工に伴う許容電流低減率はほぼゼロである。

上記の許容電流低減率の評価は，ケーブルに延焼防止シートを

直接巻いた場合を想定したものであるが，ケーブルトレイに延焼

防止シートを巻いた場合においても，延焼防止シートの熱抵抗は

変わらないことから，許容電流低減率に大きな差異は生じないと

考えられる。 

以上から，延焼防止シートを施工してもケーブルの許容

電流に影響が生じないことを確認した。 
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